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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。27番、

吉成伸一君より欠席する旨の届け出があります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 菊 地 弘 明 君 

○議長（君島一郎君） 初めに、29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） おはようございます。 

  清流会の菊地でございます。一般質問を行いま

す。 

  １、公共施設と各企業の電力について。 

  原発事故後の公共施設の電力については、より

安定的に、より安く電力供給を受ける必要性が考

えられます。 

  そこで、以下の点について伺います。 

  ①対応策について、市はどのように考えている

か伺います。 

  ②他の電力について検討されているか伺います。 

  ③本年４月からの東京電力の電気料金値上げに

ついて、市の取り組みを伺います。 

  ④電気料金値上げによる商工業、観光業への影

響について、市の取り組みを伺います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 菊地議員の質問にお答え

いたします。 

  これは、原発事故後の公共施設の電力の安定的

かつ安く供給を受ける対応策についてお答えいた

します。 

  公共施設は、市民サービスの提供や災害時の防

災の拠点、避難所などとなることから、安定的な

電力供給を受ける必要があります。また、施設の

維持管理には、市民の税金が使われておりますの

で、より少ない経費で施設管理をすることも重要

な課題となっております。 

  現在、本市の公共施設は東京電力からの電力供

給を受けておりますが、原子力発電所の停止が進

む中で、電力供給は昨年以上に不足するものと思

っております。 

  このような状況の中、電気事業法の緩和により、

高圧受電で契約電力50kW以上の施設では、東京電

力以外のＰＰＳと呼ばれる特定規模電気事業者か

ら電力供給を受けることも可能となっております。 

  また、発電、送電分離などの議論も始まってい

ることから、これらの状況も含め、長期的かつ総

合的な検討を進め、これまで以上に安定的で安価

な電力の確保に努めていきたいと考えております。

あわせて、節電への取り組みについても継続して

まいります。 

  続きまして、他の電力の検討についてお答えい
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たします。 

  ただいま申し上げましたように、電気事業法の

緩和により、電力自由化が進み、東京電力以外の

ＰＰＳ（特定規模電気事業者）から電力を購入す

る動きが始まっております。しかし、震災以降の

原子力発電所の停止により、電気料金の値上げが

予定される中で、ＰＰＳへの電力需要も高まり、

市場価格が高騰しているという報道や、安定的な

電力の供給が確保されるのかという不安の声もあ

ります。 

  市としては、ＰＰＳなど東京電力以外の新たな

電力につきまして、安定供給の可能性や価格面で

の効果などについて調査研究を進めていきたいと

考えております。 

  次に、本年４月から東京電力の電気料金値上げ

についての取り組みについてもお答えいたしま

す。 

  電気料金の値上げについては、本年２月初旬か

ら関係施設に対して説明があり、平成23年１年間

の使用状況を参考とした料金の比較が示されまし

た。 

  市としましては、緊急的な関係各課による協議

の場を設け、現状の把握を初めとして、新たな電

力の確保の可能性や東京電力の電気料金値上げ率

を下げるための一層の企業努力の求める要請、さ

らには夏場に限定することなく１年を通した節電

への取り組みなど、東京電力の電気料金値上げに

対する対策を進めていきたいと思っています。 

  ④の商工業、観光業への影響についての市の取

り組みについてもお答えいたします。 

  電気料金値上げの対象となっているのは、高圧

で受電している自由化部門の利用者であり、東京

電力の調べでは、本市では約900事業所が該当に

なると聞いております。那須塩原市商工会が観光

地の宿泊施設に値上げの影響等について調査を行

ったところ、さらなる節電に努めたいが、風評被

害で売り上げが減少しており、経営への影響が大

きいとの意見が多かったとのことです。このよう

なことから、電気料金の値上げは、体力の弱って

いる市内企業へは大きな悪影響があると懸念して

おります。 

  この値上げに対して、関東地方知事会や栃木県

商工会連合会から国等へ要請文が提出されたとの

報道もありましたが、市といたしましても、今後

の動向については強い関心を持って注視していき

たいと考えております。 

  第１回目の答弁にします。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 市長よりご丁寧なるご答

弁、ありがとうございました。 

  それでは、①から④まで一括して再質問をさせ

ていただきます。 

  現在の公共施設の電気料というのは幾らぐらい

なのか、ちょっとその点についてお尋ねしたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の電力値上げによ

りまして、東電さんのほうから新料金に対する説

明というものがございまして、その際に関係する

施設を持つ担当者に集まっていただきました。 

  その中で把握した数字でございますが、50kW以

上の市の施設につきましては83施設ございまして、

電力料金につきましては、平成23年１月から12月

まででございますが、３億2,145万2,000円という

形でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） そうしますと、値上げに

よる電気料というのはどれくらいになるんでしょ
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うか。大体17％というようなお話ですけれども、

場所によってはもっと低い場合もあるというよう

なことなので、値上げによる電気料はどれくらい

と見ているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） ４月から東電が平均

17％値上げをするという予定での試算でございま

すけれども、83施設で3,943万円が値上げ分でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 東電のこの一方的な値上

げ通告に対する市の取り組みといいますか、担当

者が見えて、説明はあったということでございま

すけれども、今、市長さんのお話ですと、知事会

や県の商工会では、値上げに対する要請文を出し

ているんだと、出すような動きもあるというよう

なことでございますけれども、県の市町会とか、

そういう動きというのはどのようにとらえている

のか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 市町会の動きについて

は、承知はしておりませんけれども、市としまし

ては、こういった値上げの説明がございまして、

当然、企業努力をしていただくということも必要

だというふうな考えのもとで、市として、東電に

は要望書というものを提出したいというふうには

考えております。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ぜひとも東電に対しては

そのような行動をしていただきたいと。 

  そういう中で、過日、東京都の猪瀬副知事が、

テレビでも放映されましたけれども、この値上げ

に対する通告に対して拒否の態度を示したという

ような放映があったわけでございます。 

  東京都においては、値上げによる費用が77億円

だというようなことなので、先ほど市長さんから

もお話がありましたように、東電においても、企

業努力をして、その値上げをできるだけ抑えてい

ただきたいというようなことで、東京都において

はそういうような行動をしたというようなテレビ

放映がございました。 

  そういう中におきまして、商工業や観光業への

影響というようなことで、今、市長さんのお話で

もありましたように、震災以降、本当に観光業に

ついては疲弊いたしまして、それこそ大変な思い

をして、実は先日、１月に塩原の観光協会とお話

しする機会がございました。そして、１月になっ

て、やっと客足が８割から９割戻ってきたんだと

いうお話をされたわけでございます。 

  そういう中において、このような電気料金の値

上げというようなことになりますと、またまたこ

れは大変な思いをするんじゃないのかなと予想さ

れるわけでございますけれども、こういうものに

対しての市の思いといいますか、予想はどのよう

になさっているのか、ちょっとお尋ねをしておき

たいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 今、電気料金値上

げの影響が、市内の企業といいますか、観光協会

さん等々のお話の中で窮状を訴えられたというふ

うなお話でございます。 

  先ほど市長が答弁申し上げましたとおり、私ど

もも、まずは市内の商工会に状況等を伺ったとこ

ろでございます。その中で、商工会は、いち早く

東電のほうから通知が来ているということで調査

等を行ったと、その中で、先ほど市長が答弁申し
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上げたとおり、今、議員がおっしゃったとおり、

売り上げ等が減少している中で、値上げが実施さ

れると、その影響は大きいということで、去年か

らずっと節電等については、努力はしてきている

と、ただその努力だけではちょっと経営に対する

影響が大きいのではないかというお話は伺ってご

ざいます。 

  この値上げの動向がどういうふうになるのかも

含めまして、私どもも、さらにそういう関係団体

の皆様方と協議といいますか、お話を伺う中で、

先ほどから出ている要望活動なり、そんなものも

検討していかなければならないのかなというふう

に考えているところでございます。 

  去年の１月から12月までの入り込みの状況等を

見ますと、やはり２割ちょっと入り込みも宿泊も

落ちているということでございます。 

  そのような中で、先ほど言いましたように、今

後も関係団体等と協議をさせていただきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） これは、放映でちょっと

見たんですけれども、一般の企業が、年間電気料

を500万円払っている企業なんですけれども、今

回のその電気料の値上げによる売り上げの増とい

うのは、やはり5,000万円ぐらい見ないと、この

電気料の値上げ料金は払うことができないという

ようなお話をしておりました。非常に大変だなと

いうことで、テレビを見ていたわけでございます

けれども、今、部長からお話がありましたように、

商工会や観光協会と話をして、できるだけ早くそ

ういう要請文とかというものは、私は出したほう

がいいんじゃないのかなというふうに思っており

ます。 

  そういう中におきまして、きょうの新聞に出て

いましたけれども、宇都宮では、商工会と企業活

動に甚大な影響を及ぼすということで、東電に値

上げを適切に見直すような要望書は提出している

んだという記事があったわけでございます。ぜひ

ともそういうことでお願いをしたいというふうに

思っております。 

  そういう中におきまして、今、市長さんからも

お話がありましたけれども、他の電力についても

いろいろ検討しているんだということでございま

すけれども、東京電力管内の９都県と政令市、県

庁所在地、東京23区の計41自治体の半数以上が、

施設の電力契約に入札制度を導入して、東電以外

の電気事業者に切りかえることを検討していると

いうことでございますけれども、ご存じでしょう

か。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 東電から他の電力関係

に切りかえるという部分でございますが、先ほど

申し上げましたＰＰＳというのがこれに当たるか

と思います。 

  県内におきましても、栃木県あるいは足利、益

子でも既に入札を実施している状況にございます。

小山におきましても５月から入札で実施したいと、

宇都宮においても今検討中というところでござい

ます。 

  市におきましても、こういったＰＰＳにつきま

しては、導入に向けて積極的に調査研究は進めて

いきますけれども、現状としましては、情報的に

は、経済産業省が２月に入札を実施したところ、

応札者が１社もなかったというような状況もあり

まして、ＰＰＳ事業自体の電力供給量がもうない

のかなという部分もございます。そういった部分

も視野に入れながら、今後、導入に向けての研究

は調査も含めてしていきたいというふうに考えて

おります。 
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  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 今、盛んにＰＰＳと、市

長さんからも特定規模電気事業者というようなこ

とでお話があったわけでございますけれども、こ

のＰＰＳについてのご説明をしていただいたほう

がいいのかなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） ＰＰＳと呼ばれるのは、

いわゆる特定規模電気事業者という部分でござい

まして、自家発電設備で発電した電力や、卸電力

取引所というのがあるんですが、これについては

東電からの余剰電力を引き受けたりするところで

ございますが、そういったところで調達した電力

を電力会社の、ですからこの辺でいきますと東電

になるかと思いますが、送電線を利用して、電気

を届けるというシステムというふうに理解してい

ます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） そういう中において、こ

の東電管内のＰＰＳの合計販売電力シェアという

のは何％ぐらいか、ご存じでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 二、三％という情報は

得ております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ３％ぐらいなんですけれ

ども、ここに見ますと10年間では約７％にとどま

っているというような記事があるわけでございま

す。 

  そういう中におきまして、このＰＰＳを最近栃

木県でも導入しているわけでございます。そうい

う中で、栃木県のＰＰＳに対する取り組みについ

て、ちょっとお尋ねをしておきたいというふうに

思っております。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 栃木県というと県庁の

関係ということでお答えしたいと思います。 

  栃木県につきましては、２月16日に県庁本庁舎

の電力調達の一般競争入札を実施しているという

ことで、１社が応札しまして、１億3,689万何が

しでの入札があったということでございまして、

これについては、東電が入札には参加していなか

ったと、１社の応札ということで、県庁の本庁舎

の電力の調達をしたという情報は得ております。 

  ほかの施設におきましても、教育委員会を初め、

学校、そういったものについても、１月27日です

か、１月下旬に入札を実施しているという状況は

把握しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 今、部長さんがおっしゃ

ったとおりでございまして、ただ１月27日に行っ

た入札においては約3,000万円の経費節減が見込

まれると、ただ本庁舎の場合は、これでは節減効

果は100万円ほどだったというような記事がござ

います。 

  そういう中において、先ほど来から県内及び県

外においてＰＰＳ導入による経費削減の事例とい

うものが、先ほどお話があったわけでございます

けれども、再度質問をさせていただきたいと思い

ます。知っている範囲で結構です。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 先ほども県内の状況に
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ついては若干申し上げましたけれども、既に導入

しているのが、県、足利、益子ということで、小

山が５月から、宇都宮市については今検討中とい

うことでございます。 

  ほかの自治体については、恐らくＰＰＳ導入に

向けての調査は進めているかと思いますけれども、

そのほかの自治体の動向については、詳細には把

握しておりませんので、お答えできません。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 私も、新聞とか、そうい

うもので知る範囲でちょっとお知らせしたいと思

いますけれども、足利においてはＰＰＳの導入に

よって755万円の節減になるんだと、そして益子

町は約300万円、それから宇都宮市が夏までにＰ

ＰＳの入札をやるんだと、この場合は約100万円

の削減なんだと。武蔵村山市、人口は７万人ぐら

いなんですけれども、ここは大体1,400万円削減

できる。それから、世田谷では4,400万円、立川

市では1,600万円の削減が、ＰＰＳの導入によっ

てできているんだというような報道があったわけ

でございます。 

  そういう中におきまして、ＰＰＳを導入する際

の考慮すべき点というのはどのようなものととら

えているか、お尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） ＰＰＳ導入に関しまし

ては、これから調査研究をしていく中での検討に

なるかと思います。 

  市におきましても、本市にもこのＰＰＳ事業者

が入札参加申請を１社ほど出しております。そう

いった方の情報なども既に得ておりますので、今

後、導入に向けた検討を加速していきたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 今こういう時代ですから、

少しでも削減できるのであれば、やはり導入とい

うものは考えていかなければならない。 

  そういう中にとって、やはり壁があるというふ

うに言われております。先ほど市長さんからもお

話がありましたけれども、託送料が重い負担にな

っているんだと、やはり送電線をレンタルしてや

っておりますので約２割かかるんだと、それから

３％の壁というふうに言われております。３％を

超えて多く流すと、超えた分は無料で没収されて

しまうんだと、それから足りないときはペナルテ

ィーとして不足分を大手電力会社より買うんだと、

こういうようなことがございますので、やはりニ

ーズの高まりはありますけれども、非常に価格が

高くなっていると、削減効果がそんなに望めない

んではないかなという現状にはなっておりますけ

れども、ぜひともこのＰＰＳの導入につきまして

は、より真剣に導入に向けて考えていただきたい

というふうに思っております。 

  以上で１番は終わります。 

  続きまして、２番の下水道行政についてお尋ね

をいたします。 

  マンホール（汚水ふた・雨水ふた）について、

以下の点について伺います。 

  ①本市発注の下水道で使用するマンホールのふ

たは、平成20年４月より、那須塩原市の統一仕様

書の策定により、それらに基づいて行われている

と思いますが、現在までの対応、メーカー、代理

店について検討すべき点はないか伺います。 

  ②今後の課題として、検討すべき点は何か伺い

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） ２の下水道行政に
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ついて、①、②、関連がございますので、あわせ

てお答えをいたします。 

  現在、本市発注の下水道工事で使用するマンホ

ールぶたは、平成20年４月から統一仕様書として

適用しております那須塩原市下水道用マンホール

蓋仕様書により定めておりますが、メーカーなど

の指定はしておりませんので、この仕様書に基づ

く現在までの対応については、特に問題がないも

のと考えております。 

  なお、メーカーと代理店、あるいは代理店と施

工業者などの関係につきましては、通常の商取引

において合意に基づき行われるものでありますの

で、市が関与すべきものではないと考えておりま

す。 

  このことから、今後とも、本市の仕様書に適合

したマンホールぶたであれば、メーカー、代理店

のいかんを問わず採用してまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） この質問については、昨

年の12月に同じような質問をしておりますので、

当然そのときの答弁と違うようなことは出てこな

いというふうには思っておりました。 

  そういう中におきまして、納入メーカーが３社

で、代理店は、市内の２社、市外の３社とご答弁

をいただきましたが、改めて資料をいただいたと

ころ、メーカー１社が昨年10月に倒産をしている

と、違う会社に引き継がれているようですが、間

違いありませんか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 私のほうでも確認

をいたしましたところ、納入メーカー３社のうち

の１社が昨年の10月に倒産したという話を聞いて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） その倒産した会社を引き

継いでいる会社があると思うんですけれども、そ

れは引き続きこの市の納入メーカーとして事業を

行っているのでしょうか。また、倒産した会社の

代理店というのは、大田原市在住でありましたけ

れども、この代理店についてはどのようになって

いるのでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） あくまでもインタ

ーネット上の内容で私のほうは確認しましたが、

その倒産した会社を引き継いだ業者につきまして

は、当然製造を行っております。 

  それで、本市においては、平成23年度につきま

しては、その倒産したメーカーのマンホールにつ

いては納入されていないということであります。 

  したがいまして、代理店についてもそこから納

入されたものではないのではないかということが

推測されます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） メーカー３社ということ

で、１社はそういうようなことになっております

けれども、納入割合というのは、大きい順に、１

のメーカーがどのぐらい、２のメーカーがどのぐ

らいというふうに、名前は出すと差しさわりがあ

るんでしょうから、そういうことでちょっとお答

えを願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 私のほうでは、マ

ンホールの納入につきましては、12月にも申しま



－183－ 

したように、業者から適正な仕様であるかという

ことで承認願となって出てまいります。その数を

平成20年４月から、仕様書ができたときから集計

いたしましてありますが、２月末現在で、まず１

社が、330枚、83％、２社なんですが、それが、

49枚、12％、３社、これが、先ほどからちょっと

経営が行き詰まったという会社なんですが、21枚

で５％ということで、承認願の中からは数字を把

握してございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） この納入メーカーについ

ては、20年から22年まではこの３社でやっていた。

だけれども、23年度に入りまして、先ほど申しま

した１社は倒産して、23年度においては取引がな

かったというような資料をいただいているわけで

ございます。 

  そういう中において、１社がずば抜けて83％と

いう割合を占めているわけでございまして、業者

の門戸は閉ざしていないということは言っており

ますけれども、納入割合を見ますと、１社が圧倒

的に占有しているという事実を見ますとどうかと

いうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 私のほうでは、あ

くまでもメーカーを限定してございませんので、

具体的なお話はできませんが、12月にも申しまし

たとおり、その８割を占めるメーカーにつきまし

ては、本市に近いところで製造しているというこ

とで、やっぱり地域性とか、さまざま有利性があ

って、結果としてこういう形になっているのでは

ないかと推測されます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 工事は、ふたと受け枠の

セット料金で行うと、５万9,000円から６万6,000

円の幅があるわけでございますけれども、価格に

ついては、栃木県の土木工事労務資材単価表とか、

設計単価、積算資料、建物物価、それらによって

決めていらっしゃるというお話を聞いているわけ

でございますけれども、こういう幅があるという

ことは、価格は一定せず常に変動しているんです

か。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） やはり市場の状況

によって変わっていくということなんですけれど

も、12月にお答えした時点と、それは毎月出てお

ります市場価格を調査した建設物価、積算資料、

これらについて２月時点とは変わっていないとい

うことですが、大きい流れの中で、市場の状況が

変われば、変動していくということは予測されま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 83％を占めているメーカ

ーの販売の流れで見ますと、行政の直販は行わな

いというようなことでございまして、流れを見ま

すと、メーカーから総代理店、総代理店から普通

の代理店２社、それから業者へというような流通

経路をたどっておりますけれども、このような流

れを見ますと、業者へ行くまで総代理店と代理店

というようなことを経ております。こういう中で、

やはり価格にも差が出てくるんじゃないのかなと

いうふうに私は思っているんですけれども、その

辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 流通のルートはさ
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まざまな形態があると思います。私どものほうは、

あくまでも積算上は県の積算の単価を使いまして

発注しておりますので、市場で、どのような価格

でどのように取引されているかというのは承知し

ておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） メーカーについては、材

料承認の中で、適正なものについてはそれを承認

すると、代理店については、私のほうでは、受け

入れ業者の調達方法ということで、把握もいたし

ませんし、それについては関知もしていないとい

う12月の答弁があったわけでございますけれども、

市として、工事を発注して、工事代金として支出

しているわけでございますから、強制的なことは

できないでしょうけれども、把握、関知すること

はできるんじゃないのかなと思われるんですけれ

ども、この辺についての考え方をお願いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） やはり発注者、受

注者は対等の関係であります。受注業者が、材料

の調達については、さまざまな流通ルートの中か

ら選んでいくということでございますので、私ど

もは、あくまでも発注した工事の施工、品質、こ

れをきちんと把握して、適正なものとして引き受

けるという形で考えております。 

  したがいまして、流通ルートについては承知し

てございません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） マンホールのふたの交換

というのは、メーカーで考えたがたつき防止とか、

その稼働の状況とか、かぎの関係で、ふたと受け

枠のセットでしているという答弁がございました

けれども、このかぎというのがちょっとよくわか

らないので、かぎにつてのご説明をお願いしたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） かぎと申しまして

も個人の施錠するかぎではございません。マンホ

ールを安全に管理するために、それを開閉する工

具ということでありますので、イメージとすれば、

ちょっと大きい長い棒のようなものであけると、

ほかの方が簡単にあけられない形であるというこ

とで、安全性を確保した上での装置というもので

ございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ここで、ふたの寿命とい

うのはどのぐらいというふうに見ておりますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 一般的に言われて

いるのは、15年から30年と非常に幅広い標準的な

基準がございます。 

  ただ、設置の条件とか車の交通量によって、現

実的な耐用年数というのは、それよりかなりもつ

ということで、現在までで破損して影響が出たと

いうような事例はございません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） そういう中で、旧黒磯市

時代の雨水・汚水のふたが結構見受けられるんで

すれけども、その対応というのは、どうなさって

いるのでしょうか、どうなさるんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） その設置したふた
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についても、特に亀裂が入るとか破損していると

いうものでなければ、できるだけ長い間使うと。 

  ただし、状況によっては、交通量によって、が

たつきが出るとか、そういう状況が出てきたとき

には、状況によっては、例えば道路改修の工事と

か、そういう中で、摩耗性などを見ながら、その

時点で更新するというふうな事例もございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 代理店のことなんですけ

れども、これは工事事業者を兼ねているんですか。

町内の２社と町外の３社について、ご答弁をお願

います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） それについては、

ちょっと私のほうでは把握はしてございません。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） そのうちの１社の代理店

なんですけれども、地方自治法の92条の２という

ところに議員の兼業禁止というのがございます。

ここに、読んでみますと、「普通地方公共団体の

議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負

をする者及びその支配人又は主として同一の行為

をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若し

くは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人

及び清算人たることができない」というふうにな

っておりますけれども、これらに抵触している代

理店はないと思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） ただいま地方自治法の

第92条の２のお話が出ました。この条文は、地方

公共団体の事務執行の適正と議会運営の公正を確

保するため、議員個人が普通地方公共団体と請負

契約に立つことを禁止し、請負している法人の取

締役等になることを禁止するものですという規定

でございます。 

  しかし、請負関係にあることをもって、直ちに

議員の職を失うというものではなく、市に対する

請負額が当該法人の全業務量にどの程度占めるか

によって判断されているというものでございまし

て、これについては、最高裁判所の判例によりま

して、こういった比率が25％程度であるなら、問

題はないということで、おおむね40％が判断の分

かれ目というような判例も出ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） わかりました。 

  今後の課題として、自分なりに考えたことをお

伺いしたいと思います。 

  ２社の納入メーカーの代理店をふやすというよ

うなことができないでしょうかと、そしてこの２

社にお聞きしましたところ、代理店の新規参入は、

一般商取引において合意に基づけば可能であると

いうふうに言っております。また、市として、市

内の業者に、代理店についての案内をメーカー、

マンホール工業会というのが25社あるとかいうふ

うに聞いておりますので、そこにそういうお話を

していただけるようなことはできないのかなとい

うふうに思っております。 

  また、２社のメーカーの売り方が直販はしない

というふうになっておりますけれども、この点に

ついてもどうなのかなというふうに思っておりま

すし、新規のメーカー、新規の代理店を促す政策

というのはないでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 代理店については、

先ほどから申しておりますように、私どものほう
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では、あくまでも受注した業者とメーカーとその

代理店の関係でありまして、それにつきましては、

特に関与する考えはございません。 

  12月にも申しましたように、製造メーカーがた

くさんあるという中で、そういう製造メーカーの

ものについては、私どものほうで、仕様書に適合

しているものであれば、採用することはしており

ますので、今後ともそういう考え方でいきたいと

思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） この項の質問は終わりた

いと思いますけれども、市長さんのお考えがあれ

ばお伺いしたいと思っております。 

○議長（君島一郎君） 傍聴人の皆さんに申し上げ

ます。 

  地方自治法及び那須塩原市議会傍聴規則の規定

により、傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨

としなければなりませんので、これを守るように

お願いいたします。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 市長といっても、これは

成り立てで、この内部の納品あるいはこういうも

のについて、私は事実を把握しておりません。そ

ういうようなことで、公平な市政運営ができるよ

う、その立場から、私は調査しながら方針を決め

ていきたいと思っていますので、ご理解をいただ

きたい。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） では、３番の教育行政に

入りたいと思います。 

  本市における教育行政について、以下の点につ

いてお伺いします。 

  ①本年４月からの中学校の武道必修について

（特に柔道）本市の取り組み状況（校名、指導す

る先生、装備、場所等）は、実施に向けてどのよ

うに準備されているのか伺います。 

  ②現在、必修の柔道について、テレビや新聞等

で話題になっていることに関し、市としては、ど

のように把握し、どのような認識をしているのか

伺います。 

  ③問題点は何か伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問にお答え

します。 

  本年４月から中学校の体育で武道が必修になる

ことについて順次お答えします。 

  まず、①の本市の取り組み状況につきましては、

種目として剣道を実施する中学校が全10校のうち

８校でございます。柔道が６校、相撲が１校にな

っております。 

  なお、柔道を実施する中学校は、黒磯中、黒磯

北中、厚崎中、高林中、三島中、西那須野中の６

校でございます。 

  次に、柔道を指導する教員につきましては、現

時点で保健体育科の教員のうち、柔道指導経験を

有する教員10名が担当しております。 

  また、装備、場所につきましては、本年度、ク

ラス単位で授業ができるよう、剣道の防具、柔道

着等を整備するとともに、柔道場の古くなった畳

の交換を行っております。 

  次に、②のテレビや新聞等での報道に関しまし

て、どのように認識しているかのご質問につきま

しては、柔道の授業の実施に当たり、十分な経験

と知識を有する教員が指導に当たるとともに、授

業開始時の生徒の健康状態の把握、指導中の体調

の変化に気を配ること、生徒の技能の段階に応じ

た指導、特に受け身を安全にできるまで指導する

など、特に安全への配慮が必要であると認識して
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おります。 

  来年度に向け、安全対策を徹底するよう、先日

の校長会でも指示したところでございます。さら

に、指導のポイントなどもまとめ、学校に周知し

たいと考えておるところでございます。 

  最後に、③の問題点につきましては、十分な指

導経験の有する教員を継続して学校に配置してい

くことが課題と思われますが、県教育委員会主催

の指導者講習会など、計画的に参加できる体制を

整え、対応してまいりたいと考えているところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 教育長さんからるる説明

があったわけでございますけれども、一括して再

質問をさせていただきたいと思います。 

  こういう中におきまして、柔道については非常

に危ないというような報道がなされております。 

  そういう中におきまして、柔道を指導する先生

の考え方というのは、どのような考えでもって、

もちろん、今、子どもたちに対する安全・安心と

かというようなことでやるんでしょうけれども、

先生たちの考えというものをまずお聞きしたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） まず、校長の学校経営の

中で、柔道に関する安全対策でございますが、柔

道、それから剣道、相撲に関しましては、やはり

命にかかわる事故も想定されますので、これは全

職員がどのようにその武道というものを認識する

かということで、校長の考え方を職員会等で徹底

するというふうなことになっておりますが、また

教育課程、つまり授業の処置、体育の位置づけで

ございますけれども、養護教諭と、それから校医

との安全対策、連携はしっかりとれるようにとい

うふうなことを職員の中に周知しているところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 国の考えと県の考えとい

うものがあると思うんですけれども、その点につ

いてもちょっとお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 国の考え、県の考えとい

うことでございますが、まず教育、新学習指導要

領の実施ということで、来年度から本格的に閣議

が始まりますけれども、その事前準備としまして

は、文科省のほうから、平成19年３月に、学校体

育実技指導資料、柔道資料の手引というふうなも

のをまず配布されております。 

  それから、続いて翌年に平成20年度、やはり文

科省から学校における体育活動の事故防止等につ

いてということで、予測される危険性の事前確認、

それから安全な活動を確保するためのルールづく

り、そして万一に備えたときの救急処置の明確化

ということを事前の準備として行ってくださいと

いう通知、徹底が行われております。 

  それから、平成22年度に関しましても、学校等

の柔道における安全指導についての再度依頼とい

うことで、授業の実施の方法につきまして、指導

前、指導中、指導後というふうな形のいわゆる段

階を追っての安全対策ということでの指示が参っ

ております。 

  それを受けまして、県教委では、平成22年７月

に、学校等の柔道における安全指導についてとい

うことで、国の文科省の指導のもと、県でも、や

はり統一した見解を、各市町教委を通じて、学校

に連絡できるようにという連絡体制をとっており



－188－ 

ます。 

  それから、今年度に関しまして、平成23年６月

15日付、やはり文科省のほうから、これは、格技、

特に剣道なんかは、暑いときに防具を着てやりま

すと、数分で熱中症になってしまうというふうな

事故例もありますので、そういう面について、安

全対策ということから、通知が参っております。 

  それを受けまして、23年８月29日、学校の体育

活動中の事故ということで、やはり県教委のほう

から市教委に回っております。市教委はそれを受

けまして熱中症対策、それから中学校は、今年度、

格技の、いわゆる試行期間でございますので、そ

れぞれの通達を受けまして、市教委独自にやはり

学校のほうには、安全対策を十分確保できるよう

にということで、各学校で、先ほど言いました学

校経営の中に位置づけるように通達を出したとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 今までの経過をお話しし

ていただいたわけでございますけれども、そうい

う中におきまして、国は、文科省の有識者会議を

行いまして、指導資料は、体育活動全般の安全配

慮を盛り込んだ上で、年度内に教育委員会などに

配布される見込みであるというようなことが言わ

れておりますけれども、また県の教育長さんのお

話ですと、体育教師の指導年数や年代、それから

安全面での配慮について実態を把握するため、１

月にその調査を開始し、３月までに集計するんだ

というようなことで書いてあるわけなんですけれ

ども、いずれも何かぎりぎりになっての指導資料、

それから県教委の武道指導の要点周知ですか、そ

ういうものが出てくるような様子なんですけれど

も、それらについては、４月に入ってから当然こ

れは配布されると思うんですけれども、その点の

ことについてはどうなんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問で、今の

ようにぎりぎりになってというのは、やはり常に

私どもも憂慮しているところでございます。 

  そのために、市から県のほうには、事前に早目

に安全対策ということで要望は出しております。 

  ただ、私どもは、ただ要望だけではなくて、実

際に教員異動の際には、柔道を指導できる、また

指導経験したという体育教師を各実施校に配置し

ております。 

  それから、年代等も、20代、30代、40代、50代

というふうに、直接、生徒の指導に当たる教員の

年齢構成の中で、どの年代に指導者がいるかとい

うのも把握しております。 

  それから、その指導者が柔道の指導に何年携わ

ってきたかということも既に掌握済みでございま

して、それに基づいて年度末の人事異動も確認を

したところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 冒頭に言おうと思ってい

たんですけれども、平成23年度の文部科学大臣優

秀教員表彰というようなことで、黒小の小池先生

と黒中の白石先生が表彰されているというような

ことなので、心より敬意を表するところでござい

ます。 

  では次に、この柔道の必修に関しましては、一

般の方々も非常に関心が高いわけでございまして、

一般の人の考え方というのは、教育委員会ではど

のようにとらえているでしょうか。 

  また、柔道の専門家の方の考えもあるとは思い

ますけれども、その考えについてもお尋ねをして

おきたいと思います。 



－189－ 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 今の質問で、一般の方と

いうのは多分保護者と思いますが、それについて

はまだ未実施でございまして、私のほうでは把握

はしておりません。 

  それから、指導者を含めまして柔道にかかわる

方々のということは、やはり安全対策をしっかり

して、もし指導要請があれば、私たちも手伝うよ

というふうな形で要請はいただいております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 一般の方々というのは、

やはり新聞等の読者投稿欄、それらを見ますと、

今、教育長さんのお話がありましたように、この

指導については、地域有段者の指導を考えてはと

か、警察のＯＢの方に頼んではとか、また柔道の

必修化は誤りだというような、そういうお話もあ

りますし、また武道に結びつく武道教育に期待を

しているんだと、また精神を鍛えるのが武道必修

のねらいであるというようなお話もあるわけでご

ざいます。 

  また、柔道の専門家の考えというようなことで、

全日本柔道連盟の医科学委員会副委員長の二村先

生という６段の方ですけれども、この方がおっし

ゃっているのは、柔道経験のない方の指導は難し

いというようなお話をしているわけでございまし

て、やはり賛否両論、いろいろ分かれているわけ

でございまして、そういう中におきまして、女子

生徒に対する指導というのはどのようになさるん

ですか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 女子の生徒も、この武道

指導に関しましては希望をとりまして、やはり男

子と同様の柔道及び剣道、相撲というふうな形で

取り組ませております。 

  ただ、指導者に関しましては、やはりモデルを

示すということで、いわゆる模範指導を参考にし

ながら、男子とともに、同じところで、柔道、剣

道、それから相撲を行うということになっており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） この武道の時間というの

は、大体十六、七時間ぐらいなんですか、どのく

らいでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 武道、格技の指導時間で

ございますけれども、おおむね１年生が６校平均

で8.3時間、それから２年生で9.8時間、３年生で

8.7時間、都合20時間強という形でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 部活にすれば、一、二週

間分だというふうに言っておりましたけれども、

そういう中におきまして、先ほど教育長さんから、

柔道をやるのは６校なんだというようなことで、

６校のその指導する先生についてなんですけれど

も、私も、実は、皆、柔道をやるという学校には、

電話なんですけれども、詳細を聞いております。 

  そういう中におきまして、私の聞いた範囲では、

指導者認定講習会を受けての黒帯だというような

お話は聞いたんですけれども、どうなんでしょう

か。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） この指導者に関しまして、

柔道６校の有段者数、いわゆる今出ました黒帯で
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ございますが、黒磯中、指導者を１名割り当てて

おりまして１名が有段者、黒磯北中は２名のうち

１名、厚崎中は２名の１名、それから高林中は、

１名ですが、黒帯ではありません。三島が２名中

２名黒帯、西那須野が２名中１名の黒帯というこ

とで、10名の指導者のうち、有段者、黒帯は６名

というふうになっております。 

  また、この有段者の中で、専門で指導してきた

教員、いわゆる自分が柔道家として大学まで柔道

にタッチしてきたものと、それからそれでない、

いわゆる体育は保健体育の指導者であるけれども、

柔道が専門でないというふうな教員のために指導

者講習会というのをやりますが、これは年に２回

ほどして、１回は実技指導、そして１回はいわゆ

る安全面とかその他指導の留意点とか、そういう

ふうなものを経験した上で、県のほうでこれを認

定するという形になっておりますので、それから

あとは経験を積んで柔道の指導に当たってもらう

ということで、今、経験者ということが、２年以

上５年までの間の指導者が今の６校の中に入って

いるということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 指導者認定講習会という

のは、４日間で１級になって、１年置いてもう一

度受けると初段になるんだというようなことなん

ですけれども、このとおりなんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） そういうふうになってお

りまして、認定講習を何回受けて段がどんどん上

がっていくということでなくて、１級と初段とい

う形でなっていくと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） それでは、文科省が指導

要領の解説書で示しているわざについてなんです

けれども、あくまで例示であり、すべてのわざを

取り扱うよう示したものではないと言っておりま

すが、そのとおりでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） そのいわゆる指導書には、

全員を対象として、初心者またはやったことのな

い、そういう生徒から始めますので、一応その発

達段階に応じて各学校が対処できるような、そう

いう指導内容になっておりますので、そんなふう

な表記になっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 生徒たちに教えるわざは

教師に任せられているということもこのとおりで

しょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 一応、文言ではそのとお

りになっておりますが、那須地区では、体育指導

者講習会というふうなのがありまして、一つ一つ

やはりどのような授業内容にしたいかということ

で、各担当の先生たちは相談をしてある程度のモ

デルというふうなものがありますが、その中から、

適宜、各学校に合ったような発達段階を踏まえて、

指導内容を策定しているところでございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 先ほどの指導者講習会で

初段になってしまうというようなことで、即席の

黒帯で柔道のわざや精神を教えることができるの

だろうかと、また30人から40人の生徒の安全に目

配りできるのかというようなことも懸念されてお

りますけれども、この点についてはいかがでしょ
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うか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） これは、菊地議員のご指

摘のとおり、私どももそういうふうなことで心配

をしているところは事実でございます。先ほど申

しましたように、県のほうに、要望ということで、

担当者の増員ということで、今は定数で縛られて

おりますけれども、やはり格技、武道というふう

なことで、定数加配というふうなものを要望する

ところでございます。 

  また、要望だけではいけませんので、技能指導

につきましては、生徒の技能の段階に応じた指導、

これと、それから安定した体制で投げわざをかけ

られるようなかかり練習は十分に行うということ

と、それから受け身をとりやすくするために、受

け身を十分にしてからすべて授業に入るというふ

うなこと、それから受け身も、さまざまな注意が

ありますが、まずは頸部に損傷のないようにとい

うことで、あごを引いてとか、細かいところのや

はり指導を体育教師の中で打ち合わせしていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） そういう中で、本日、新

聞報道で下野市のことが載っておりました。 

  どのようなことか、教育長さん、お願いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） それに関して、けさは下

野を見てきておりませんので、申しわけありませ

ん、コメントできません。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 武道必修のことなんです

けれども、安全に配慮して、市内すべての中学校

が剣道を選択するというような記事でございます。 

  いかがでしょうか、感想。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） そういうふうに市全体で

行うというところもあると思いますが、本市では、

各学校、それから生徒の希望にやはり優先度を置

いておりますので、そんなところで私ども那須塩

原市は３つの選択ということになっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ４月からの柔道の必修化

に向けての事柄につき、今、新聞やテレビ等で、

報道、放映されております。 

  実情を知っておくことが大切だと思いますので、

データでも示されておりますが、今までに起きた

柔道事故の死者、重い障害を負った負傷者、死因

についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 今の死因ということで、

詳しく私どものほうでは掌握しておりませんけれ

ども、全国柔道事故被害者の会ということで、文

科大臣のほうに要望を出しておりますので、ホー

ムページを開きまして、その内容を確認したとこ

ろでございますが、中学校における柔道の死亡例

ということで、非常に多いという、10万人当たり

の死亡者数が2.5人という形まで把握はしている

ところでございます。 

  こういうふうなことを踏まえて、校長会で各学

校に徹底したいと、こんなふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） これは、1983年から2010

年の28年間の事柄なんですけれども、もちろんこ
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れは部活でのことだと思うんですけれども、経験

豊かな先生が教えていて、これだけのことがある

んだというようなことで、データでも示されてい

るわけでございますけれども、中高年生の死亡者

が114名、それから重い障害を負った負傷者が275

名、そして死因は、頭部外傷というようなことで、

中学生が77％で、高校生が59％あるんだというよ

うなことでございます。 

  次に、やはりデータで示されておりますが、中

学校の運動部の死亡率、頭部重大事故の学年別の

分析、頭部重大事故のわざによる分析、事故の原

因等についてお尋ねをしておきます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） その件に関しましては、

私のほうでは掌握しておりませんが、指導者講習

会並びにいわゆる体育指導の教師たちの中での認

識というふうなものがあると思っております。 

  それと、頭部外傷につきまして、やはり柔道と

いう武道の性格上、非常に危険性が伴うというこ

とで、何度も申しましたように、安全対策をとっ

ていただきたいというふうなことで教育委員会か

ら通知すると、重ねてそのような要望をすること

で、今のところ考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 中学校運動部の死亡率は、

柔道がもう突出して多いと、今、先ほど教育長さ

んからもお話がありましたけれども、2.5人だと、

陸上、野球、サッカー、これは零コンマ以下であ

ると、剣道はゼロです。 

  それから、頭部重大事故、学年別の分析という

ことで、2003年から2010年まで、中学校１年生が

４名、中学校２年生が３名、中学校３年生が１名、

それから頭部重大事故、わざによる分析、2003年

から2010年ですけれども、大外刈り、これで10名、

大内刈り３名、背負い投げ３名、体落とし２名、

小外刈り２名、払い腰２名、その他３名と、事故

の原因は、やはり頭部に損傷を負い亡くなってい

るというようなことでございます。 

  こういうような事態の中で、死亡原因に加速損

傷というものがあります。これについてお伺いし

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 各わざについては、菊地

議員のご指摘のとおりだと思います。 

  加速損傷ということに関してということで、ま

ず頭部に外力が加わる。いわゆるわざをかけられ

て、頭から落ちてとか、または頭に外力が加わる。

頭蓋骨が回転するが、脳は、慣性の法則で同じ位

置にとどまり続けようとして、頭蓋骨とは逆方向

に回転すると、脳が回転することで、脳と硬膜を

つなぐ橋静脈が伸展し、やがて破裂する。橋静脈

が破断したことにより、硬膜下に多量の出血が起

こり、脳を圧迫する。こういうふうなのが加速損

傷というふうに定義されております。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 文科省は、加速損傷によ

る柔道事故の危険性は最近になってわかってきた

と言っておりますが、国は既に30年前にこういっ

た危険性を把握していた事件がございました。ご

存じでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 私としては、認識はあり

ませんが、そういう報道があれば多分そうだと思

っております。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 実は、30年前に柔道事故
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で少年が亡くなりました。遺族は、柔道の練習中

に教師に投げられて頭を打って亡くなったと訴え

ました。 

  国は、頭を打ったことは、推定の域を出ないと、

頭を打たないで事故が起きたとしたら、教師には

予測できず、教師の責任はないということで、国

が勝訴しました。 

  国は、頭を打たなくても、死に至ることを証明

するため、アメリカの論文を証拠として提出しま

した。猿の頭をすごく揺さぶる実験したところ、

加速損傷で頭の中に出血が起こり死んだというこ

とでございます。 

  今まで述べたことを突き詰めると、国は、十分

に柔道事故の分析、安全確保に向けた授業方法を

学校現場へ伝えていないんじゃないかというふう

に言われておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 先ほどの国と県のほうか

らの通知ということで、私どもは認識しておりま

すが、学校現場では、授業以外に、柔道部として、

または校外でスポーツ少年団の柔道教室というこ

とがあって、やはり同じ状況でございまして、最

初に初心者または経験のない者から入っていくと

いうふうなところで、この柔道に関しましては、

もう過去からずっと続いているところでございま

すので、私どもの認識は、県・国からのそういう

先ほどの通達ということで認識をしているところ

でございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） そういう中で、柔道事故

の文科省への報告は20年前に廃止になったと言っ

ております。国は、直接事故の情報は集めていな

いと、これは事実でしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 事実かどうか、私は、ち

ょっと確認はしておりませんが、各学校から、柔

道にかかわらず、生徒の事故に関しては、教育委

員会のほうに報告があります。 

  また、重大事故に関しましては、県教委のほう

に、私、教育委員会のほうから報告を逐次やって

おるところでございますので、その流れまでは確

認をしておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 最後になりますけれども、

日本の柔道の必修化の取り組みについての対応と

比較されて、用意周到に準備をして万全の態勢で

臨んでいるフランスの取り組みというものが紹介

されておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 先ほどの全国柔道被害者

の会の文科省に対する要望書の中に、そういうふ

うなのがあったということで認識をしているとこ

ろでございます。 

○議長（君島一郎君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） フランスの取り組みにつ

いて紹介させていただきます。 

  国家資格で、時間は380時間です。そして、内

容は、生理学、トレーニング方法、救命士、精神

教育学、解剖学を勉強しております。そして、段

は最低でも２段と、この養成担当者の言葉は、生

徒を危険にさらすことなく安全に指導するのは、

すべての指導者にとって最優先の課題であるとい

うふうなことを申しております。 

  ぜひとも柔道の必修化については、事故のない

ように安全にやっていただきたいということを要

望して、私の一般質問を終わります。 
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  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で、29番、菊地弘明君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時２１分 

 

再開 午前１１時３２分 

 

○議長（君島一郎君） それでは、休憩前に引き続

き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 君 

○議長（君島一郎君） 次に、１番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号１番、みんなのクラブ那須塩原、櫻田

貴久です。通告に従い、市政一般質問を行います。 

  １、放射能汚染風評被害払拭に向けた誘客促進

について。 

  東日本大震災から１年が経過し、被災直後に比

べ、観光客入り込み数や宿泊数は回復しているが、

依然として前年比減が続いている。観光客数の回

復のため、以下の点についてお伺いをします。 

  ⑴市全体に風評被害が波及しているが、宿泊客

数と観光客の入り込み数をお伺いいたします。 

  ⑵風評被害払拭のための施策を国、県にどのよ

うに要望したか、お伺いをします。 

  ⑶県内外でのＰＲ活動（物産フェア、観光キャ

ンペーン等）に参加した内容と結果について、お

伺いをいたします。 

  ⑷テレビ、インターネットを活用した本市観光

地の魅力をどのように発信しているのか、お伺い

をいたします。 

  ⑸県が行っている一家族一旅行運動（とちぎを

旅してとちぎに泊まるキャンペーン）の本市にお

ける現状について、お伺いをします。 

  ⑹今後の誘客のための本市の風評被害払拭に向

け、どのような取り組みを行うか、お伺いをしま

す。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 風評被害払拭に向

けた誘客促進につきまして、６点ほど質問いただ

きましたので、順次お答えを申し上げます。 

  まず、⑴の宿泊客数と観光客の入り込み数につ

いてお答えいたします。平成23年１月から12月ま

での宿泊客数と観光客入り込み数につきましては、

現在集計中でありますが、宿泊客数は、前年の

108万人に対し、約２割減の83万人程度になると

思われます。また、観光客入り込み数につきまし

ても、前年の1,036万人に対し、約２割減の810万

人ほどになると思われます。 

  次に、⑵の風評被害払拭のための施策を国、県

にどのように要望したかについてお答えいたしま

す。 

  観光及び農畜産物の風評被害払拭のため、国、

県知事、県議会に対し、食の安全性を確保し、消

費者の信頼を取り戻すことや、風評被害の拡大防

止と解消に向けた対策を講じることなどの要望書

を提出したほか、県議会の災害対策特別委員会が

当市へ視察に訪れた際にも、風評被害の対策につ

いて要望をいたしました。 

  また、栃木県内の各界が、一致協力し、観光の

振興と復興のために、オール栃木の体制で立ち上

げた栃木県観光振興復興県民会議には、市長も構
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成委員となっておりますが、この県民会議や栃木

県観光物産協会でも、国に要望書を提出しており

ます。 

  次に、⑶の県内外でのＰＲ活動に参加した内容

と結果についてお答えいたします。風評被害を払

拭するため、県と市、町で組織する「やすらぎの

栃木路」共同宣伝協議会などが主催する観光キャ

ンペーンに参加するとともに、ふるさとイベント

出前キャラバン隊による独自のキャンペーン等を

開催し、本市の安心・安全のＰＲをしてまいりま

した。 

  今年度は、県主催の物産フェアや観光キャンペ

ーンへの参加のほか、市単独でもキャンペーンを

実施し、合わせて40回、延べ54日となっておりま

す。キャンペーンの主な開催地は、ＪＲ有楽町、

新橋、新宿駅の駅前広場、都庁前広場、お台場の

ほかに、東北自動車道佐野サービスエリア、那須

高原サービスエリア、また姉妹都市であります茨

城県ひたちなか市などです。 

  いずれのキャンペーンも、那須塩原市のブース

には多くの方が訪れ、おおむね好評でございまし

た。また、キャンペーン中に宿泊施設の案内をし

たところ、その場で宿泊予約を受けたこともあり、

一定の手ごたえを感じているところでございます。 

  次に、⑷テレビ、インターネットを活用した本

市観光地の魅力をどのように発信しているかにつ

いてお答えいたします。本市の観光情報について

は、とちぎテレビの「イブニング６」「知っとく

タウンガイド」やＦＭ栃木の「なすしおばらｇｒ

ｅｅｎＦＭ」で情報の発信をしているところです。 

  また、市ホームページやツイッターなど、イン

ターネットを活用し、四季折々のしゅんな観光情

報を発信しております。 

  なお、各市内観光協会でも、独自のホームペー

ジから、市の観光情報などともリンクさせながら、

それぞれ情報を発信しております。 

  次に、⑸の県が行っている一家族一旅行運動の

本市における現状についてお答えいたします。昨

年４月から栃木県が実施している誘客キャンペー

ンで、ゴールデンウイーク中の県有料道路の無料

化や、夏と冬の期間中に、宿泊施設や観光施設で、

特典やサービス、割引などが受けられる観光キャ

ンペーンが実施されました。本市では、ゴールデ

ンウイーク中の日塩もみじラインの無料化が実施

されました。 

  なお、一家族一旅行運動の夏と冬の観光キャン

ペーンに参加した市内の施設は、宿泊施設が18、

レジャー施設が４、土産物店、飲食店などが８と

なっております。 

  次に、⑹の今後の誘客のための風評被害払拭に

向けての取り組みにつきましては、３月５日、公

明クラブ、吉成伸一議員の会派代表質問にお答え

したとおりでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、１番から順次再

質問をさせていただきます。 

  観光客数も宿泊客数も、おおむね２割程度の減

少という答弁をもらいました。１つここで事例を

挙げますが、那須ガーデンアウトレットの例をと

ってみると、震災直後の３月は、前年30万人が９

万1,000人とマイナス69.7％でした。ゴールデン

ウイークの５月も、39万2,000人が36万7,000人と

マイナス6.2％、８月の最盛期は、56万4,600人が

48万6,800人、マイナス13％でした。しかし、12

月は、25万人が24万9,000人とマイナス0.4％、こ

とし１月には、25万4,600人が25万9,700人とプラ

ス２％になっております。 

  ことしになって、観光客入り込み数は例年どお

りに戻ったと思われますが、逆に宿泊数の入湯税
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に基づく直近の状況をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 今、議員がおっし

ゃいましたとおり、ガーデンアウトレットの私ど

もの聞き取りでも、１月は前年を上回っていると。

さらに、ハンターマウンテンさんあたりも、１月

は回復基調にあるということで、お聞きをしてお

ります。 

  入湯税につきましては、まだおくれて集計にな

るものですから、１月の状況については、全部は

把握しておりません。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） おおむね観光入れ込み数と

宿泊数が連動しているとは思いませんが、いろん

な議員が今質問して検証しているとおりでありま

すが、恐らく宿泊数も例年どおりに返ってきてい

るのかなというような感じがします。 

  それで、２番の項の質問なんですが、県議会の

災害対策特別委員会が当市の視察に訪れた際の風

評被害の対策についての要望の具体的な内容をお

聞きします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 本市へは、塩原温

泉の観光協会さんのほうに、現地の調査というこ

とでお見えになりました。その際、私どもでは、

震災以降の状況についてお話を申し上げて、直接、

観光協会の役員の皆様方から、その現状、さらに

は「こういうことについて」ということでお話や

口頭で申し上げたところでございます。 

  その中におきましては、やはり風評被害対策、

これから夏場に向けてということで、風評被害対

策の決め手はないんですけれども、「ぜひ県を挙

げて取り組んでほしい」というふうな内容だった

というふうに記憶してございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、部長、栃木県観

光振興・復興県民会議の国への要望の具体的な内

容をお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 先ほどの答弁で申

し上げました本年の１月なんですが、県民会議の

ほうで、メッセージという形で発信をしてござい

ます。メッセージは１月なんですが、要望につき

ましては、12月21日ということで、国土交通大臣、

それから農林水産大臣、経済産業大臣、観光庁長

官ということで出しておりまして、４点ございま

す。 

  １つには、原発の風評被害に関しまして、食品

等の規制なり、それから外国人の不安をあおって

いるということで、風評被害につながるというこ

とで、その食品の輸入停止が一部されております

ので、それらについては早急に解除するよう、関

係各国、地域に働きかけることということでござ

います。農産物関係の輸入禁止の措置を外国がと

っていることについて、解除するように働きかけ

てくれと。 

  それから、海外からの誘客に関しまして、イメ

ージが今のところダウンしているということで、

訪日イメージの早期回復に国を挙げて努めてほし

いという内容でございます。 

  それから３点目は、議員のお尋ねにもありまし

たとおり、マスコミ、それからインターネット等、

あらゆるメディアを駆使して、全国に向けて栃木

県の安全・安心ということで、全国に向けてその

発信をしてほしいという内容でございます。 

  それから、４点目につきましては、これは具体

的な話になるんですが、東北地方の高速道路の無
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料化が実施されている中で、北関東以北について

も、この対象にしてほしいということで、おおむ

ねその４点についての要望でございました。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、県による観光宣

言、４月５日に「とちぎ観光安全宣言」を行い、

市長や関係団体等に通知をされましたが、本市と

して、どのようにこの安全宣言を受けとめ、各団

体にどのように周知したのかをお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 県知事の安全・安

心宣言につきましては、県知事が県民あるいは県

内外に向けて発信したということでございまして、

もうマスコミ等でも大きく取り上げられていると

いうことでございますので、特に那須塩原市とし

て、関係団体に、知事からこういうメッセージな

り宣言がありましたということでは、対応はして

ございません。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、その安全宣言が

出たときの４月５日は、当市としては、どう見て

も安全ではなかったような気がするんですが、そ

ういった安全宣言をどのように受けとめたのか、

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） こちらにつきまし

ては、観光だけじゃなくて農畜産物の関係もござ

いまして、私どもとしては、那須塩原市長の安

全・安心宣言、そんなふうなキャンペーン等を実

施できないかということで、実際には５月の連休

中に両道の駅でやったわけですけれども、それら

に向けての準備をしているということで、その前

段で、県知事が栃木県の安全・安心宣言をしたと

いうことで、大変心強いというふうには感じてお

りました。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、市長に１点だけ

お伺いをいたします。 

  みんなの党代表、渡辺喜美代議士が訴えていた

「復興アジェンダ栃木」について、県会議員とし

て、どのように理解し、どのように取り組んだか、

覚えている範囲でいいから、ご答弁をよろしくお

願いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） ちょっと通告になかった

ものですから、ただその件については、昨年の県

議選で、専ら主張した内容とダブっていると思い

ます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） すみませんでした。 

  それでは、３番の項の再質問に入らせていただ

きます。 

  答弁にもありますように、事例を１つ挙げます

と、那須塩原市ふるさとキャラバン隊があります。

福島第一原子力発電所の放射能漏えい事故を発端

とする風評被害により、安全が確認された観光地

や農産物であっても、いまだ大きな影響を受けて

いる現状があります。キャラバン隊は、関東近県

を中心に、足が遠のいてしまった皆様のもとへ、

直接出向いて広報活動をし、その地で那須塩原市

の観光ＰＲ活動や農産物の安全など、正確な地域

情報を広く発信しています。 

  キャラバン隊のミッションは、那須塩原市の正

確な情報をより多くの方々へお届けし、市内観光

地の誘客や、農産物、物産品などの販売促進へつ

なげていく使命でもあります。このような自前の

キャラバン隊は、物すごく評価されることだと思
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います。今後も前向きに考えてもらいたいと思う

ことから、今後の計画をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） ふるさと出前キャ

ラバン隊についてのお尋ねでございます。今、議

員がおっしゃったような目的で設置をして活動し

ているところでございます。昨年11月６日から実

際に出動が始まりまして、これまで、３月４日ま

での状況ですが、主に土日の人が多く出かけると

きを中心にやっているんですが、３月４日までで、

延べ47日の出動というふうになってございます。

また、３月末まで、この後さらに予定がございま

して、最終的には58回の出動になる予定でござい

ます。 

  その中で、ことしに入りまして、よそに出ると

きのほうがもちろん多いんですが、先ほどの那須

ガーデンアウトレットのほうに、月末の土日にな

るわけですけれども、あそこに今観光案内所があ

るんですが、非常に奥まったところで、なかなか

目立たないというふうに皆様からご批判をいただ

いているんですが、それもありますので、ラッピ

ングカーを仕立てまして、一番出入りが多いよう

なところをお借りして、そこでキャンペーンをさ

せていただいております。それが、かなり効果が

あるんじゃないかなということで感じておるとこ

ろでございます。 

  今後ということですが、３月までは今言ったよ

うなことで活動したいというふうに思っておりま

す。来年度につきましても、今回、当初予算の中

で、緊急雇用創出事業の中で、震災対応というこ

とで予定をしてございます。継続をして、実施を

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 那須塩原としては、今まで

「やすらぎの栃木路」キャンペーンに乗っかった

りとか、いろんな相乗りでやってきた経緯はある

と思うんですが、こういった独自の、那須塩原キ

ャラバン隊のようなことをやろうと思った経緯、

それをひとつお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 経緯といいますと、

一番はやはり風評被害の払拭ということで、今、

議員がおっしゃいましたように、「やすらぎの栃

木路」等については、ずっと実施をしてきている

わけでございますが、そのような中で、昨日の緊

急雇用関係のご質問にも関連するわけですが、プ

ロポーザルを実施したところ、こういうアイデア

が寄せられたということで、私どもの考えとタイ

ミングがちょうど合ったということで、それを採

用して、やり方等については、市のほうが指導的

にやっていったという経過でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 今までになかった那須塩原

市の広報活動に期待し、今後もこのような独自の

広報活動を要望し、次の質問に入らせていただき

ます。 

  ４番なんですが、食の安全のアピール、施設の

安全性、除染についての情報はどのくらいの割合

で更新をしているのか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 食の関係でござい

ます。これにつきましては、農産物の測定値とい

うことで、県のモニタリング調査結果あるいはス

クリーニング検査の結果につきましては、その結

果が出た都度、随時、ホームページ等の更新はし

ているところでございます。 

  観光施設等の空中線量の測定につきましては、
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月に１度ということで実施をしてございまして、

その都度、現地で表示もしておりますし、それか

ら市のホームページで公表しているという状態で

す。月に１度というペースでやっております。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） これも引き続き正確な情報

をすべての人に伝えてもらいたいと思っています。 

  ５番の再質問ですが、一家族一旅行運動に参加

した市内の施設の反応と結果についてお伺いをい

たします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 昨年、県のほうで

今言いました一家族一旅行運動ということで取り

組んで、先ほど市内の参加状況についてはお話申

し上げましたけれども、当然、参加したことで、

効果があったと。ただ、夏と冬ということで、限

定なものですから、これらについては、今後の課

題かなというふうなとらえ方をしている施設等も

あったというふうに聞いてございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、県が行った一家

族一旅行運動、県民や企業団体に対し、本県観光

地を訪れていただくよう、メディアや中刷り広告

を通じ呼びかけたが、本市としてもこのようなキ

ャンペーンを考えてみてはどうか、お伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） ＰＲにつきまして

は、あの手この手ということで、特に関係団体、

観光協会さんが多いわけでございますが、その中

で、いろんなアイデアを出して、これからも取り

組んでいくということでございまして、今、議員

がおっしゃったようなやり方についても、検討し

ていきたいかなというふうに考えてございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 部長にお伺いしますが、本

市も、ご存じのとおり、１億円のキャッシュバッ

ク等を行いました。市長がかわりまして、いまだ

宿泊客の戻りもまだ戻っていないということを考

えれば、新たな施策として、県が、このたびプレ

ミアム宿泊券、5,000万程度で出すという政策も

ありますが、那須のキャラバン隊のようなものと

一緒で、独自の１億円キャッシュバックにかわる

ような何か施策を考えているのか、その辺を確か

めたくお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 昨年実施しました

１億円のキャッシュバック、これについては、真

水投入ではございませんが、緊急的にということ

で実施をさせていただいたところでございます。

今後につきまして、市長のほうから、呼び水支援

ということで、お話はいただいております。それ

について、実際にどういうやり方が効果的なのか

なということで、今のところは、まだ形にはなっ

てございませんが、何らかの形で実施をしていき

たいというふうには考えてございます。当面、今、

議員がおっしゃいました県のプレミアムつき宿泊

券、これについては、きょうの新聞で、今までど

んなやり方なのかなというのが、よくわからない

ところがあったんですが、ある程度見えてきたと

ころがございます。これらとのリンクということ

も、一つは考えてもいいのではないかなというふ

うなことで、関係団体等と相談をさせていただこ

うかなというふうなことは考えてございます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 
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休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、⑹のことについ

て再質問をさせていただきます。そこで、市長に

１点だけお伺いをいたします。 

  県全体に風評被害が及んでいるが、特に県北部

は厳しい状況にあります。そこで、市長のマニュ

フェスト、原発風評被害からの産業再生、産業振

興に伴う観光回復に向けた呼び水支援の具体的な

考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 多分、トータルした質問

の中には、そういうことが出てくると思いますの

で、これは大変多くの質問項目がありますが、こ

の中で、順次答えながらお話しさせていただきた

いと思います。 

  議長。 

  勘違いしていました、まだ終わっていなくて。 

  この観光振興、これは根本的にどこにあるかと

いうのを私なりに県議会当時から考えておりまし

たが、これについては、確信はないんですけれど

も、やっぱりお客さんを直接連れてこられる人、

こういう人を登用していくのがいいんじゃないか

と、こんなことを思っておりまして、これらにつ

いては、新年度で公募をしながら、市民が期待し

ているもの、こういうものについては、実現に向

かって努力をしたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 答弁、ありがとうございま

す。 

  それでは、２の本市の観光行政について入らせ

ていただきます。 

  観光客は、自然、文化、社会等に広範な影響を

与えかねない。短期的利益を目指す余り、観光資

源の摩耗、来客者の満足度低下、住民の不利益等

の失敗が積み重ねられた。地域の持続的な発展を

支える観光まちづくりについて、以下の点につい

てお伺いをいたします。 

  ⑴観光まちづくりに必要な地域をまとめる考え

方や手法はどのようなものか。また、その取り組

みが集客につながらない原因は何か。どうすれば

地域主導の事業展開が可能か、お伺いをいたしま

す。 

  ⑵顧客に満足をもたらす観光地は、地域全体の

もてなしが不可欠である。本市のホスピタリティ

ー精神の考え方をお伺いいたします。 

  ⑶地域資源を観光産業市場に売り込むには、積

極的、戦略的なマーケティング活動を行うことが

必要だが、本市認定ブランドを生かした地域活性

化に向けた戦略や、今後の計画を伺います。 

  ⑷旅先の食は大きな楽しみの一つであります。

これまで観光資源と認識されなかった郷土料理を

活用し、誘客につなげる計画はあるか、お伺いを

いたします。 

  ⑸急速に普及しつつあるスマートフォンやタブ

レット端末等を活用し、新たな情報提供方法によ

る集客計画はあるか。また、今後どのような情報

提供を検討していくか、お伺いをいたします。 

  ⑹外国人観光客が、現在、日本の観光地に求め

ているものは何か。また、外国人観光客受け入れ

のため、本市はどのような方策を持っているのか、

お伺いをいたします。 
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  ⑺観光産業の決め手は、リピーターの確保と従

業員の定着であると思います。そのために、本市

は何をすべきか、お伺いをいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 櫻田議員、先ほどちょっ

と勘違いして申しわけありません。順次、答弁を

したいと思います。 

  観光まちづくりに必要な地域をまとめる考え方

や手法はどのようなものか。また、その取り組み

が集客につながらない原因は何か。どうすれば地

域主導の事業展開が可能かとの質問にお答えをい

たします。 

  観光のまちづくりには、地域が一体となり、み

ずからがまちづくりを進めていくという意識が、

何よりも、大切、必要なことであります。そうし

た中で、市は、地域での自主的な各種活動、取り

組みに対してお手伝いをすると、こういう立場に

あり、主体は地域の住民であると考えております。 

  今、思い出したんですけれども、新幹線開通前

の青森市に、実は交通の視察ではなくて、ねぶた

祭り、あるいは秋田の竿燈まつり、どうしてあん

なにということで調査に伺った折、まさに今聞か

れたこと、これは、雪解けを待たずに、庁内ある

いは企業、こういうものが、例えば秋田県なら、

各路地裏で、本当に４カ月ぐらい前から、ねぶた

についてはもう去年のうちから、だから10カ月ぐ

らいかけて準備をして、私どもは調査に行って笑

われました。というのは、那須塩原は1,000万人

も入り込み客があるので、ここへ何で視察に来た

のか。我々は、10カ月も４カ月も努力をして、１

週間に、80万、30万という人を呼ぶために、各地

で、地域を挙げての取り組みは進めていると、こ

んなことを言われたので、「ちょっとここは恵ま

れ過ぎているのかな」と、そういう意味では思っ

て帰ってきたことを今考えておりました。 

  次に、集客についてですが、これまで、観光協

会や旅館組合を中心に、各市の誘客事業を展開し

てきておりますが、宿泊客数が低迷している原因

というのは、長期的な景気低迷や、かつての団体

旅行から個人旅行へと旅行の形態が変化したこと、

あるいはマイカー利用による日帰り観光がふえた

ことなどが挙げられますが、特に昨年は東日本大

震災と東電福島第一原子力発電所事故の影響が大

きかったものとも考えております。今後、誘客を

促進する上では、ホスピタリティーの充実を図っ

ていくということも重要であると思います。 

  次に、地域主導の事業展開についてですが、現

在、塩原温泉は、地域活性化を図るために、地元

菓子組合が中心となって、塩原温泉とて焼きを開

発し、地域を挙げて、積極的なＰＲを展開してお

ります。また、板室温泉では、地元の人たちが、

板室ダム湖を利用したカヌー体験ツアーを計画し、

今年４月の実施に向けて、関係機関と協議を進め

ているところでもあります。 

  このように、地域の人たちみずからの発案によ

り、熱心に議論をした計画であれば、地域の特性

を生かした地域主導の事業が展開できるものと思

っております。 

  次に、ホスピタリティー精神の考え方に関する

質問についてもお答えいたします。お客様に接す

るに当たって、思いやりや心からのおもてなしと

いうホスピタリティー精神がありませんと、お客

様は満足してくれません。特に、観光施設や宿泊

施設などでは、もう一度行ってみたいと思う人も

少なくなってしまうと考えられ、接客においては

大変重要なことと認識しております。 

  観光地では、訪れる方々を思いやりの心とサー

ビス精神でお迎えし、くつろぎといやし、非日常
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を提供していく必要があることから、地域全体で

ホスピタリティー精神の醸成していくことは欠か

せないものと考えております。 

  ３番目の地域資源を観光産業市場に売り込むに

は、積極的戦略にマーケティング活動を行うこと

が必要だが、本市認定ブランドを生かした地域活

性化に向けた戦略や、今後の計画はとのご質問に

もお答えいたします。 

  那須塩原ブランドは、誕生して１年半が経過し、

11品目が認定されております。那須塩原ブランド

にかかわる現在の取り組み状況としては、知名度

を上げるため、市内各地の施設での商品展示や、

市内外でのイベント参加によるＰＲ活動を行って

おります。また、専門家による認定品の評価や、

市場調査を通して各商品の磨き上げ、さらには定

期的に認定者による会議を開催し、販売状況の変

化などについて情報交換を行っております。 

  今後の地域活性化に向けた戦略や計画として、

これまでの知名度アップに向けた取り組みを継続

していくほか、東京スカイツリーの本県アンテナ

ショップにおいて、本市認定ブランド品の紹介と

販売促進を図るとともに、本市の魅力を発信し、

誘客、リピーター確保につなげていき、地域活性

化を図りたいと考えております。また、新たなブ

ランド認定品の選考や販路開拓等、市場の拡大に

ついても研究してまいりたいと思います。 

  ⑷の質問ですが、これまで観光資源と認識され

なかった郷土料理を活用し、誘客につながる計画

があるかについてもお答えいたします。 

  本市では、昔から家庭で食べられていた郷土料

理として、しもつかれ、くし芋、焼き芋、けんち

ん汁などが挙げられます。また、平成２年から毎

年開催される那須野巻狩まつりでは、大なべで野

趣あふれる巻狩なべがつくられ、多くの人たちが

巻狩なべを食しておりますので、郷土料理と言っ

てもいいんではないかと思います。 

  議員ご指摘のとおり、その地方ならではの郷土

料理は、接客するための資源として活用できるこ

とから、今後は巻狩なべの普及や商品可能な郷土

料理の掘り起こしなどを行っていきたいとも考え

ております。 

  次に、スマートフォンやタブレット端末機を活

用した新たな情報提供方法による集客計画はある

のか。また、今後どのように情報提供を検討して

いるのかについてもお答えいたします。 

  市のホームページに掲載されている観光情報は、

個人のスマートフォンやタブレット端末でも閲覧

できるようになっております。現在のところ、こ

れらを活用した新たな提供方法による集客計画は

ありませんが、これらの機種の普及は目覚ましい

ものがあることから、今後は、各種のＰＲキャン

ペーン時など、より幅広い活用について研究して

いきたいと思います。 

  ⑹の外国人観光客が、現在、日本の観光地に求

めているものは何か。また、外国人観光客を受け

入れるため、本市はどのような方策を持っている

かについてもお答えいたします。 

  外国人観光客が日本の観光地に求めているもの

についてですが、諸外国の国民性や個々人でもバ

ラエティーがあるものと思いますが、日本政府観

光局による調査によりますと、日本でしか味わえ

ない自然景観、温泉、日本食、テーマパーク、文

化、ショッピング、質の高いサービスと商品、清

潔さ、外国人向けの観光案内など、わかりやすい

情報の提供に対するニーズが高いことが挙げられ

ています。 

  外国人観光客受け入れのための本市の方策であ

りますが、外国人向けの情報発信として、市ホー

ムページでの外国語対応の観光情報の掲載、４カ

国語表記の観光ガイドを作成し、東南アジア諸国
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で行われる旅行博などで配布しております。 

  また、栃木県観光推進協議会が作成している県

全体の外国語パンフレットや、海外向けメディア

の雑誌、ウエブサイトなどでも、本市の観光スポ

ットや温泉などを紹介しております。 

  受け入れ態勢としては、今後、外国語で表示し

た案内標識や誘導看板の設置に努めるほか、観光

協会や旅館組合を通じて、外国人観光客のホスピ

タリティー研修会などを開く情報提供や、外国人

の求める内容を本市でどう展開していくかについ

て、研究していく必要があると考えております。 

  この問題については、私も、何度か現地体験を

して、今お話ししたことと、また別でもないんで

すけれども、感じているのは、特に日本の観光は、

今、中国から多くの誘客を期待しております。中

国に行ってみてびっくりしたんですけれども、栃

木県の駐在員は香港に１人いるだけ、あるいは茨

城県は７名体制で上海におりまして、さらに茨城

県は５名体制でやっぱり上海に立派な事務所を持

ってやっておりまして、その皆さんと食事などを

しながら話したら言われてきました。「栃木県は、

ずるい」「何で」「努力をしないで、福島空港と

茨城空港におりるお客さんを鬼怒川とか日光へ黙

って連れていっちゃう」と、そんなことを言われ

まして、「そういうこともあったのか」と本当に

現地でびっくりして、いろいろ教わってきました

し、また観光を呼ぶために、例えば他県の場合は

お金も出しているんです、「１人当たり２万円出

すので、ぜひ福島空港へ」みたいな。これは、県

の話で、直接関係はないかもしれませんが、その

とき、これは万博会場での話なんですけれども、

塩原と板室温泉の観光パンフレットを持っていっ

たら張ってくれない。「何で張らないのか」と聞

いたら、「日本人は清流と渓流と緑ばかり」、緑

と川の流れている板室温泉、塩原、似たようなや

つで、中国へ持ってくるときは、それは、ほかの

国はほかの国の事情がある。せめて紅葉の写真で

も持って、赤いのが好きなんだということを言わ

れて、だから本当に細かなところからの積み上げ

で、そういうものをクリアしていかないと、すっ

と来ていただくのは、ただサイトで流すだけでは

難しいんだなと実感してきたことをちょっと述べ

させていただきました。 

  また、受け入れ態勢ですが、外国語で表示した

案内板や誘導看板の設置にも努めるほか、観光協

会や旅館組合を通じて、外国人観光客のホスピタ

リティー研修会などに関する情報提供や、外国人

の求める内容を本市でどう展開していくかについ

て、研究していく必要があると考えてもおります。 

  ７番目の観光産業の決め手は、リピーターの確

保と従業員の定着にある。そのために本市は何を

すべきかについてもお答えいたします。 

  リピーターの確保には、何よりも本市を訪れた

方々に満足して帰っていただくことが最低の条件

でありますので、関係団体などとともに、外部の

専門家等の意見も聞きながら、魅力度をアップさ

せ、顧客が満足するような地域づくりにも努めて

まいります。 

  また、リピーターが確保され、観光客が増加す

ることで、観光産業を初めとする地域経済が安定

し、従業員の定着にもつながるものと考えており

ます。 

  以上で、第１回目の答弁にかえます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 市長、経験、体験を踏まえ

てのご答弁、ありがとうございました。 

  それでは、順次１番から再質問をさせていただ

きます。観光地としての魅力が低下することによ

って、観光資源がダメージを受けたり、宿泊客が

減少するだけでなく、地域住民が不利益を受ける。
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そのため、長期的な地域全体の衰退をもたらす。

持続的発展が可能な観光地づくりのため、本市の

観光におけるビジョンをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 観光のビジョンと

いうことでご質問いただきました。 

  本市には、合併後、残念ながらビジョン的な観

光振興計画というものは、今のところ未策定でご

ざいます。前期の計画の５年間の中で、振興計画

をということで検討はしてまいりました。ところ

が、その過程で、とりあえず今ある３市町を合併

しまして、それぞれのもとの方針でいろんな施設

等が整備されてきておりまして、それらについて

の維持管理計画、それを策定するのが先かなとい

うことで、実は、平成23年から28年度ということ

で、平成22年度にその観光施設の維持管理計画を

先行して策定したということがございまして、今

おっしゃられたような基本となる観光ビジョンの

計画については、今のところ未策定でございます。 

  とはいいましても、やはり重要なことでござい

ますので、10年計画とすれば、10年後の那須塩原

市の観光のあり方というものはどういうものかと

いうことがビジョンというふうなことになるかと

思いますので、それらについて、早急に策定の作

業に入っていかなければならないかなというふう

に現在のところ考えているところでございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、部長との見解が

少し違うと思うんですが、ビジョンは、将来像と

か、そういったものだと思うんです。観光のビジ

ョンにそういったものができるから、ミッション

が生まれる。使命ですよね。そこにもっと大事な

のがパッションだと思うんです。僕のように、毎

回、観光について質問したりとか、よく観光地の

再生には、よそ者、若者というキーワードがある

ように、まずはそんな悠長なことを言っている場

合じゃなく、すぐ観光のビジョンに取りかかって

もらいたいとは思いますが、部長の考えをもう一

度お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 私の先ほどの答弁

が、ちょっと物足りないということで再質問いた

だいたのかなというふうに思っておりますが、今、

議員おっしゃるとおりでございます。現在のとこ

ろ、昨年の震災、原発事故以来、このような状況

になってございます。そのようなことで、観光協

会も、今のところまだ旧市町のままで、３つ存在

するということもございますので、早急にこれは

取り組まなくてはいけない課題だなというふうに

思っております。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、一日も早い那須

塩原市の観光ビジョンをつくってもらうよう要望

いたします。 

  続きまして、塩原のとて焼きですとか、板室の

カヌーですとかという各種イベントを塩原、板室

地区でも計画があるように答弁をいただきました。

来訪者と住民の交流を深めるなど、観光活動の活

性化により、経済的な効果をまちに還元する仕組

みはつくる必要があると思います。本市のイベン

トに関する基本的な考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） イベントにつきま

しては、先ほど市長のほうからも答弁申し上げま

したとおり、重要なＰＲの場だというふうにとら

えております。単に、パンフレットを配るとか、

そういうことだけではなくて、面と向かって、那
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須塩原市の魅力といいますか、よさを生の声で相

手に伝えるということでは、欠かせないものであ

るというふうに考えてございます。 

  特に最近、先ほども答弁申し上げましたとおり、

40回、50回というふうな形で、各地に出かけてお

ります。その中では、観光協会とか旅館組合のお

かみの会の皆さんにも何度か出ていただいており

まして、おかみの会の皆さんに参加していただい

たときは、やはり先ほど申しました面と向かって

相手と心を通わせるといいますか、こちらの言い

たいことが伝わりやすいというふうなことも聞い

ておりますので、今後も、そのような形で実施を

していくのが重要であるというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 部長の丁寧な答弁もわかる

んですが、基本的にイベントは、先ほど市長の答

弁もありました、ねぶた祭り、竿燈まつり等のお

祭りもありましたように、基本的には、踊るあほ

うに見るあほうぐらいの、基本的な単純なそうい

った基本的な考えが必要だと思うんですが、その

辺はどのように考えているか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） あの手この手とい

うことで、やっぱりマンネリは一番いけないかな

というふうには思っております。そういう意味で

は、那須塩原市内のお祭りとか、いろんな場面で

もＰＲの場面が出てきます。そのような中で、い

ろんなやり方を先ほど、おかみの会の皆さんの話

もその一つだと思っているんですが、あの手この

手ということで、手を変え、品を変えではありま

せんけれども、できる限りの形でやっていく必要

があるというふうには思っております。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、この項の最後の

再質問なんですが、もともと地域での自主的な各

種活動の取り組みに対しては、住民参加の意義が

必要ではあった。日本は、行政依存型、お上依存

型の体質であったため、発展性がなくなっていた。

行政がお手伝いをするという立場から、地域主導

の事業の行政のあり方をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 第１回目の市長の

答弁の中にありましたように、何といっても、地

域で、それぞれの団体なり地域の皆さんが、自主

的に活動するのが一番であるというふうに思って

おります。それに対して、市としては、バックア

ップなり要望を聞いて、環境の整備等をしていく

のが行政の立場かなというふうに思ってございま

す。 

  ただ、あくまでも地域といいましても、那須塩

原市内で言えば、那須塩原市の各地域をまた広域

的に融合させていくというのも、行政の役割では

ないかというふうに思っております。ポイント、

ポイントの魅力ももちろんですが、那須塩原市全

体としての魅力を上げるというためには、それぞ

れの地域の融合といいますか、広域化といいます

か、コラボレーションといいますか、そんなよう

なことも行政の役割ではないかというふうに考え

ております。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、とりあえずビジ

ョンを早急につくってもらい、そのビジョンが一

日も早くできることを期待しまして、次の項の質

問に入らせていただきます。 

  「ホスピタリティーの意味は、ラテン語で、ホ
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スピスから病院、ホスピタルと語源をともにし、

ホスピタリティーとは、かつて交通機関や宿が整

備されていない時代に、危険と隣り合わせに巡礼

する異邦人を歓待することである」と説明する人

もいます。観光産業においては、この歓待する意

味のホスピタリティー精神、ホスピタリティーマ

インドが大変重要視されています。ホスピタリテ

ィーに関する知識を学び、身につけ、お互いの人

格を尊敬し、お互いの気配りから成立する行動と

考える。その精神と行動が評価されたところに、

対価、マネジメントが発生し、その一連の流れが

ホスピタリティーマネジメントに通じていくので

はないかと思います。 

  本市としても、接客においては大変重要なこと

と認識をしているということから、今までに勉強

会や研修会、ホスピタリティー精神の熟成のため

の今後の施策をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） ホスピタリティー

精神の研修ということで、第１回目の市長の答弁

の中にもございました。今までは、県あるいは県

の観光団体等が主催するところに案内を申し上げ

まして、参加をしていただいていたということで

ございます。最近は、地元の観光協会さんの中で、

今まで研修を受けてきたものを基本に、また講師

の方を呼んで、自主的に開催するというような動

きもございますので、市としては、それらについ

て積極的に皆さんに参加していただくような形を

応援していきたいと、それが基本かなというふう

に思っております。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） これも、前の項で再質問さ

せていただきましたように、那須塩原市キャラバ

ン隊のような独自のそういった広報活動のように、

これも、積極的に本市としては、独自のホスピタ

リティー精神を熟成するような講習会とか、そう

いうものを積極的にやってもらうというようなこ

とは要望いたしまして、３の再質問に入らせてい

ただきます。 

  現在、11の認定ブランドがあるが、今後、ブラ

ンドの数をふやす計画はあるか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 那須塩原ブランド

の認定関係でご質問いただきました。これにつき

ましても、先ほどの市長の答弁の中にもありまし

たように、今後とも、当然その認定品の数をふや

すということにつきましては、当然取り組んでい

かなければならないというふうに思ってございま

す。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 数をふやす計画はあります

か。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 認定商品の数とい

うことでしょうか。もちろん、今までも、毎年、

募集をしまして、呼びかけをしまして、応募いた

だいた中から審査をして、認定をしていくという

ことでございます。今まで年に１回だったわけで

ございますが、それについても、今後、見直した

りしなくてはならないかなということで、積極的

にふやしていきたいと。ただし、基準に合致しな

いものについては、認定はできないという問題も

ございますけれども、拡大に向けて募集等につい

ては、今までどおりやっていきたいというふうに

考えてございます 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 
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○１番（櫻田貴久君） ただいま部長から説明があ

りましたが、認定ブランドについては、観光活動

がますます多様化する中で、地域の個性を観光の

魅力とするブランドは、十分に那須塩原市を演出

することができると思います。 

  そこで、市民の皆様方にも、もう少し認知をし

てもらうような計画はあるか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 商品の数の拡大だ

けではなく、一番肝心なのは、認定品を通じて、

那須塩原市の魅力を伝えるということが重要かな

というふうに思っております。そのようなことで、

市内の庁舎あるいは道の駅等につきましては、今

まで認定商品のコーナーを今年度設置しまして、

ＰＲに乗り出したということでございます。 

  ただ、私がいつも思っておりますのは、それは

どこで売っているのかという質問もいただきます。

それぞれの商品が、市内のスーパー等でも当然置

いてあるわけなんですが、みんなばらばらそれぞ

れの食品のコーナーになってしまっているもので

すから、那須塩原ブランドのコーナーという形で、

スーパー等には残念ながらまだ置いていただけて

いないということもございますので、今のぼり旗

をつくっているんですが、そののぼり旗の例えば

ミニチュア版とかをつくって、その商品のところ

に表示するとか、そんなことで、取扱店をふやす

ことももちろんですが、取扱店さんのほうでも、

市民向けには協力をしていただけるような方策な

んかも必要かなと、そのようなことも考えてござ

います。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 結局、那須塩原認定ブラン

ドのシール、部長、わかりますよね。牛がすごく

厳しい顔をしている認定のあのシール、それに沿

えるようなブランドの確立で、那須塩原らしさと

かいろんなカテゴリーがあってできたとは思うん

ですが、やっぱり一番大事なのは、市民の人が知

らなかったら、宣伝ができない。今、言うように、

どこで売っているんですかとかという、そういう

次元も、那須塩原認定ブランドができて、１年が

たつのにそういった答弁ですと、本当に何のため

に那須塩原認定ブランドを決めたんだという部分

の責任は問われると思うんですが、ぜひ前向きに、

そして積極的に、もう一度この那須塩原市認定ブ

ランドを原点に返りいろんな方向で進めてもらい

たいと思います。その辺は、ここでまた質問する

と長くなりますので、同じような価値観を持って

進めてもらいたいと思います。ぜひ市長にも、那

須塩原認定ブランドを経験してもらい、食べても

らったり、那須塩原市のシティープライドを感じ

てもらい、トップセールスとして活躍することを

要望し、次の項の質問をさせていただきます。 

  ４番でありますが、巻狩なべを郷土料理との認

識は、私も持っております。巻狩なべを利用した

巻狩祭りのビジョンでお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 巻狩なべを利用し

たビジョンということでございますが、巻狩なべ

につきましては、第１回目から、当然重要な三大

要素の一つということで取り組んでございます。

今までに、なべをつくって当日も販売するわけで

すけれども、つくり手の皆さん、つくり方といい

ますか、それについては、それぞれの団体にお任

せしたりというふうな形で、形は変わってきてお

りますけれども、なお関係する、今までご協力い

ただいていた団体等の意見も伺いながら、マンネ

リ化という話も出ているといいますか、聞いてお
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りますので、なべをもっと活用といいますか、目

立たせるとか、そういうふうな形でできないのか

なというふうなこともありますので、巻狩まつり

全体が、当初よりは総花的になってしまったかな

と。これは、私個人の考えで、実行委員会の考え

ではないんですが、そんなことも感じております

ので、もう一度原点に返るんではないですが、祭

りのあり方、その中になべがどういう位置づけに

なるのかということも、太鼓も含めて、もう一度、

考え直すといいますか、再構築する必要があるの

かなというふうに、これは個人的な話になって申

しわけないんですが、そんなふうな気もしてござ

います。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） ただいま部長のほうから、

巻狩まつりのマンネリ化という話がありました。

これは、私も十分に感じていますが、できれば、

巻狩なべを利用した例えば「全国なべ選手権イン

那須塩原」なんていうのも検討してみてはどうか

な。そういった場合に、どういった機関に、「こ

ういったことをやってみたい」とか、「こういう

ふうにしてくれませんか」というのをお願いに行

けばいいのか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） どういったところ

にということで、私もそれは承知してございませ

んが、全国各地で、Ｂ級グルメとかいろんな催し

を最近やってございます。大なべに関しましては、

県もろまんちっく村で開催をするというふうなこ

ともありますので、それぞれの事務局等に、やる

場合には教えていただいて、実施していくことに

なるのかなというふうには思います。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） であれば、部長、今後、巻

狩なべをどのように誘客につなげていくかという

部分のことで、もう一度原点に戻って考えてもら

いたいと思います。巻狩なべも、恐らく、うまく

利用すれば、かなりの経済効果があるように思わ

れるんですが、前回も、Ｂ級グルメで、この議場

で質問させていただきました。甲府の鳥もつ煮が、

29億円か28億円の経済効果があるというのは、こ

この議場で説明したと思いますが、やっぱりない

ものを今からつくってくれと言っているわけでは

なく、あるものをどういった方向に利用しましょ

うかというのは、恐らく那須塩原市の強みを十分

に生かせれば、また行政のほうがうまくそういっ

たお手伝いをするという立場から考えれば、いい

ものができるような気がしますので、部長にもう

一回言っておきますけれども、「全国なべ選手権

イン那須塩原」、こういった事業ができますよう

よろしく要望して、次の項の質問に入らせていた

だきます。 

  効果的な情報発信と誘客の宣伝の強化が、もと

もと下手な那須塩原市だったと思います。何かに

つけ本市は、プレスの発表ですとか、メディアの

利用が下手だ下手だと言われている、そういった

これは地域柄なのか人柄なのかわかりませんが、

今後は、市長みずからが、那須塩原市の宣伝のた

め、戦略的誘客宣伝の活動に取り組んでもらいた

いと思います。そこで、市長にはトップセールス

になって取り組んでもらいたいと思います。５番

については、このことを要望いたします。 

  続きまして、外国人の観光客に対してでありま

すが、外国人観光客に対する理解は、十分に納得

をするところでございます。訪日外国人観光客の

特性についても、東アジアに特化し、もう少し実

のある施策を検討してもらいたいと思うことから、

本市の高いポテンシャルを活用した東アジア諸国

の受け入れについて、お伺いをいたします。 
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○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 今現在も、市内に

訪れる外国人宿泊者につきましては、中国、台湾、

韓国がベスト３ということでございます。これら

については、先ほどの市長の答弁の中にありまし

た東アジアにおけますＰＲの場等が効いているの

か、栃木県全体も、今言った順番で来ていますの

で、那須塩原だけが特化しているものというふう

には考えておりませんけれども、先ほど市長が答

弁しました、日本に、旅行に来るのに、何を目的

にしてきているかという中には、那須塩原市で十

分におこたえできるアイテムといいますか、要素

がございますので、それらを今後とも磨き上げと

いいますか、外国人の誘客につなげていく、そん

なような受け入れ態勢の整備等が必要であるとい

うふうには思っております。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） ただいま答弁がありました

が、先ほど市長が答弁しましたように、「栃木県

はずるいよね」と。福島、茨城空港がありますけ

れども、あそこは、国際空港でありますが、全世

界に飛行機が行っているわけではありません。ど

ちらかというと、東アジアに特化してお客さんが

来ているところですから、この中国人、台湾人、

韓国人の特性を理解しながら、今言ったように、

本市の高いポテンシャル、阿久津新市長が新聞で

も言っていますように、そういったものを活用し

た受け入れが、もう少しできないかということに

ついてお伺いをしているわけなんで、明確な答弁

をお願いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 受け入れ態勢の整

備ということで私は先ほど申し上げました。これ

につきましては、国を挙げて、また国の方針を受

けまして、県も取り組んでいるということでござ

います。那須塩原市のスタンスといたしましては、

先ほど市内の観光コース化というふうな話をしま

したが、やはり那須塩原市だけということではな

くて、広域的な取り組みも必要ではないかという

ふうに、外国人対応の場合は、そのようなことも

思っております。一番、外国人が、先ほど市長の

ほうから幾つか申し上げた中で、やはりインフォ

メーション、情報です。通訳は要らない、情報が

欲しいんだというふうなことも聞いておりますの

で、ＪＲの駅あるいは空港等につきましては、国

が整備をするということでございますけれども、

そこからまたその先については、市町村といいま

すか、広域的な取り組みになるかとは思いますが、

整備をする必要があるということで、今後、広域

的な取り組みについて、呼びかけるといいますか、

共同で実施をしていきたいというふうには思って

おります。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、部長、そういっ

た受け入れ態勢を整えていく上では、外国人が本

市を訪れるに当たって、温泉ですとか日本食です

とかいろいろあるんですが、ショッピングも外国

人観光客にとっては非常に興味深いものがありま

す。本市の那須ガーデンアウトレット等の施設の

情報発信は、どのような形で外国人観光客に発信

をしているのか。また、施設等とどのような連携

をしているのか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 今現在は、それぞ

れのポイントといいますか、今、那須ガーデンア

ウトレットさんのお話が出ましたのであれですけ

れども、そのガーデンアウトレットさんだったら
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アウトレットさんで、独自に発信をしていると、

あるいはほかの施設もみんなそうです。栃木県と

か、そういう単位での情報発信はもちろんあるわ

けですけれども、今そういう状態でございますの

で、先ほど言いましたような広域的な形でインフ

ォメーションができないかなというふうなことが

課題でありますし、そういう受け入れ態勢を整備

する必要があるというふうに感じているところで

ございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 本市を訪れる外国人は、恐

らく中国人、台湾人、韓国人が多いと思います。

特に、中国人に関しては、２月の春節祭のように、

売り場を真っ赤にして売ったりとかというのをニ

ュースで見たりしていますが、もう少しこういっ

た中国人、台湾人、韓国人の特性を本市ならでは

で研究していき、せっかくの施設ですから、栃木

県には、佐野のアウトレットと那須塩原のこのガ

ーデンアウトレットの２つしかありませんよね。

栃木県が多分インバウンドに言った場合にでも、

ここの２つの施設は、恐らくキーワードだと思う

んです。温泉は、確かに鬼怒川、日光、那須とか、

板室もありますけれども、そういった意味では、

かなりインパクトの強い施設ではあると思うんで

す。その施設があるのにもかかわらず、もっと積

極的にインバウンドはやりますよと、ずっと外国

人のやつも質問しています。ただ、標識とか観光

案内のパンフレットをつくっただけで、お客が伸

びるとは、到底見当がつきません。 

  ただ、先ほども言っているように、福島空港と

茨城空港から来やすいのを考えれば、トータル的

な部分で、そういった、１番には戻ってしまうん

ですが、中国人とか台湾人とか韓国人の特性をも

う少し研究してはどうかと思いますが、部長、そ

の辺はどのように考えていますか。アウトレット

を軸にしての考えでいいと思うんで、よろしくお

願いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 今、議員がおっし

ゃるとおりであるというふうに思っております。

先ほどのキャラバン隊が、アウトレットさんをお

借りしてやっているということも、そういう考え

方からでございますので、今まで具体的に、例え

ば那須塩原市の商工観光課とガーデンアウトレッ

トさんの中で、そのインバウンドの対応という形

での具体的なお話し合いとかは、もちろんストレ

ートにはしていないわけでございますけれども、

先ほど言いました広域的な取り組みも含めまして、

当然、核となる施設であるというふうなことは思

っておりますので、またアウトレットさんのほう

でもそのような認識はあると思いますので、今、

議員がおっしゃったような方向で、今後、進めて

いければというふうに思っております。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、最後に１つお聞

きします。受け入れ対策としては、本市は、今後、

研究していく必要があると答弁をもらいました。

現実問題、受け入れ態勢のできる施設はどのぐら

いあるのか、また観光協会や旅館組合とどのよう

な情報交換をしているのか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 整備の仕方によれ

ば、あらゆるところで外国人の受け入れが可能に

なるのではないかというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、その辺も強く要

望いたします。海外から観光客が訪れ、地域の温
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かいおもてなしのもと、那須塩原市を楽しんでい

る将来像を想像し、次の項の質問に入らせていた

だきます。 

  ７番ですが、観光産業の決め手は、本市の考え

と一致するところでございます。まさしく、従業

員と顧客の心の問題に踏み込んで、ホスピタリテ

ィーをマネジメントする能力の高いリーダーは育

成してもらいたいと思います。また、市長の観光

に対する並々ならぬ情熱を感じさせる観光関係の

幹部職員公募制導入など、観光産業がこれから発

展をするきっかけにもなると思います。よく市長

が日ごろから言っております民力度の調査で、那

須塩原市は全国約1,700の自治体の中で65位です。

北関東、埼玉、福島を含めた５県では、111市の

中、６位にランクされています。また、地域ブラ

ンド調査2011では、全国1,000市区町村と47都道

府県を対象に、認知度、魅力度では、日光市の16

位に次いで、全国120位にランキングされていま

す。ぜひ市長には、高いポテンシャルから活力を

引き出すため、最大限の努力をしてもらい、トッ

プセールスとして観光の振興に努めてもらいたい

と思います。また、このまちに生まれてよかった

と実感できる那須塩原市を、観光を通し、つくり

上げていってもらうことを要望いたしまして、こ

の項の質問を終了させていただきます。 

  続きまして、３、黒磯駅周辺整備について。 

  平成24年市政運営方針の主要事業で、社会資本

整備関連では、黒磯駅利用者の利便向上、駅周辺

の活性化のため、駅前広場整備事業を進めるとあ

ります。駅前広場整備事業について、以下の点に

ついてお伺いをいたします。 

  ⑴市政運営方針に示された駅前広場整備の概要

をお伺いいたします。 

  ⑵現在までの進捗状況をお伺いします。 

  ⑶駅前商店街の活性化とどのようにリンクさせ

るのか、計画に変更があればお伺いをいたします。 

  ⑷駅前広場整備事業に伴い、東口の整備をどの

ように進めるのかお伺いいたします。 

  ⑸改めて、黒磯駅前商店街の人たちとの連携、

協力が活性化に必要と思うが、当局の考えをお伺

いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） それでは、黒磯駅前広

場の整備に関しましての⑴から⑷のご質問に、順

次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の市政運営方針に示した駅前広場整

備の概要についてお答えをいたします。 

  黒磯駅は、本市が目指している３つの駅を中心

とした集約型都市構造の拠点の一つであります。

しかしながら、大型店の郊外への進出や空き店舗

の増加、定住者の減少と高齢化等が重なり、中心

市街地の活力が損なわれております。 

  このようなことから、安全で便利な広場利用の

確保を図るとともに、駅周辺地域の活性化に資す

るため、東口広場、西口広場、駐車場及びふれあ

い広場等の整備を予定しております。 

  具体的な整備内容につきましては、本市の目指

すべき方向をよく見きわめて、計画をしたいとい

うふうに考えております。 

  次に、⑵の進捗状況についてお答えをいたしま

す。 

  黒磯駅前広場の整備につきましては、平成25年

度中の駅前広場整備基本計画の策定に向けまして、

今年度、事業に着手したところでございます。今

年度におきましては、計画の基礎となります交通

量調査や計画条件の整理、課題の抽出、また地元

の関係団体や車座談議の方々との意見交換や、Ｊ

Ｒ東日本との協議を実施したところでございます。 
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  次に、⑶の駅前商店街の活性化とどのようにリ

ンクさせるのかにつきましてお答えをいたします。 

  駅前商店街の活性化とのリンクにつきましては、

事業目的の達成に欠くことのできない要素である

と考えており、基本計画の策定段階から、地元商

店会やまちづくり団体の皆様との協議を行ってい

るところでございます。地元の皆様とは、今後も

意見交換や協議を継続して行うこととしており、

商工サイドとの連携を密に図りながら、計画を策

定し、事業を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、⑷の東口の整備をどのように進めるのか

につきましてお答えいたします。 

  東口の整備につきましても、地元や駅利用者の

皆様のご意見等を伺いながら、利用しやすい広場

の整備を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 私のほうからは、

⑸の黒磯駅前商店街の人たちとの連携、協力が活

性化に必要と思うが、考え方はとの質問にお答え

いたします。 

  これまで黒磯駅前活性化につきましては、商店

街や地元のまちづくり委員会などが中心となり、

駅前通りに、にぎわいと活気を取り戻すためのイ

ベントを中心に、各種事業を実施しておられます。

商店街の活性化に向けた取り組みは、こうした継

続した事業を行うことで、その効果が発揮される

と考えておりまして、市も積極的に支援をしてき

たところでございます。 

  また、黒磯駅周辺整備について、地域住民の意

向や考え方を生かした計画とするため、平成23年

２月に、同地区の関係団体と市で構成する黒磯駅

前活性化推進懇談会を設置し、駅前整備や活性化

について、話し合いを重ねているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、１、２、３、５

は関連しておりますので、一括して再質問をさせ

ていただきます。 

  黒磯駅東口及び西口駅前広場を含めた黒磯駅周

辺整備について４つの基本方針があります。 

  １、国庫補助の導入、２、３・３・５黒磯本通

り、３・４・５東豊通り及び３・４・６東栄仲通

り並びに黒磯駅西口臨時駐車場との一体的な整備、

３、３・３・５黒磯本通り、３・４・６東栄仲通

りの見直し、検討の実施、４、地元及び関係商店

街等の意向を十分に配慮した計画とあります。 

  この４つの基本方針に変更はないかお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） ただいま議員のほうか

ら、４つの基本方針について変更はないかという

ふうなご質問でございますが、基本的に変更はご

ざいません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、策定期間の平成

23年から平成25年までの３年間の計画の進め方に
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ついて具体的にお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） それでは、基本計画の

策定につきまして、具体的なスケジュールにつき

ましてご説明申し上げます。 

  まず、初年度であります今年度、23年度でござ

いますけれども、主な内容につきましてご説明さ

せていただきます。 

  まず、基本調査、これは、交通量、通行量等の

調査でございます。それから、現状の計画との整

理、現在までのいろいろの各種計画につきまして

の整理でございます。それから、それに伴う課題

の抽出というようなことが平成23年度の主な業務

の内容でございます。 

  次に、平成24年度、これは中間の年度になりま

すけれども、将来乗降客数の設定というような形

で乗降客の調査をする予定でございます。それか

ら、それに基づきまして広場の規模の算定をする

予定になっております。それから、構想を立案い

たしまして、基本的な計画を策定すると。それに

伴いまして、並行いたしまして概算の工事費の算

定をしてまいりたいというものが平成24年度の主

な事業内容でございます。 

  25年度の最終年度につきましては、報告書の作

成あるいは業務成果の照査というふうな予定にな

っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、整備計画の部分

での2,000万円という全体の委託費を見込み、平

成23年度は500万円を計上しましたが、予算の使

い道についてお伺いします。 

  また、平成24年、25年の予算の使い方について

もお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） それでは、今年度の平

成23年度の予算の内容ということでご質問いただ

きました。使途につきましてご説明申し上げます。 

  まず、先ほど来ご説明しております基本計画の

策定業務でございますが、これに183万3,000円ほ

ど支出を予定しております。同じく、地形図の作

成業務ということで202万6,000円ほど支出を予定

しております。 

  予算につきましては以上でございます。 

  また、平成23年度から25年度にわたります３年

間の予算執行の予定でございますが、23年８月に

業務関係の入札をいたしましたところ、2,000万

円の、先ほど議員おっしゃいます当初2,000万円

の予定でございましたが、1,018万5,000円で落札

ということになりましたので、それぞれ仕様書に

基づきまして、同じような予定でおります年度割

りであります18％、初年度が18％、24年度が66％、

最終年度が16％というようなことで、おのおの先

ほど申し上げました183万3,300円、672万2,100円、

それで最後が162万9,600円というような予算の内

容となっております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、部長、委託事業

者の選定についてなんですが、どのような形で選

定したのか。最終的には、入札で業者を決めたと

いう答弁をもらいましたが、十分に地元の人たち

の意見を反映したり、十分に地元の人たちの意見

を理解し、反映して決めたとは思いますが、いき

さつをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） これから計画を策定す
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るに当たりましては、先ほど来ご答弁申し上げま

したように、地元の方々からご意見を拝聴して計

画に盛り込んでいきますというふうな考え方でご

ざいまして、この計画の委託をするに際しまして

は、こちらでこのような内容でお願いしたいとい

うふうな仕様書を提示いたしまして入札したとい

うふうな流れになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、そのときに検討

委員の皆様方の意見をお聞きになったのかお伺い

いたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 今までの検討委員とい

いますか、今までの地元の各種団体の方あるいは

車座の方々からは、ご意見は拝聴いたしましたが、

当然今までのいろいろの駅前の整備の話し合いの

中で参考にはいたしましたけれども、特にこの計

画の入札に関しましては、個別に事情を聞いたと

いうようなことはございません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、駅前停車場線は

県道ですので、どのような補助の助成を導入して

いくのか、当局の考えをお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） ただいまの県道の黒磯

停車場線につきましては、都市計画道路の３・

３・５黒磯本通りというような形になっておりま

すけれども、議員ご指摘のとおり、当然これから

都市計画決定では25ｍというふうな形になってお

りますけれども、今後は、地元の商店街の方々あ

るいは地域の各種団体の方々とお話をいたしまし

て、どのような道路の整備が適正かと、適当かと、

あるいは地元の方がどんな意向を持っているかと

いうような形で、お話を聞きながら、その結果を

踏まえまして、可能なところで県と相談をいたし

まして、都市計画の道路の検証といいますか、現

在、同じ３年の計画で都市計画道路の検証作業に

入っておりますので、その辺も並行して協議をし

てまいりたいと、そのように考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 駅前広場整備には、藤田市

長のときには、国の補助の内定まで受けていたと

いう状況のものが最終的には凍結をしてしまった。

そこで、栗川市長は、新たなまちづくりをするに

は、凍結されたものをどう処理するかというのが

一番大きな問題で、県道をどうするかこうするか

は地域の問題としてきっちりしていかなければな

らない。そして、県に要望していくという答弁を

もらっています。 

  そこで、23年度は、どのようなことを検討し、

要望したのか、もう一度お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） ただいま議員おっしゃ

るように、現在、凍結というような形になってお

りますけれども、具体的に、検討、協議はしてお

りますけれども、このような形でお願いはしたい

というふうなお話をしておりますけれども、具体

的に、それでは今後どうするかこうするかという

のは、先ほどお話を申し上げました31の都市計画

道路の見直しに今入っておりますから、その中で

県のほうと関係する路線については協議をしてま

いりたいと、そのように考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 
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○１番（櫻田貴久君） 答弁、ありがとうございま

す。 

  このような駅前停車場線の過去のいきさつは市

長も十分ご存じだと思います。ぜひ長年の政治活

動の経験を生かし、問題の解決に努力をしていた

だきたいと思います。 

  これは要望いたし、次の項の質問に入らせてい

ただきます。 

  駅前活性化にはお祭りやイベントが必要だと思

います。平成23年度は、初市１万5,000人、盆踊

りが１万5,000人、もったいない市2,500人、キャ

ンドルナイトが６月2,000人の12月で4,000人、約

４万人の人出がありました。 

  このようなお祭り、イベントが今後も楽しく盛

大に開催される祭りの広場等の整備も計画に盛り

込まれているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 計画の中で、西口、東

口、それから連絡橋というふうなことで一体的に

整備をするというふうに考えておりますので、広

場等につきましても、今までのいろいろお話を伺

った経緯、それから今後、地元の方々あるいは利

用者の方々から、先ほど来繰り返し申し上げて恐

縮でございますが、地元の方々からご意見をいろ

いろ拝聴いたしまして、可能な限り、事業計画と

いいますか、そちらに盛り込んでいきたいという

ふうに考えております。 

  現在のところ、具体的にどのような広場といっ

たものは、全く、計画では考えているところはあ

りますけれども、具体的なことはございません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、商工サイドにつ

いて再質問させていただきます。 

  駅前活性化委員会が、黒磯公民館地区、車座談

議の協力を得て、実施した黒磯駅前まちづくりア

ンケートの集計結果を平成23年度は、どのように

利用、活用したのかお伺いいたします。 

  また、今後このアンケートは続けていくのかを

お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 先ほど駅前活性化

推進懇談会、今回のこの駅前広場整備に当たりま

して、地元の方々の意見を拝聴するという形で組

織してございます。 

  昨年の２月から今回まで、今回といいますか、

11月24日が最終だったのですが、震災等もありま

して、できるだけ細かく開催しようということで

はあったんですが、結果的に４回実施してござい

ます。今後もこれは継続していくわけでございま

すが、その中で、地元の方、商店街あるいは車座

談議も含めまして、地元の方が９人、それからＪ

Ｒ黒磯駅、東野交通の黒磯営業所のそれぞれお一

人、それから商工会、観光協会、あと市のほうの

職員ということで、18人で懇談会をずっとやって

きております。 

  その中で、今、議員からご質問がありましたア

ンケートにつきましては、地元の活性化委員会の

ほうで実施したということでございます。この懇

談会の中でも、当然、駅前広場整備に向けての地

元の意向、要望を聞くというのも一つでございま

すが、それにあわせまして、駅前通りの活性化で

どういうふうにつなげていくかということも話し

合っておりまして、そのどうするかの中に、今の

アンケート結果が、やはりアンケートの中で、駅

前通りの現状につきまして、楽しくないとか、魅

力がないとか、活気がないというふうなご意見の

回答が多かったということで、逆に言うと、それ
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らを解消するのが活性化につながるのではないか

というふうな形で、ずっと検討、その分析なり解

決策はないかということで話し合ってきてござい

まして、これについては、先ほど言いましたよう

に、これをもとにするのが、今後の方策を考える

のにはいいのではないかというふうなことで、皆

さん、お考えでございますので、これを検討につ

いては続けていくということです。 

  必要があれば、さらにアンケート等についても、

地元がやるか、私どもがやるかは別にしましても、

考えていきたいというふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） 最後に１点お伺いいします。 

  来年度も、駅前広場整備については、ソフトの

部分は商工観光課、ハードの部分は建設部が所管

するという基本方針に、変わりはないかお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） はい、基本的な考

え方は、先ほども言いましたように同じでござい

ます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） ぜひ地元の人たちと十分に

話し合いをしてもらい、すばらしい開発を望んで

おります。 

  このことを要望いたしまして、次の項の質問に

入らせていただきます。 

  東口整備には東西連絡橋の整備も必要不可欠だ

と思います。平成23年度に実施した東西連絡橋の

長寿命化の結果をお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 23年度に実施をいたし

ました東西連絡橋の点検結果ということでご質問

いただきました。 

  今年度、通路の点検を実施いたしましたところ、

鋼材部及びコンクリート部の全般にわたりまして、

亀裂、破断等の発生もなく、早急な補修工事の必

要はないとの結果でございました。 

  そのような結果を踏まえながら、新幹線の高架

下から高圧線の上を通過する複雑な構造でござい

ますので、階段も多いというようなことで、安全

の面からも制約を受けるところがございますが、

可能な限りバリアフリー化を図る必要があると考

えておりますので、今後、整備計画の策定の中で

検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） ぜひ東口整備もよろしくお

願いしたいと思います。豊浦コミュニティ創立30

周年を迎え、さらなる発展のため東口の整備は必

要不可欠だと思います。 

  豊浦の玄関口としてのさらなる整備を要望いた

しまして、次の項の質問に入らせていただきます。 

  ４、総合計画後期基本計画について。 

  総合計画基本計画に市民アンケートはどう生か

されたのか、以下の点についてお伺いします。 

  ⑴まちづくりのアンケートの結果の概要をお伺

いします。 

  ⑵後期基本計画の策定に、アンケートによる市

民ニーズや意見をどのように反映したのかお伺い

します。 

  ⑶今後５年間で優先的に取り組んでほしいこと

の設問では、雇用の促進が最も多い609ポイント

だったが、今後の具体的な取り組みをお伺いしま

す。 

  ⑷まちづくりのアンケート結果と市長のまちづ

くりがどのようにリンクするのかをお伺いします。 
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  ⑸今後、このようなアンケートを継続的に実施

する計画はあるのかお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 総合計画基本計画につ

いて順次お答えいたします。 

  まず、アンケートについては、平成22年６月に

実施し、前期基本計画の施策に対する満足度や重

要度、今後、優先的に取り組む課題等について、

調査対象１万人のうち3,376人の市民の皆様から

ご意見をいただきました。回収率33.76％という

ことでございます。 

  アンケートの結果から、満足度が低く、重要度

が高い施策及び優先的に取り組んでほしい施策に

は、雇用の促進、行財政改革の推進があり、ほか

には、子育て支援の充実、高齢者福祉の充実が上

位を占めました。 

  次に、後期基本計画の策定に、アンケートによ

る市民ニーズや意見をどのように反映したかにつ

いてですが、前期基本計画の38施策のうち、15の

施策について、満足度が低く、重要度が高いアン

ケートの結果となりました。 

  これらの施策については、庁内の策定委員会の

中で検証を行い、後期基本計画において重点的に

取り組むべき課題として位置づけたところであり

ます。 

  今後５年間で優先的に取り組んでほしいとの設

問で最も多かった雇用の促進の今後の具体的な取

り組みについてですが、本市の地域資源を活用し

た農観商工連携事業の推進や、企業立地の促進な

どにより、地域経済の活性化及び雇用の促進を図

ってまいります。また、体制強化のため、商工観

光課内に雇用推進室を設置し、重点的に取り組ん

でまいります。 

  次に、まちづくりアンケート結果と市長のまち

づくりがどのようにリンクするかについてですが、

アンケートは、行財政改革の推進、子育て支援の

充実、高齢者福祉の充実の施策が上位を占めた結

果となりました。これらの結果も踏まえ、これま

での行財政改革と集中行財政プランの一本化した

ところの行財政改革推進計画を本年度策定し、行

政改革を一層推進していくとともに、子育て支援

や高齢福祉への地域ぐるみの取り組みを行ってい

くことで、暮らしの安心、安全、安定を確保して

いきたいと考えております。 

  最後に、今後このようなアンケートを継続的に

実施する計画はあるかについてですが、継続的に

実施するかについては、今後、検討してまいりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、随時再質問をさ

せていただきます。 

  調査対象者１万人のうち3,376人の回収結果の

数字を当局はどのように判断したかお伺いいたし

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 前回、17年合併当時に

行ったやつでは、42.16％が回収率でございまし

た。そういった意味では、今般のやつは回収率が

低いのかなというふうに思います。 

  ただ、38施策全般にわたって設問があったもの

ですから、なかなかボリュームがあり過ぎたかな

という部分もありました。中には庁舎建設等も入

れてございましたので、そんな関係でございます。 

  ただ、統計学上言えば、10万人規模のアンケー

トでは1,500人程度が適正であると。それ以上に

なっても傾向は変わらないという状況にございま
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すものですから、数字的には妥当な数字が導き出

されたんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、後期基本計画に

も市民アンケートから重点的に取り組むべき課題

が検証されたと思います。 

  当局が、このアンケートに対し、どのくらいの

信頼性、満足度を得たのか、もう一度お伺いいた

します。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 当方、担当としての満

足度というよりは、どちらかというと市民の那須

塩原市の施策に対する満足あるいは今後進めるに

当たってどれを優先していくかというアンケート

でございましたものですから、そんなような内容

でやったところです。先ほどご答弁申し上げまし

たように、雇用の促進とか、あるいは行財政の改

革、子ども、高齢者の福祉等に重点的にやってく

ださいよというのがその結果でございました。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、３の項なんです

が、雇用促進についてなんですが、609ポイント

として、すぐやってもらいたい、優先順位も高く

なっているところは、十二分に理解はできること

ですが、今回、雇用促進室の具体的な内容をお伺

いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 改革としての位置づけ

として、私のほうからお答えいたします。 

  従来から言っておりますように、農観商工連携

事業の取り組みを強化することとあわせて、どち

らかというと国・県の事業でありましたいわゆる

ハローワーク的な部分も含めて、またＵターン者、

若者の就労等々の援助等も含めてこちらのほうで

やるということでございます。担当するというこ

とでございます。 

  そのほか、企業立地といいますか、勤める場所

がなければならないということでございますので、

一定の、税制優遇までいくかどうかはわかりませ

んが、誘導としての新たな施策を加えつつ、そう

いった工業団地の工業の誘致という形じゃなくて、

企業全般的な誘致をこの高速交通網があります、

新幹線もあります、高速道路があります地の利を

生かした形の中で誘導していきたいという部署で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） それでは、最後に１点再質

問をさせていただきます。 

  行財政改革推進計画と市長のマニフェスト、暮

らしの安心、安全、安定の整合性についてお伺い

いたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 市政方針でも市長のほ

うからありましたような暮らしの安心、安全、安

定まで含めてでございますが、そういったたぐい

のものは、全般的な施策、特に今般については放

射能対策等々が優先してということになるわけで

ございますが、それらとあわせて、特に行財政改

革においては、人員計画等の計画も新たにつくっ

て、新たにというか、今般ご審議いただく形にな

っているかと思うんですが、そういった適正化計

画も含めた形、また合併後、二重になっている施

設等の点検等も行いつつ、経費の削減に努めなが
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ら、新たな市長が言う市民の安心、安全につなが

るような施策を展開していくという中で、当然な

がらリンクしているという形でございます。基本

的には、両輪というような位置づけになってござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） １番、櫻田貴久君。 

○１番（櫻田貴久君） ご答弁、ありがとうござい

ました。 

  ドラッカーいわく、真のリーダーは、人間のエ

ネルギーとビジョンを創造することが、みずから

の役割であることを知っている。リーダーシップ

とは信頼を得るということから、ぜひ阿久津新市

長には、強いリーダーシップと那須塩原市の高い

ポテンシャルを十分に活用し、市政の運営に努め

ていっていただきたいと思います。 

  また、このたび３月をもって、定年退職をなさ

れます職員の皆様方には、市政発展のためご尽力

を賜り、誠にありがとうございました。第二の人

生も、明るく、楽しく、元気に、そして穏やかに

お過ごしください。 

  これで、私の市政一般質問を終了させていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で、１番、櫻田貴久君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 早乙女 順 子 君 

○議長（君島一郎君） 次に、16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） では、早速、１番目の

市長の公約と市政運営についてから質問いたしま

す。 

  市長は、選挙で、「現状維持の市政で、将来、

子どもたちにこのまちに生まれてよかったと言わ

せることができますか。個性ある市政（変革）を

実現します」と表明し、５つの公約を掲げていま

した。この表明と公約が今後の市政運営の基本と

なると思われますが、それらが書かれております

認証選挙ビラからは、具体的なことはわかりませ

んでした。 

  また、その選挙ビラと、選挙中、私のところに

同封されて郵送してきました変革を実現する会の

ビラは、市長の公約と似た表現があり、市長のビ

ラより少し具体的で、よしあしは別として、何の

ことかはわかるような内容でした。 

  そこで、市長が、何を公約し、何をどう変革し

ようとしているかお聞きし、今後の市政運営の方

向がどこに向かおうとしているかを具体的に確認

いたします。 

  そこで、お聞きいたします。 

  那須塩原の現状をどのように認識しております

か。その上で、現状維持ではなく変革を実現する

とは、具体的にどのようなことを選挙中言ってい

たのでしょうかお聞かせください。 

  ②公約１から、公園などの放射能測定、除染の

強化、健康調査体制の充実、食品安全検査の徹底

促進とは、具体的にどのようなことを行おうとし

ているのか伺います。 

  ③公約４から、行政改革として掲げている内容

が、市長の給与カット、幹部職員公募制度導入、

無駄の削減徹底とありますが、これが行政改革の

内容では少し寂しいような気がします。行政改革

を行おうとする市長の理念、方針をお聞かせくだ

さい。 

  また、幹部職員公募制度導入前に国から職員を

派遣してもらったのはなぜでしょうか、私が理解

できるようにご説明ください。 

  ④地方と国の関係、市の役割と県の役割をどの

ように認識していますか。 
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  また、二元代表制の市長と議員のあり方をどの

ようにとらえているかお聞かせください。 

  ⑤公約５から、医療の充実、体制強化、子育て

支援、障害者の支援、児童虐待・犯罪被害者への

支援、産業廃棄物の処理施設立地、搬入等の規制

強化とは具体的にどのようなことを行おうとして

いますか。 

  ⑥市長を渡辺善美代議士が支援したのは、アジ

ェンダが同じだからと報道されていました。市長

の行動が市に及ぼす影響はとても大きいものです。

そこで、市長と市長の持っていると言われるアジ

ェンダ、渡辺代議士とどのように同じなのかを聞

かせてください。 

  以上で第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） ふだん余りしゃべる機会

がない質問をいただきまして、ありがとうござい

ます。ぜひ意のあるところを今からお話ししたい

と思っています。 

  まず、市の現状をどのように認識しているか、

変革を実現するとは具体的にどのようなことか、

この点について、これは、ほとんどお話ししたこ

とはございませんが、基本的にこれが県議病と言

われるとそれまでなんですけれども、長い県議生

活を通して体にしみついた思い、理念、こういう

ものを冒頭ちょっとお話しさせていただきますと

いうのは、この点について一番最初に申し上げた

いのは、バブル崩壊後、栃木県は、30％以上、１

年ちょっとで税収が落ち込みまして、そのときに

いろいろ勉強していたんですけれども、栗川前市

長に市はどうだと聞いたら、五、六％だと。税の

体系はこんなに違うものなんだなと思っておりま

したが、全国の都道府県、一律似たような税収の

落ち込み、３分の１なくなるわけですから、並の

ことでは時代の運営が難しいというようなことで、

早急に行ってきたのは、栃木県と同じ群馬、岡山

両県を訪問して、何をやっているか、こんなこと

を調査いたしました。 

  このことがきっかけとなって、このままではや

はりいずれ市町村も似たようなことが起こるんで

はないかと思って、今回の立候補に当たっての公

約をつくる原点になったのはそういう事件でござ

います。 

  特に、これは余談ですけれども、本市出身の昔

の県議が、税が30％落ちるというのは、過去、県

議会ができて、130年、全く経験のないこと、と

ころがあったんです。昭和２年から９年までの間

に約40％落ちたときに、この那須塩原出身の県議

が、うちのほうは、娘を奉公に出して、あすの生

活をつないでいるという発言が県議会の議事録に

あって、これはこのままいったらとんでもないこ

とが起こるのではないかと、そういうことを強く

肝に銘じて、一大行政改革を行わなければいけな

いと、こうかたく決意をしたのがスタートであり

ます。 

  時を同じくして、ほとんどの全国の都道府県で

もこの行財政改革に足を踏み入れて、栃木県も、

平成21年度から、実行に移ったのは22年度から、

３年間の限定つき、給与のカット、人員の削減あ

るいは予算の大幅削減、こういうものに徹底して

取り組んでおりますが、こういう思いが毎日の活

動にあって、市長に立候補しても、同じ社会で同

じ栃木県の同じ那須塩原なので、必ずこういう厳

しい思いを持っていないと市民に信頼される市政

運営は難しいのではないかというふうに思ったの

が実情でありました。 

  そこで、これは今冒頭に余談を申し上げました

けれども、最初の質問に続いての答弁をしたいと
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思いますが、東京電力福島第一原子力発電によっ

て、現在、放射性物質による環境汚染が広がって

おりますので、放射能対策を最優先に実施し、市

民の暮らしの安心・安全に対する脅威を取り除く

必要があると思って公約に盛り込んでおります。 

  特に、子どもを持つ親の不安は払拭したいと考

えております。 

  さらに、風評被害を初め、多大な被害を受けて

いる農業、畜産業、観光業などの産業を再生して

いかなければならないとも考えて決意していると

ころです。 

  一方で、本市は、日本有数の自然エネルギーの

宝庫であるとともに、農畜産物の一大生産地でも

あり、首都東京にも近く、位置的にも恵まれた地

域特性を有しております。これらの強みを生かし、

特色のある行政サービスを提供していきたいとも

考えております。 

  本市は悪いところばかりではありません。先ほ

ど櫻田議員の質問にあったように、いわゆる都市

としての厚み、持続性、これは郡山あるいは茨城

の県都水戸を上回る資質を持っておりますし、あ

るいは先日、新聞をちょっと見たら、１月の人口

で宇都宮より人口がふえているのは那須塩原、県

内随一の人口増の市でありまして、非常に高いポ

テンシャルも兼ね備えていると、こういうことで、

私は、夢を描いて、市長選にこれらの公約を発表

してきたところであります。 

  また、②の公園などの放射能測定、除染の強化、

健康調査体制の充実、食品安全検査の徹底とは具

体的にというお尋ねですが、公園などの放射能測

定、除染の強化については、都市公園、市営住宅

などの空間放射線量を測定し、毎時１μSv以上の

箇所での局所的除染を行います。また、モデル地

区を指定し、その地域に対して、物品の対応、除

染経費の補助を実施いたします。 

  健康調査体制の充実では、市内、15歳までの子

ども全員に、ガラスバッジによる放射線の積算外

部被曝量調査を実施いたします。さらに、これも

公約ですが、ホールボディカウンターによる内部

被曝量測定を行い、二重の安心を確保したいと考

えております。 

  食品安全検査の徹底については、小中学校、保

育園、幼稚園の給食用食材や市民から持ち込まれ

た食品の放射線測定を実施してまいります。 

  また、③の行政改革を行おうとする理念の方針

でありますが、少子高齢化が進行する中、本市の

財政状況はますます厳しくなることが予想されま

す。このような状況の中で、市民に対する行政サ

ービスの維持向上を図るためには、市役所におけ

る事務事業のパフォーマンスを上げていく必要が

あり、そのためには行政改革を断行していかなけ

ればならないと考えております。 

  また、幹部職員公募制導入前に国から職員を派

遣してもらったのはなぜかについてでありますが、

公募制を導入するに当たり、内閣官房行政改革推

進室に勤務し、国家公務員制度改革基本法制定に

深く携わるなど、公務員制度改革に造詣の深い職

員が必要だと判断したためでありまして、特に激

しい選挙戦の後、私だけがすべてに指揮をとって

いくと、こういうことでもちょっとまずいかなと

いう思いで、こういうしがらみのない方に公平な

目で市庁舎内を見ていただくという必要も感じて、

そういう判断のもとに登用させていただきました。 

  また、④の地方と国の関係、市の役割と県の役

割について、その認識についてお答えいたします。 

  これは、国と地方とは対等のパートナーシップ

の関係へと転換するべきであり、また各関係の法

的なものもどんどん整備をされてきておりますの

で、明治以来の中央集権体質から脱却する必要が

あると思っております。市の役割は、地域の特性
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を十分に踏まえ、市民に対して適正な行政サービ

スを持続的に提供することにあり、市では十分に

提供できない行政サービスを補完的に担うのが県

の役割だと考えております。 

  また、二元代表制の市長と議員のあり方をどの

ようにとらえているかについてもお答えいたしま

すが、これは、市長は、執行機関において唯一市

民により選挙で選ばれた存在であり、市民から信

託を受けた者として、市役所が、市民のために十

分なサービスが提供できるよう経営する役割を担

っております。一方、市議会は、市民により選挙

で選ばれた市議会議員から構成され、市の行政が

適切に行われるよう監視するとともに、予算や条

例などの市政を推進する上で、重要な事項を議決

する機関として、役割を担っていると認識してお

ります。両者は、お互いに独立した立場にありな

がら、協力して、よりよい市政運営を行い、市民

生活の向上に努めることが期待されていると思っ

ています。 

  ⑤の医療の充実、体制強化、子育て支援、障害

者の支援、児童虐待・犯罪被害者への支援、産業

廃棄物の処理施設立地、搬入等の規制強化とは具

体的にどのようなことを行うのかと、こういうこ

とのお尋ねにもお答えしたいと思いますが、もち

ろん公約に掲げたものは、これは、全部本当は詳

しく言えば、実行計画的なものまで備えるべきな

のかもしれませんが、極めて短期間の選挙であっ

たということでもありまして、ふだん自分の心に

抱いているものを列挙させていただいたわけであ

りますが、今後は、これらについては、庁内でプ

ロジェクトチームを立ち上げるなどして、早急に

政策の詳細を検討して、必要に応じて６月以降の

議会に諮っていきたいと考えております。 

  次に、６番目のどのようなアジェンダが同じな

のか、渡辺みんなの党代表の所属するアジェンダ

と方向性がどうなのかということでありますが、

このアジェンダ等については、ほぼ同じ方向で私

はやってまいりました。 

  例えば、これは、次元的なものに先ほど触れま

したが、公務員の人件費削減等を初めとするいわ

ゆる行財政改革、政治主導による行政経営、再生

可能エネルギーの利用促進による緑の成長、地域

の実情に合った少子化対策、個性を重視した国際

時代に相ふさわしい人材の育成などが挙げられて

おりますが、これらは、昨年の震災直後の県議選

等でもほぼ同じようなアジェンダを掲げて当選さ

せてきた一人でもありますし、時間的なもので極

端に書いたというようなことは何もありません。 

  以上で第１回の答弁にかえます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） では、ただいまから再

質問する前に、市長も一言お述べになっているの

で、私も、先ほどなぜ行政改革を断行しようかと

思ったということですので、そのことについて私

も一言感想を述べさせていただきます。 

  栃木県の財政を悪化させた原因、それは、知事

が公約で本当に約束しまくりましたので、とても

あった財調を取り崩し過ぎて、財政悪化にまでさ

せてしまったというのが一番の原因でないかなと

いうふうに、県民としてはそういうふうに判断し

ております。 

  那須塩原は、ある程度、そこまで、県のような

ひどいところまで、財調を取り崩してまで、何か

やるということをしてはおりません。それは、私

たち議員がちゃんとチェックしておりますので、

そこまで悪化していないということを現状として

お知らせしてから再質問に移ります。 

  そして、こういうやりとりをしていますと、ど

なたかから、通告外だとかというふうに言われま

すので、ぜひ私の聞いていない質問は結構ですの



－223－ 

で、時間も押していますので、私の持ち時間も40

分ですのでそれ以内でやりたいと思いますから、

端的に次から再質問はお答えいただければ結構で

す。 

  再質問をいたしますけれども、先ほどのどのよ

うな、那須塩原の現状をこういうふうに認識して

いるというのは、栗川市長が認識していたことと

同じようなんだなというふうに思いますので、そ

こら辺はわかります。 

  現状維持ではなく変革をどのようにするかとい

うところが、やはり今聞いたものでも具体的なも

のがわからない。時間がなかったからといっても、

もう少しどんな方向で具体的に変革したいのかを

聞きたかったなというふうに思います。公約を見

てもやはり具体的でないんですね。 

  そこで、私のところに、選挙のときに中央町あ

てに送らされてきた、我が家に送らされてきた選

挙ビラ１号の中に一緒に同封されていた変革を実

現する会のビラ、その内容が、少しは具体的な表

現があったんです。その表現というのは、市長の

法定ビラと一緒に送らされてきたものですから、

公約と同じというふうに、私は市長の公約イコー

ルなのかなというふうに思ったんですけれども、

そのように認識してよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 変革を実現する会のビラ、

これについて作成段階から私が目を通したという

ことはありません。私の公約を見ながら、勝手に、

勝手にという表現は余りよくありませんが、つく

ったものと私は認識しておりますので、おおよそ

のところはもう似ていると思っています。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） じゃ、おおよそのとこ

ろが似ているということで、どこが似ていて、ど

こが似ていないのか、ちょっと確認をさせていた

だきますね。 

  そのビラの中で、被災者追い出しというような

とても過激なフレーズがあって、市長のもちろん

チラシのほうにはそういうものはなかったんです

ね。原発事故が起きた当初、アメリカは80km、フ

ランスは100kmでしたか、自国民とか関係者は避

難させています、海辺に来た艦隊もバックしまし

たからね。そのときに栗川市長は、那須塩原、福

島原発からここは100kmです。ですから、那須塩

原市民を連れて避難しなきゃならない事態まで想

定していたんです。そういう話になって、私と話

をしたことですので、そうなってきたときには、

福島から逃げてきた人を私が想定して何かしてい

るんじゃなくて、そういうこともあり得る場所だ

ということの認識ですよ、私もそういう認識でお

りましたから。それで、それは、だから逆に先に

送り出すと、避難してきた人を先に送り出さなき

ゃならない事態もあるというふうな、私も、そう

いうふうに実際に自分に相談された人には、ここ

にとめ置くのではなく、小さいお子さんがいる人

は、先に出さなきゃならない地域かもしれないと

言った覚えがあるのでよく覚えています。やはり

消防団をやっていた方ですので、そういう危機管

理能力はあったんだなというふうに、そのときは、

私は思いました。そして、でもその後、被災者を

支援しているときに、消防団の方たちと同じよう

に、自分は一々こういうことをやっていますとい

うことはＰＲせずにいました。栗川市長は、政治

家にしては、受けのいい言葉とか言いわけとかは

せずに黙々と仕事をする人でしたので、それでで

きないこと、無理なことは真摯にできないという

ふうにおっしゃいますので、何もしていたわけで

はないというふうに私は認識しております。 

  でも、余りＰＲ、先ほどもどこかでありました
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よね、余り那須塩原市長を初め執行機関もＰＲが

上手でないので、那須塩原は何もしていないとい

うふうに思われがちです。それで、職員も肩身の

狭い思いをさせているんだというふうに市長は思

ったんでしょうか、栗川さんは、いわれがない批

判であっても、批判は１人で受けていました。だ

から、被災者追い出しというふうに栗川市政への

避難は今回の選挙にまで使われていたように思え

ます。栗川市長とかそのとき対応に当たっていた

職員の名誉にもかかわりますので、阿久津市長も、

そのチラシとほぼ同じ、おおよそは似ているとい

うふうにおっしゃっていましたけれども、阿久津

市長もそのような認識をなさっていたのか聞きた

いです。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 今、両方のそのビラはど

ちらも持っていないのでおおよそと申し上げまし

たが…… 

〔「お見せします」と言う人あり〕 

○市長（阿久津憲二君） いや、見なくても……。 

  これについては、私の判断の基準になったのは、

下野新聞の十何項目かな、あれの中で、取り組み

について極めて不備があったと、この項目が多分

10項目ぐらいあったんだと思いますが、これは県

内としては断トツで不備のあった市と、これはマ

スコミの報道ですけれども、そういうものでしか、

私は、県会議員ですけれども、市役所から何の報

告も受けたことはありませんし、県市連絡会で、

社会資本の整備をお願いしますみたいな話はあり

ますけれども、どう対応したかというのは、多分

この県議選と一緒の時期だったということがあっ

て、何の報告もないので、新聞を見ながら、状況

を判断していたというのが実情です。 

  そんなことがあって、私の基本となっているの

は、現状維持の市政で、将来、子どもたちに、

「このまちに生まれてよかったか」と、こちら側

の私のビラなんですよね。だから、あとはこの実

現する会、おおよそでは似ていると申し上げたの

はそういうことで、これを２枚、自分のビラさえ

余り見る暇のない選挙戦みたいなことで、本当、

責任がないような話をするわけではありませんが、

朝、起きると朝礼、あとは突っ走って、夜は夕礼

みたいな感じで、物をじっくり読みながら、物を

じっくり判断しながらの選挙戦ではなかった。で

も、これまで培った自分の信念というか、そうい

うものについては、忠実にお話しするところでは

話してきたというふうに理解をいただきたいと思

います、答弁になっているのかなっていないのか

わかりませんけれども。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 今の休憩中に、警戒本

部は３日で閉鎖されたじゃないかという抗議も市

民から受けましたけれども、今、確認いたしまし

たら、警戒本部は、最初から規模的なもので考え

ると、警戒本部が設置されるのではなく対策本部

であって、対策本部はいまだに閉鎖されていない

状況だと。 

  先ほど市長が、断トツで不備があった、それは

なぜかというと新聞報道からだ。新聞報道になる

のは、やはりマスコミにとってとても書きやすい
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ものとかがあって、それ以外のところはほとんど

載らないということがあります。 

  １つは、この間の下野新聞の報道を見ましても、

那須塩原のは本当に何もできていなかったという

ようなことですけれども、県の要請の不十分さで

対応できなかったことまで市の責任とされている

ような、一度非難の対象となると行き場のない憤

りをぶつける対象となってきます。今回の震災で

は、市役所の職員が行き場のない怒りをぶつける

対象となりました。混乱の中、起きた、先ほども

毛布がなかったのではないか、それを準備するの

が、混乱の中、できていなかったということもあ

ったでしょう。もちろん、完璧な対応が、那須塩

原ができたというふうには私も思っておりません。

至らない点が多々あったでしょう。でも、新聞で

報道されているほどすべての対応が悪かったとも

思えませんし、何もしていないというふうに私自

身は思っていません。 

  今回、福島原発があって、県を越える広域避難

の一義的な受け入れは栃木県にあります。今回、

県の受け入れ対応の不備が、県に協力する市町村

にもしわ寄せが起きていたのではないかなという

ふうに私は思います。地震だけでしたら大規模な

広域避難はなかったですし、原発事故だからその

ようなことが起きたのでしょう。原発立地県の福

島県でさえ、広域避難は防災計画で想定されてお

りません。ですから、原発がない栃木県が混乱し

たのも、仕方がありません。ですから、県に不備

があっても、那須塩原市は黙って協力していた、

そういうことではないのでしょうか。 

  被災者や市民にその対応の不十分さを指摘され

ているのは私も真摯に受けとめます。でも、市だ

けに責任を負わせて、県の責任を追及しなかった

市長、県議であったんですよね、何の報告もなか

ったというせりふを吐いてはほしくなかったとい

うふうに、公僕として災害の対策に真摯に向き合

って、自分の身を省みず、仕事を優先して犠牲と

なったとしか思えない人もいます。現在も公僕と

して仕事している職員の士気を保つためにも、私

は、市民が批判されるたびに、非難されるのは職

員だけではない、市議として至らなかったという

ふうに私は自分自身も責任を感じております。市

長も、他人事に批判するのではなくて、ぜひ県議

として那須塩原を支援できなかった一人として、

一緒に私も批判を受けます。市長も一緒に批判を

受けていただけたらというふうに思います。 

  時間がなくなりますので、次に移ります。 

  先ほど公園などの放射能測定、除染の強化を公

約に掲げていましたけれども、市長がかわったぐ

らいでは、この放射能の問題は解決するものでも

ありません。公園などの放射能測定は那須塩原で

も既に行っております。除染の強化とは何のこと

だか、私たちも本当に頭を悩ませています。具体

的に除染の強化とは何のことをイメージしておっ

しゃったのか聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 先ほどの質問で答弁漏れ

がありますが、余りバックバックしていくと前に

進みませんので、除染の強化、これについては私

も専門家ではありません。ただ、汚染された地域

をどうしてクリーンにしていくかというのが究極

の目的で、これについて何をやるか、これがもう

今の政策の課題になっているわけでありまして、

本来は全部除染するのがいいんですけれども、具

体的にはそうはできません。経費の関係、国との

関係、そういう形の中で、今、市がとっている、

またこれからとろうとしている、そういう対策で、

これが象徴的と言えば象徴的になりますが、除染

の究極は、健康にどのぐらい被害を及ぼしている
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かというのが、究極の被害あるいは判断材料とな

ると私は感じておりましたので、経費はかさみま

すけれども、ホールボディカウンターで真実を知

りたいと、こういう思いで除染対策の行き着くと

ころ、やっぱり内部被曝、これに対応するための

内容だったということで今進んでいると認識をい

ただきたいと思います。 

  それから、ともに批判を受けようということが

今ありまして、これは、答弁は求められておりま

せんが、昨年の県議会、被曝の緊急の臨時の県議

会が開かれました。その中で、３名が選ばれて、

今回の震災に対する質問戦があったわけでござい

ますが、私も、そのとき、５月だったのですが、

当選直後の議会で、今回の災害は、あるまた深い

事情があって、栃木県も3,000億円とも4,000億円

とも言われている被害を復旧するだけではだめで

すよ。すぐお隣あるいはすぐ隣県の被曝して避難

する皆さんを温かく迎える準備しなさいと知事に

県議会の議場で迫って、知事から３万人ないし５

万人の受け入れについて、これを具体的にやると

いう答弁いただいて、それが大きく新聞に載った

のを記憶しておりますけれども、そんなこともあ

って、避難の体制あるいはそういうことにも２本

立てですよ。受け入れることとみずから避難を解

消していくこと、この２本立てでいかないと、今

回の災害の目的は人道的な意味でも解決できない

と、そんなことを知事に迫ったことも今思い出し

たので、さっきの質問の答弁の一環になるかと思

いますので、お答えさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 放射能対策の部分のと

ころを進めていきます。 

  市では、公園等とか放射能測定、市の所管する

公園等をすべてやっています。やっていなかった

のは県なんです。那須野が原公園です。市民が、

県に対して測定するよう、測定結果を公表するよ

うに、放射能汚染の高い那須野が原公園を校外活

動には利用しないように、除染するように市民が

申し入れています。でも、それを県は聞き入れて

くれませんでした。それで、私たちは、12月議会

で議会として意見書を決議して、県に申し入れを

しました。ですから、そんなに那須塩原はやって

いないわけでもありません。そして、逆に那須塩

原ではなく、県のその対応が問題ではなかったの

かというふうに思っています。 

  那須塩原市がとっている程度の対策、県の所管

する公園でも直ちにとっていただけるように、県

に対して強く要求を市長からしていただけますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 那須野が原公園の除染、

これについては、栗川市長の葬儀、市民葬の席で

緊急にどうしてもやらないわけにはいきませんよ

と申し入れたのは私です。 

  そのために、16日の新聞に、知事が記者会見を

して、12月16日か17日の新聞に、那須野が原公園

の除染についても、でき得る限りこれを県がやる

と、こういう回答でありましたが、現在、手がつ

いておりませんけれども、そういう経過も承知し

ておりますので、これらの除染等については、も

う早急にもう一度確認、お願いをさせていただき

たいと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 私が言っているのは１

月の話ではなく12月です。12月のときに何も県の

ところでは対応してくれていなかった。測定さえ

公表していなかったという状況でした。 

  それで、ですからきちんとその辺は除染をする

ようにとかという申し入れも市議会として12月の

時点で、今、市長は私がとおっしゃいましたけれ
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ども、私たち議会は12月の時点で申し入れをして

おります。 

  那須野が原公園の安全性が確認され、保護者の

理解が得られない状態では、校外活動は見合わせ

るように、那須塩原市内の学校や保育園、幼稚園

などに徹底していただけないでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 私、今１月と言ったんで

すか。 

  私、12月15日に知事に直訴をしたら、１日か２

日後の新聞に、やっていくという新聞記事、下野、

何日だったかわかりませんが、那須野が原あるい

はだいや川あるいは真岡の井頭、こういうもの、

県の大きな公園については、県がやらせていただ

きたいという記事が出たものですから、ちょっと

安心していたのが12月16日か17日だと思います。 

  そんな状況で、もちろん議会が要望したことに

ついても承知しておりました。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 今、市長、どういう状

態になったかわかりますか。 

  新聞記事にも載らないし、市長が何もやってい

ないに等しい状態にしか、私は認識しておりませ

ん。私たちは新聞に載ったから知事に申し入れを

した。それは、皆さん、知っています。でも、市

長がした。だから、そういう状態にみんななるん

です。ですから、別にどちらが早いとかなんとか

ということは言いませんけれども、そういう状況

なんだということはご理解しておいてください。 

  それで、県内の校庭の…… 

〔発言する人あり〕 

○１６番（早乙女順子君） 黙っていてください。 

  那須塩原のところの除染のスタートするときに、

栃木県知事は、県内の校庭の空中線量が毎時3.8

μSv以下であったとして安全宣言を出しましたよ

ね、１回。そのときに県がやった測定で、那須塩

原の校庭、毎時１μSvを超える校庭があったんで

すよ。そのときに知事は、3.8で安全宣言なんか

出しちゃったんで、うそと思ったんですけれども、

その後、福島の保護者の方たちが、それはないで

しょう、毎時3.8μSvというのは、年間20mSv、直

ちに避難しなきゃならない値、それを子どもに与

えるなんて、そんなおかしいということで、年間

１mSv、毎時１μSvを超える校庭は除染するとい

うふうにかち取ってきました。それを聞いて、知

事は、やっと自分の言ったことに気がついたのか、

補助金のためか、校庭で除染の費用は福島県と同

様に出すようにという申し入れを国にしておりま

す。 

  ですから、那須塩原は思ったより県に振り回さ

れているんだということを認識しておいていただ

きたいなというふうなことで、今の事例は出しま

した。 

  それで、本当に那須塩原はそんなに放射能対策

がおくれている、私は、おくれているのではなく

てやりようがない、こんなに苦しんでいるのにと

思うんですけれども、本当におくれているという

ふうにご認識ですか、今でも。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） もしおくれているとすれ

ば、おくれないように頑張っていきたいと思って

います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 那須塩原市では、原発

事故後、放射性ヨウ素がすごく高い時期があった

んです。そのときに、保育所とか幼稚園に、屋外

での活動を制限する通知も出してもらいました。

これはすごく大切なことで、外部被曝、内部被曝、
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両者を避ける対策です。これこそ本当に再優先す

べき対策だったんです。この対策をすぐに子ども

課はとってくれました。こういうものは早かった

というふうに、私は評価しております。 

  ですから、決して遅くはない、早くはない、本

当に悩んでいるんだというところをきちんと認識

してください。 

  次に、県の有識者会議の鈴木座長がホールボデ

ィカウンターの導入を口にしております。県の有

識者会議で、市町村との役割分担で対策を行うと

いうふうに会議録には載っているんですけれども、

どんな対策を役割分担するのかは示しておりませ

ん。 

  そこで、市がそのホールボディカウンターをス

クリーニング的に使って、県が精密検査をすると

いうような役割分担するようにというふうに提案

することはできませんか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 市長にという議員

のあれなんですけれども、私のほうからお答えさ

せていただきたいと思います。 

  現在、予定しておりますホールボディカウンタ

ーについては、市長の公約ということで今回の24

年度の当初予算に載せさせていただいた。やり方

については今後のことということになります。県

のほうでも、10日、11日に一部やります。それの

結果を見て、県のほうの方針というものも出てく

ると思いますので、当然そこら辺のところは整合

性を図りながら具体的な計画に練り上げていきた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 先に質問を進めます。 

  食品安全検査の徹底促進という公約があります

けれども、そこのところで、うん、さて何のこと

なのかなというのがやはりわかりません。 

  先ほどお渡ししたビラの中では、事前食材検査

を行うというふうに書いてあったんです。それを

市長はお考えかどうか、それはそのビラだけのこ

となのかどうか、それだけ確認させてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） この食品の検査の真髄は、

食べる前にやるというのが真髄でありまして、た

だ私、市長になって、食品関係者あるいは市の内

部等から聞いて、食べるその食材を全部集めてき

て、はかっているうちに、あした、あさってにな

っちゃって、じゃきょうの食材はどうするという

非常にいろいろの問題があることにも、気がつい

ておりましたので、現在、食品検査をとっている

もの、こういうものについてこれを是として、私

が言っていたできることなら食べる前にはかりた

いということが公約の情熱だったというふうに理

解していただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） できるなら私も、事前

にやりたい、そういうふうにずっと思っています。 

  ですから、でも学校給食は学校給食会の納入品

がほとんどなんですよね。そういう中で実際に不

可能だということを私たちは知っているので、不

可能なことをやりたいからといって、それを要求

することもできないで、それをやりたい、でもで

きないという中で悩んでいたということもよくご

理解の上、ということは今のやり方で進めようと

しているのはもう既に決まっていたことですので、

それを進めようということで、現状の維持のまま

進めようということの解釈でよろしいですね。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（長山治美君） 給食の食材の検査

については、新年度、24年度においても当面現在

のやり方で進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 公約に掲げて変革した

くたってできないということがあるんだというこ

とをご認識していただいたと思うんです。 

  もう一つ重大な検査となる農産物の食品安全検

査ですけれども、農産物など市が行うには、限界

があります。本来でしたら、県がもう少し前向き

に取り組んでいただけたら、このような不安とか

被害とかというのはなかったんだと思われます。

県の農産物の放射線モニタリング調査、本当に私

は役に立たなかったんです。何で役に立てられな

かったかということを市長、どうしてなのか想像

はつきますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 想像はつきますかという

ことですけれども、今、質問の意味、ぴしっと、

こうわからなかったというのが現状ですので、も

しもう一度問いただしていただければ答弁したい

と思います。 

  ただ、私は、県会議員をやっておりまして、県

会議員が悪かったみたいな雰囲気を感じておりま

すが、県のやっぱり執行というのは知事でありま

して、知事でなければ素直に答弁できないような

内容も中にはあるように、私は今感じております

ので、できれば県議から市長になった阿久津憲二

に県議時代の諸悪をただすということではなくて、

これからのどうしていくかについてもぜひご質疑

をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 県議であったころの市

長のできなかったことをただすということでする

ということはやめます。ですから、それと同じよ

うに亡くなった人のことをずっと言っているよう

なこともやめていただいて、本当につらいんじゃ

ないかなというふうに思います。現状維持を否定

してしまうと、やっぱり変革をしなきゃいけない

ということは本当に無理がくると思いますので、

その辺は、今のやり方で、お互いに、私も批判さ

れているのは私だと思っていましたから、ですか

ら今のようなやりとりをして、でも今、市長から

その言葉が聞けましたので、そういうことじゃな

い方向でこれからは進めていきたいと思います。 

  それで、１つお聞きいたします。 

  時間がなくなりますので、先ほど議会活性化の

ところで少し意見、理念とか方針をもう少し述べ

ていただけるなと思っていたら、何か月並みなお

答えだったのでちょっと心配になりましたけれど

も、あと東京の霞が関で仕事をしている官僚に、

地域のことはわからないというふうに、ホームペ

ージで脱官僚をすごく訴えていた渡辺代議士に支

援してもらった市長が、イの一番に官僚に頼った

のがすごく不思議で、でも、私も、そこを今、市

長がそういうふうに言ったので、私も見方を改め

まして、きっと自分一人ではできないんだという

ふうにかぶとを脱いだ、潔いというか、そして官

僚とか市役所の職員の中には、私たちより優秀な

職員はたくさんいます。それを使いこなすのが市

長だというふうに思います。渡邉政策統括監には、

那須塩原のことを理解してから、慎重に行政改革

を提案していただくように、これはお願いですの

で、答弁は要りません。 

  次の④ですけれども、これも、市長が先ほど合

ったような理解をして、関係性を理解していると

いうことで、それを前提に今後対応させていただ
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きますので、それも再質問はございません。 

  次に、⑤の答弁に対してですけれども、先ほど

公約の具体的な内容を示してくださいと言ったん

ですけれども、公約の具体的な内容が示されない

状態で、先ほど何かこれから政策を詰めていくの

は、庁内でプロジェクトチームをつくるというこ

とですけれども、あれだけ批判した職員に政策の

丸投げみたいなご答弁でよろしいのかということ

をもう一度確認したいのと、もう少し具体的なご

自分の公約というものを自分のお言葉で言ってか

ら、政策プロジェクトチームにしたほうがよろし

いのではないかなということです。 

  あともう一つ、わざわざ医療の充実、体制強化

というふうに公約してあるんですけれども、この

医療は県の行政ですよね。ですから、なぜこれを

わざわざ公約に入れたのかなという真意を知りた

いんですけれども、でもそれは２番目の質問にゆ

だねて、前に、時間がなくなりますので前に進め

させていただきます。 

  ⑤のところでもう一つ、児童虐待・犯罪被害者

への支援というふうにありますけれども、児童虐

待防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法、

ＤＶ防止法というふうに４つの防止法が出そろい

ましたよね。ここでなぜ虐待防止だけ抜き出した

のかなというのに何か理由があるのか聞かせてく

ださい。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） １つだけ、医療の充実関

係なんですけれども、例えば今やっている補助事

業で子どもたちのヒブワクチンとか肺炎球菌とか、

たくさんの補助事業がありますが、盛んに地域の

お医者さん方から、まだまだあるよという話は、

選挙戦を通じて、選挙の前からたくさん聞かれて

おりましたので、どこまで可能なのか、これはも

う検討しなければ、はい、わかりましたと言って

も、これは全部お金のかかる話なので、そういう

意味で充実はしたいなということは考えていたけ

れども、プロジェクトで検討したいということも

入っております。 

  児童虐待、これについては、栃木県の小山で子

どもが、２人、川で亡くなったというあれに象徴

されて、小山発のリボン、私は、つけていません

が、県議時代つけていましたけれども、そういう

ことがあって、非常にニュース、マスコミあるい

は社会問題として今でも取り上げられております

ので、こういうことについては、ぜひ、今だけで

はなくて、チームの中で検討したものを今後生か

していきたいというような思いで書かせていただ

いたものです。 

  子育て支援については、長く私は、自民党から

２年半前にみんなの党に移りましたが、それまで

は栃木県のいわゆる幼児教育振興会の会長みたい

なので、でもこの会長のやる職というのは、子育

てではなくて補助金をどうとるかという仕事だっ

たものですから、こういう点についても、なかな

か興味があっても深く突っ込んでいけないという

ことで、公約に掲げて、本当の子育て支援とは何

かというようなことについても、検討を深めたい

と思って書かせていただいたというのが実情であ

ります。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 先ほど言った４つの防

止法ができましたけれども、どれも今の児童虐待

と同じような深刻な問題を抱えております。どれ

も法律ができました。ですから、ぜひこの４つの

防止法が出そろいましたので、市としても条例化

などに取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。他市より取り組みが遅いというふうに言わ

れたくありませんので、今すぐ条例化しろとは私
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も言いませんけれども、条例化に向けて取り組み

だけでもすぐに開始してはいかがかということを

お聞きしたいです。４つの防止法、１つだけじゃ

なくてどれも同じぐらいに大変な問題ですので、

４つの防止法策定に向けて取り組みだけでも進め

てもいいというふうにお考えがあるかどうか聞か

せてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 検討の範囲内とお答えし

ておきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 検討というのはどうい

うふうに解釈していいかわからないですけれども、

研究するよりはいいかなというふうに思いますの

で、ぜひ今の市長の検討をするということですか

ら、検討に取りかかっていただきたいと担当のほ

うには申し入れます。 

  そして、産廃問題に対する取り組みのほうです

けれども、現状維持から後退するのではなくて、

後退しちゃうのかなというふうにすごく心配して

いる人もいます。私も実際に心配しています。産

廃は、もう要らないという考え方が、いろいろな

ところに、随所に今までは盛り込まれていました

けれども、今回、公約にはあるんですけれども、

市政運営方針に産廃の一言の字も出てこないんで

すね。これが何なのかなということが不思議なん

ですけれども、ただ漏れてしまっただけなのかど

うか聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 市政方針に漏れたことは

たくさんあります。 

  ただ、全部言ったって、総花的、書き切れなく

なってしまうということもあって、漏れていたと

思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 総花的に書くのではな

いので漏れていたので、やらないわけではないと

いうふうに今私は解釈したんですけれども、現在、

那須塩原市長というのは産廃問題市町村連絡会の

会長を引き受けております。それを踏襲するとい

うことでよろしいですね。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいま、前栗川

市長が全国産廃市町村問題連絡会の会長というこ

とで、それを踏襲してということでのご質問であ

りますが、現在、副会長が、岐阜県の御嵩町の渡

邊町長さんがやっておりまして、まだ渡邊町長さ

んと阿久津市長が、この件についてお話し合いが

なされておりません。ということで、その結果を

踏まえてということになりますのでご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 御嵩の柳川さんから栗

川さんに移って、副市長が、きっと渡邊さんがそ

のまま残ったんだというふうに思いますので、ぜ

ひ市長、早いうちに御嵩の渡邊さんとお会いにな

って、それでぜひ那須塩原、会長として続けさせ

ていただきたいということを積極的に言って、ど

ちらにしろ会長が何かをやるというより、事務局

がここにあるというのが会長の役割ですので、そ

ういう意味では事務局としてはもうやっておりま

すので、その辺のところはお願いです。 

  要するに、今までの産廃行政を後退することは

ないというような、そういう確認でよろしいです

ね。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（阿久津憲二君） この産廃行政については、

後退することはありません。 

  ただ、１つ大きな誤解が生じていたかなという

ことについて一言触れますが、私は、21年前に県

議になったとき、産廃のいわゆる清掃に関する法

律は、一廃と、それから産廃が一緒の法律になっ

ておりまして、自由民主党に19年近く在籍してお

りまして、自由民主党の議員は反対運動にくみし

ないと。その真髄は、反対運動でどんどん厳しく

していくと、一廃の廃棄物がどんどんお金のかか

る施設になるということで、当時は、自民党の議

員が55人のうち43名もいた時代ですから、一党独

裁的なもので、そういう踏襲を長く守って、その

うち自民党の幹部にもなって反対運動に出て歩く

ことはなかったと。これは県全体で自民党の議員

会が申し合わせてやっていたことでありますが、

私は、一昨年の何月でしたか、赤田の産廃の反対

集会に、みんなの党に移ったということで、喜ん

で参加をさせていただいたのが一連の流れ、姿を

出せないために、産廃推進派というレッテルを選

挙のたびに張られてきたのも事実でありますけれ

ども、これは自分一人の問題でもなかったという

ようなことでご理解をいただければと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） そうですよね、市長が

県議だったときの行動というのはそのようにとら

れて、私も、新聞記事で、市長が県会議員の議長

だったときに、業者の新年会に行ってごあいさつ

している記事を読んだときすごくびっくりした覚

えがありますので、ですからやはりそれが、みん

なの党に移って、ご自分の意思で反対できるとい

うことはとても歓迎をする出来事ですので、ぜひ

産廃行政は後退させることなく先頭に立っていた

だきたいということをお願いして、⑥の再質問の

中で、みんなの党の中では、官僚支配とか官僚統

制とか中央集権体制ではいけないとか、アジェン

ダとして脱官僚とか地域主権を掲げております。

渡辺代議士が、アジェンダが同じなのでと言われ

たんですけれども、さっきほぼ同じでという表現

の中で、この言葉は、脱官僚っぽいものはありま

したけれども、地域主権という言葉はなかったん

ですけれども、市長もその地域主権という考え方

は同じなんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 地域主権については、も

う本当に一丁目一番地と心得て、このアジェンダ

の基本に据えるべきこととして取り組んでおりま

した。 

  ただ、ほぼ同じと言ったのは、東京のみんなの

党本部でつくっているアジェンダと私ども県議会

でつくってきたアジェンダは、県議会議員がやっ

ぱりチームをつくってつくったアジェンダ、この

栃木に合うように、こういうことでやったもので

ありますから、目指す方向は似たようなところが

ありますけれども、地域性を盛り込みながら、全

然違った方向も出ているということもご理解をい

ただきたいと思いますが、ここに掲げた中で、特

に去年の例えば県議選で使った県議のアジェンダ

では、個性を重視して国際化時代に相応した人材

の育成なんていうのは、多分独自ものだったかな

と今記憶しておりまして、今回の市長選に当たっ

てもこういうものは折に触れて使わせていただき

ました。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 私もアジェンダとは何

なんだと聞いておきながら、私自身、アジェンダ

という言葉が、何か余りなじみがなくて、リオ宣

言を実行するためにちょうど地球サミットで採択

された行動綱領、アジェンダ21、それを国内のと
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ころで実行していくローカルアジェンダ21、その

ような言葉でしか私は使ったことがないので、ど

ちらかというと行動計画みたいなもので使うこと

しかありませんでしたので、何か使い方に私はど

ういうことなのかなというふうに思っていたんで

すけれども、市長、そのアジェンダというのは市

長の公約という言葉のかわりに使っているのか、

何かもうちょっとそのアジェンダ、もしかすると

私は違ってとらえているといけないので、渡辺代

議士の、みんなの党のホームページを見ると、政

策とかアジェンダとか選挙公約とかというふうに

使っているんですけれども、一番、私は、何か目

標があって、行動計画みたいなときに使うことが

多かったので、どういうふうなときにお使いにな

るのかだけ、言葉の定義的なものですから、ちょ

っと聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） この私どもの使っていた

アジェンダ、党本部はどういう理念か、ちょっと

詳しく打ち合わせたことはございませんが、行動

計画ととらえていただいて結構だと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） もう一つ、地域主権と

いう言葉も、私はどうも中央集権の対義語として

地域主権と言っているように思えるんですね。中

央集権の対義語は、私はもう明確に地方分権だと

思いますので、主権は地域といえどもない。主権

在民ですから、この国で主権があるのは国民だけ、

ですから主権、主権というもののイメージを市長

はどのようにお持ちか、それもちょっと言葉の定

義ですので聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 以前よりこの中央集権体

制が緩んでいるのは確かでありまして、地域主権

というのは、本来、那須塩原市あるいは栃木県、

こういう地方の自治体は、自分で自立して計画を

つくって、そして自分の地域に合った、そういう

市民サービスを徹底して追求する、これが地域主

権だと思います。ただ、今でも、いわゆる交付税、

国庫支出金、こういうものが本当になくてもでき

る時代、それまでには、若干と言っていいか、も

う少し、もうちょっと時間はかかると思いますけ

れども、こういう制度が、本当に地域に財源も人

も移ったときには、実現の可能性は高い。今はそ

の道半ばと理解をしておりますので、ぜひそんな

理解で私は受けとめております。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 内容的には地方分権と

して使っているんだなというふうなことで誤解し

ないで、私はこれからやりとりをしようというふ

うに思います。 

  どうしても小泉総理が総理になったようなあの

ころから、ワンフレーズとか、あと国民にすごく

受ける言葉というか、あとイメージが先行する言

葉というもの、それとあとだれかをターゲットに

するような言葉が、すごく私も、先ほどから市長

をターゲットにするような言葉はさんざん使いま

したので、そういうもの、でもそれはすごく嫌な

気分が残ります。 

  最近では橋下大阪市長の言葉がそうですので、

やっぱりだれかをターゲットに、イメージが先行

するような言葉とか、だれかをターゲットにする

ような言葉で、支持を得るというのはいけないな

と私も反省しましたので、ぜひ市長もそういうこ

とで支持を得るのではない市長になっていただき

たい。 

  やはり現状維持というのを否定したがために、

ゼロベースとか一律に経費を削減して、安易な方
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法で事業をストップさせてしまうことにまでなっ

てしまっているものもあるという、こんなやり方

はつらいんじゃないかなというふうに思います。 

  吉成議員も、さきの代表質問で、市長のやり方

をすごく心配なさっていたと思います。抜てき人

事というのはあり得ることかもしれないですけれ

ども、降格人事とか、そういうようなことを口に

して、北風のような手法ではなくて、ぜひ阿久津

市長には、太陽のような手法で、職員を導くよう

な市長であってほしいというふうに思います。本

当の意味での市民目線での行政を行っていただき

たい。私も、市民の立場に立って、手を抜くこと

なく、残りの任期１年間を発言し続けて、最大限

その努力をいたします。 

  もう時間がなくなりましたので、次の２番目の

質問、重度心身障害者医療助成制度についてお聞

きいたします。 

  現在、那須塩原市では重度心身障害者医療助成

制度の助成方法は償還払いとなっています。障害

者によっては、家族が代行できない場合は、申請

に際して代筆やガイドヘルパーを利用しなくては

なりません。那須塩原市では、年齢によって、子

ども医療費は現物給付されています。 

  そこで、さきの質問の公約の５と関連してくる

んですけれども、医療の充実とか障害者の支援の

具体的な施策として、この重度心身障害者医療費

助成制度の助成方法を償還払いから現物支給方式

に、それに変更する、これこそ現状維持から変革

だというふうに思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５８分 

 

再開 午後 ４時０８分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） ２の重度心身障害

者医療助成制度について保健福祉部のほうからお

答えします。 

  償還払いから現物給付方式に変更することでの

対象者の負担軽減、利便性の向上は承知しており

ます。 

  今後、県補助金減額に伴う財政負担の増加、医

療機関等との受け入れ、協力体制の構築等、実施

に向けての課題の整理を行うとともに、既に実施

または実施を予定している県内各市の状況も見き

わめながら、現物給付方式についての研究を進め

ていきたいと考えています。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 今、部長の答弁で、現

物給付方式にかえると、障害者の負担が軽減する

ということはご認識なさっているようなので、負

担軽減になって利便性が向上するということは認

識なさっているようなので、質問を進めまして、

この重身ではなく子ども医療費助成制度の関連で、

制度的なもの、県と市町村の関係のことを整理す

るために、ちょっと子ども医療費助成制度のこと

を例題に挙げてお聞きいたしますけれども、子ど

もの年齢によって現物給付と償還払いというのが

子ども医療費の助成制度ではありますよね。それ

はどうしてなのか、市長は、その違いがあるとい

うのをおわかりになりますか。 

○議長（君島一郎君） 早乙女議員に申し上げます

けれども、現在、質問の通告につきましては、重

度心身障害者の医療費の問題ということですので、



－235－ 

早乙女議員のほうから、例としてこういうものが、

子ども医療費についてはこうだからこうなんでと

いう形で持っていただきたいと思います。子ども

医療費につきましては、事前通告がないので、質

問につきまして、訂正のほうをお願いしたいと思

います。 

  16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） では、子ども医療費、

要するに県が現物支給までやっていれば、同じよ

うに２分の１、２分の１負担する。県がやってい

ないと、市は、負担が多くなるという違いがある

んだという、年齢によって、３歳未満のときでは、

県内、どこの医療機関でも現物給付、３歳以上の

幼児では、那須郡市の医療機関は現物給付、それ

以外の医療機関では償還払い、小学生以上は償還

払い、そういうふうに、要するにそれの違いがな

ぜあるかというと、県が無料としているかしてい

ないかということです。 

  じゃ、実際にそういう違いがあるのは、なぜそ

ういう違いを子ども医療費の場合にしていて、重

身の場合は、償還払い、なぜ償還払いにしている

のかという、そこをちょっと部長でいいですので

説明していただけますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 重身医療の場合に、

現物給付になっていないと、すべて償還払いだと

いうことですけれども、県のほうの制度というこ

とで、県の議会などでも現物給付にというような

動きがあるやに、それこそマスコミの情報ですけ

れども、聞いております。その中で、県のほうの

考え方として出されているのが、現物給付にする

ことによって、いわゆる市民を信頼していないよ

うなことで、非常に口に出しにくいことではある

んですが、コンビニ受診というか、受診の抑制が

きかなくなるのではないかと。それによって財政

負担がふえるのではないかという考え方が一つに

あるように聞いております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 子ども医療費の場合、

償還払い方式をとらないで、現物給付すると今言

ったような過度な受診を抑制することができなく

て、コンビニ受診のようになって、どこかで問題

になっていたように、小児科のドクターの疲弊を

招くというようなことまでも、医療費も大きくな

るということはあります。 

  でも、重度心身障害者の医療費助成制度の償還

払いというのは、逆に過度な受診を防ぐというよ

りも、必要な受診を控えさせるおそれがあるので

はないかなというふうに私のほうは思います。 

  なぜかというと、重度心身障害者の人が医療機

関を受診するまでの大変さ、例えば、ひとり暮ら

しで、全盲で医療機関にかかろうとする、そうい

う人が自立支援計画も立てられていてというよう

なときに、どんな支援、受診をするためまでの、

そして償還払いを受けるまでの流れが、どういう

ふうな流れで受けるまでたどり着くかという、そ

の辺、わかるように説明していただけますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（長山治美君） 障害者の方ですと、

当然、障害者の手帳をお持ちになっています。そ

れの認定、手帳をお持ちの方ということで、その

方が障害者自立支援法の何らかのサービスを受け

たい、例えば、今、議員のほうから例示していた

だいた全盲の方が外出しよう、病院に行くなり、

市役所に何らかの手続に出かける際には、今現在

ですと同行支援というようなサービスが考えられ

るかと思います。それを受けるためには、まず利
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用申請というものを出しまして、その中で認定審

査を受けなければなりません。そのときに、一次

判定の次に障害程度区分認定審査会というのが市

で設けておりまして、月に１回、開いているんで

すが、そちらのほうで、この程度の障害であれば、

この程度のサービスをこれくらいの量、受けるの

が適当であろうというような認定がなされます。 

  その決定を受けて、その範囲に従って、今度ご

本人は、サービスの事業者と契約を締結するとい

うような形で、サービスを実際に受けることにな

るわけです。したがいまして、この場合、同行援

護のサービスということなんですけれども、市内

において同行援護のサービスを実際に実施してい

る事業者の数も相当限定されておりますので、利

用も思ったように自由にというのもなかなか難し

いかなと。それなりに計画的にというような気配

りも必要になってくるかということで、それなり

の負担はあると思います。 

  以上です。 

  重身医療の申請ということで、その同行援護の

サービスを受けつつ、医療機関に受診すると、１

カ月、何回か通われるかと思うんですが、それを

まとめて次の月に今度は市役所のほうに重身医療

の申請に訪れると、それによって償還払いがされ

るというような形になろうかと思います。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） いかに障害をお持ちの

方が、病院に通うということが大変なのか、制度

としては、助成制度があるけれども、こんなに使

いにくい制度、それが受診するだけで過度の診療

をするというようなことはあり得ないというふう

にも、そういう状態であっても、せめて償還払い

の申請手続だけでも軽減させてはいかがなものか

ということでお聞きするわけですけれども、この

重身の助成制度、市町村と県が半分ずつ持ってい

るんですね。22年度の決算では、助成金額が１億

5,000万ですから、県が7,000万、市が7,000万助

成しています。使っています。これが現物給付方

式にしますと、県はペナルティーを科すんですよ

ね。県の補助金を４分の１に減額するぞと言うん

です。つまり、県が４分の１に3,500万円しか出

してくれないので、市が４分の３の１億500万円

負担するようになります。要するに、市が3,500

万円の負担増になって、県が3,500万円の負担減

になるわけです。ですから、なかなか市は、先ほ

どの答弁もあったように踏み切れないでいる。障

害者の負担軽減をするために踏み切れないんだけ

れども、県が、そのまま、別に市町村が現金給付

にしておいても、実質、ペナルティーをかけずに、

今までどおり出せばいいだけじゃないのというふ

うに私は思うんですけれども、これは、本当に県

の意地悪じゃないかなというふうに思ってしまう

ぐらいなんですね。何も今までどおり２分の１、

２分の１出すということで、これによって、子ど

も医療費のようにコンビニ受診は起きませんので、

県のほうもそんなに大きな負担増にはならないと

いうふうに思います。 

  現在、今の話を市長、お聞きになって、県に何

を要求すべきかというのはおわかりになったと思

いますので、ちょっとどういうふうにしたらいい

か聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） この重度心身障害者医療

制度、これだけではなくて、県議会でも、この現

物給付と、それから償還払い、この問題が本当に

医療体制の中でも年じゅう議会で論議されており

ますが、お互いに自分の負担金をできるだけ少な

くしていきたいと、こういうようなことが一つの

大きな障害となって、簡単には進んでこなかった
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というのが実情だと思います。 

  その辺の葛藤については、私も認識はいたして

おります。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 自分の負担金をふやし

たくないと、子ども医療の場合はそうなんですけ

れども、実際にこの重身において県は、そんなに

負担金が、先ほどのやりとりを聞いていたら、２

分の１と２分の１、その金額がそんなにふえると

いうふうに私は思いません。今年度当初予算で、

県補助金として6,700万9,000円を計上しておりま

すよね。市が現物給付と変更しても、このまま県

は補助金を同じだけ出してくれればいいだけです。 

  もしあれでしたら、その伸び率とか、そういう

部分というよりも、重心は、逆に必要な医療を受

けていないのではないか、償還払いであるがため

に必要な医療を受けられていないのではないかと

いうほうが私は危惧しております。 

  先ほど部長の答弁では、ほかの市町村の動向と

かを見て研究したいというふうに答弁ですけれど

も、市長、もうこれは、研究する段階ではなくて、

導入に向けて検討しなさいというふうに指示を出

す段階だと思いますので、市長自身の英断、だっ

て金額は、県も市町村もそんなに変わりませんよ、

これは、今までとどっちの方法をとっても重身に

おいては。子ども医療は、本当に先ほど部長が言

ったように、コンビニ受診を引き起こしてしまう

ので、慎重に現物給付をしなければならないとい

うのは私もわかります。ただ、やたらにすればい

いという、でも重心はそうではありませんよ。で

すから、今の話、私の話、もしきちっと受けとめ

てくださっているんでしたら、市長がぜひ研究で

はなく検討に入れというふうに指示を出していた

だきたいと思います。いかがですか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） ケまでは一緒なんですけ

れども、検討させていただきます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 大体、答弁用語で、研

究するというのはそのまま捨て置かれると、検討

するになると少し進んだかなと。だから、先ほど

の部長の答弁では、研究するという答弁が検討す

るという答弁になったから、少しは進んだかなと

いうふうに思いますけれども、もう宇都宮市は、

宇都宮市長の公約であった。やっぱり具体的に公

約を出しているんですね、こういうふうに重心医

療を現物給付とする。それが私の残っている公約

です。ですから、それを県はやってはくれないけ

れども、独自にやりますということをこの間、表

明して新聞にも載っていたと思うんですね。 

  日光でも、やはり議会の中で同じように質問を

していた方があって、日光でも、どうもそれはや

る方向で取り組むみたいな答弁でした。 

  実際に、これは、今からでも遅いと言われたく

ない、私はもう遅いと言われたくない。それなの

で、今からでも遅くはありません。これをやはり

県議会のところでも、公明党の方がこれを重身で

質問していたので、県議会の中でもやってくださ

る方がいる、そして市のほうからも要求があると、

今、これは、別に県議だったときを責めるわけで

はないんですけれども、県議であったときにそれ

を気にしていたということは、残された宿題だと

言って、思っておりますので、ぜひ変革していた

だけたらというふうに思います。市長には期待し

ております。県にそれだけ話が通る人なんですか

ら、ぜひ県の行政をいい方向に導いていただいて、

那須塩原が、少しでも市民が安全に暮らせるまち

にするために、働いていただきたいというふうに

思いますので、よろしくしてください。よろしく
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お願いします。 

○議長（君島一郎君） 以上で、16番、早乙女順子

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木   紀 君 

○議長（君島一郎君） 次に、９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 皆さん、改めましてこんに

ちは。議席番号９番、公明クラブ、鈴木紀でござ

います。一般質問を始めたいと思います。 

  １、文化芸術活動の振興について。 

  知識を知恵にかえたのが文化であると言われた

人がおります。文化芸術は、人間が人間らしく生

きるための糧となるものであり、美しい自然や歴

史、伝統文化に基づく文化芸術は、人々に精神的

な豊かさや感動を与えるとともに、人々のコミュ

ニケーションを活発化し、生きる勇気と喜びをも

たらす、普遍的な力を持っていると言われており

ます。 

  また、子どもの豊かな心や感性、創造性やコミ

ュニケーション能力をはぐくみ、日本人としての

自覚を持ちつつ、国際社会で活躍する人材や地域

文化の担い手を育成するためには、学校や地域に

おいて子どもたちが身近に伝統文化や現代の文化

芸術に触れる機会の充実が必要であると言われて

おります。 

  以上の観点からお伺いするものであります。 

  ⑴那須野が原博物館について。 

  平成22年、23年の企画展の実施状況等、課題に

ついて。 

  ２点目、２、企画展のあり方と市の教育にどう

生かしているのか。 

  ⑵那須野が原ハーモニーホールについて、パイ

プオルガン設置に当たっての本市としてのかかわ

り方の経過を伺います。 

  次に、本市民のホール使用、ホール利用の状況

と本市としての見解を伺います。 

  次に、文化教育面で、これまでの実績と期待さ

れる効果について。 

  最後に、市全体の文化芸術家育成について。 

  市内アマチュア芸術家育成についての助成等は

考えられるか伺います。 

  以上、最初の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 那須野が原博物館につ

いて、お答えをいたします。 

  まず、22、23年度の企画展の実施状況について

お答えをいたします。 

  平成22年度は特別展といたしまして大恐竜展を

開催いたしました。企画展としてじっくり地図を

見る、那須をとらえる位置、昭和の暮らしを開催

したところでございます。 

  平成23年度は、特別展として東京国立近代美術

館工芸館名品展と近代鉄道事情を開催いたしまし

た。企画展といたしましては、虫と花のミラクル

ワールド、風景へのアプローチ、そして現在、日

本のチョウを開催しております。 

  課題といたしましては、広く広角的に広報宣伝

をしていることから好評でありますが、より多く

のお客様に来館していただくこと、また特別展や

企画展を開催するには、事前準備に多くの時間を

要することが課題となっております。 

  次に、企画展は大きく２つの考え方で開催して

おりますが、１つは、テーマを定め、地域の特性

を理解してもらう特別展と、那須野が原博物館の

収蔵品をテーマに従い、展示する企画展を行って

おります。また、視点をかえれば、いながらにし
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て貴重な資料や作品を鑑賞できる企画展と、那須

塩原市ないしは那須地域を全国へ向けて発信する

企画展も実施しております。 

  那須野が原博物館といたしましては、学校教育

と密接なかかわりを持ち、多くの学校から見学及

び体験学習に来ていただいております。さらに、

博物館と学校との連携事業といたしまして、博物

館資料の貸し出しや、職員、ボランティアの派遣

も行っております。 

  今後も、企画展につきましては、学校等への案

内を通して、来館を呼びかけ、自然も含め、地域

にとどまらず、全国の文化芸術を肌で感じていた

だき、子どもたちが文化に対する意識の醸成を図

れるよう努めてまいりたいと考えております。 

  次に、⑵の那須野が原ハーモニーホールについ

てお答えをいたします。 

  まず、パイプオルガンの設置に当たっての本市

としてのかかわりの経過についてお答えいたしま

すが、那須野が原ハーモニーホールは、北那須地

域の文化振興の拠点といたしまして、大田原市と

旧西那須野町が、従来のホールにはなかったクラ

シック専門のホールとして建設計画を立て、パイ

プオルガン設置も、クラシックホールとしての利

用性を高めるため、当初から計画がされていたと

ころでございます。 

  パイプオルガン設置の資金につきましては、平

成７年度に那須野が原ハーモニーホールパイプオ

ルガン基金を設置し、パイプオルガン設置の財源

に充てるため、平成８年度から、本市と大田原市

との出資金、それから市民からの寄附金を積み立

てております。 

  積立金が目標額に達することから、平成24年度

に発注をする予定でございます。 

  次に、本市民の那須野が原ハーモニーホール利

用の状況と本市としての見解についてですが、那

須塩原市民の那須野が原ハーモニーホールの利用

状況は、平成22年度のアンケートの結果では、那

須塩原市民の割合が33.7％、大田原市民が27.6％

ということでございましたので、これらから推計

すると、平成22年度では那須塩原市民は約３万

8,500人の利用があると考えられます。 

  多くの市民が利用していることから、今後も、

那須塩原市の文化の拠点施設の一つとして、期待

をしているところでございます。 

  次に、文化教育面で、これまでの実績と期待さ

れる効果についてお答えをいたします。 

  那須野が原文化振興財団において、地域の文化

団体の育成を図る事業として、オーケストラ養成

講座、合唱団育成講座、演劇講座などを実施して

おり、本市民も多く参加しているところでござい

ます。 

  また、財団の自主事業としても音楽や芸能など

の事業を行っており、これらを継続して実施する

ことにより、多くの市民が文化に親しむことによ

り、文化意識の高揚が図られるものと考えており

ます。 

  最後に、市全体の文化芸術家育成につきまして、

市内アマチュア芸術家育成について助成等が考え

られるかというご質問にお答えいたしますが、現

在、市内の芸術家等に対する個人への助成は行っ

ておりませんが、これまで那須塩原市文化協会連

絡協議会に対し、年間150万円の活動補助金を交

付しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） それでは、順次再質問をさ

せていただきます。 

  今回の那須野が原博物館について質問するに当

たりまして、館長といろいろお話しした経緯があ

ります。そういった中において、博物館に対する
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認識といいますか、そういったものが確実に変わ

りました。おのおのそれぞれの美術館とは異なっ

て、博物館ということに関しては、本当にいろい

ろな作者、作品、優秀な作品といいますか、そう

いうものも展示される、また自然界の中のものも

当然あの中で展示されるということに関しては、

非常にすぐれた博物館でないのかなと、そういう

ふうに認識をしたわけであります。 

  そういった中において、22年度においては、特

別展ということで、大恐竜展ほか企画展を３展と

いう、また23年度については、陶磁器と漆器の世

界、那須野の原に汽笛が響くという部門も含めま

して、計５展を企画されたわけであります。 

  現在、企画の、開催されているものもあります

けれども、一つには、入場者数、22年度、23年度、

区切りで結構ですから、わかっている段階で教え

ていただきたいと思います。 

  次に、先ほどありますけれども、課題といいま

すか、そういった中において、事前準備に時間が

かかるというようなお答えがあったと思います。

１つには、例として大恐竜展に関してはいつごろ

から計画を練ってきたのか、もしくは、今、計画

を練ろうとしているのが何年先ぐらいなのか、そ

こら辺について、期間についてお聞かせ願いたい

と思います。 

  もう一点については、企画展を開催するに当た

りまして、どういうところに力点を置いているの

か。 

  以上、３点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） まず、那須野が原博物

館の入場者数ということでございますが、平成22

年度が、約６万人、５万9,965人でございます。

平成23年度は、まだ途中でございますが、１月末

現在でいきますと３万1,275人となっています。 

  それから、企画展を開催するに当たってどれく

らいの年数がかかるのかというご質問でございま

すが、その内容といいますか、企画展の中身にも

それぞれ違いますが、中には、相当、３年から５

年くらい前から、あるテーマに従っての資料等の

全国の博物館等とのやりとりがございますし、そ

ういったものの練っていかなくてはならないとい

うことがございますので、かなり事前といいます

か、前もって準備をしてからじゃないと、開催が

できないというところが、一番ネックといいます

か課題だと。先ほども答弁しておりますが、その

ような年数がかかるというふうに感じております。 

  それから、力点の、どこに力点を置くかという

ことでございますが、最初にお答えいたしており

ますけれども、やっぱり那須野が原の全体を全国

に発信する、あるいは市内の児童生徒にも見ても

らうというのもあるんですが、そのほかに、全国

からのいろいろなそういった収蔵品等も那須野が

原博物館で開催をすることによって、那須塩原市

の市民の方々が、そういった収蔵品といいますか、

そういったあれに触れることができるというとこ

ろに力点を置いてやっているということでござい

ます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 課題という部分においては、

多分、集客的なものが当然あると思うんですが、

そういった部分で、22年度、23年度について６万

人、また23年度については、１月末現在ですけれ

ども、約３万2,000人ということを考えますと、

どこか集客に、何に問題があってといいますか、

何を企画すれば、人が来るのかなというところが

わかってくるのかなと思います。 

  それと、力点をどこに置いてという部分におい

ては、なかなか難しいところもあると思うんです
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が、いずれにしろ集客という部分で考えますと、

とにかくいろんな人に来ていただいて、その中で

興味を持っていただいて、その道に進んでいただ

くというところも１つはあるのではないかなと思

います。 

  次に、学校との関連ということで、この23年度

の教育という部分にのってありましたけれども、

博学連携というような話もあったと思います。そ

ういった中において、具体的にはどういった形で

行っているのか。先ほどは、ボランティアとか職

員の派遣等という話もありました。そういった中

において、具体的にはどういった形で行っている

のか、１点のみお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 学校との連携というと

ころですが、まず、先ほども言いましたように、

博物館で持っています資料の貸し出しというもの

があります。これは、一番大きいのは、ビデオテ

ープ等の貸し出しが一番大きい、件数的には大き

くなっております。そのほか、火おこしセットで

すとか、そういったものは、件数的には少ないん

ですが、貸し出しをしております。 

  それから、職員等あるいはボランティアの方々

を派遣ということも申しましたが、平成23年度で

言いますと、職員、それから自然調査会の会員の

方を含めまして、９人の方を派遣しております。

それから、ボランティアの方が９人、市内のこれ

は中学校が１校ですが、そのほかは小学校ですけ

れども、小中学校のほうに派遣をしていると。22

年度におきましては、職員とボランティアの方々

の派遣が16人派遣をしているというふうな状況で、

学校側との連携をやっているということでござい

ます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 次に、質問しますけれども、

この那須塩原市の教育の中において件数62なんで

すが、運営方針ということで、地域文化に対する

意識の醸成を図るという、先ほども答弁にあった

と思うんですが、そういった中において、以前に

文化庁の委託事業の中で、伝統文化こども教室と

いうのがあったと思うんですが、これは事業仕分

けで廃止になったと聞いております。 

  そういった中において、この委託事業の中で、

東那須野公民館で、生け花教室というものをやっ

ていたと伺っております。この委託事業について

は、事業仕分けで廃止になったということですけ

れども、その後に地域の文化遺産継承事業という

ことで復活がされていると伺っております。そう

いった中において、この本市においては、この事

業を活用しているものがあるのか、また今後この

活用的なもので検討していくのか、そういった部

分を含めてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 私、その辺、勉強不足

でして、国のほうの事業の中を取り入れて、東那

須野公民館でやっていたというのはちょっと承知

しておりませんが、現在でも、各公民館のほうに

おきまして、生け花教室とは限りませんけれども、

いろいろな事業を実施しておりますので、それが、

そのまま国でやっていた事業がそのままかという

と、わかりませんけれども、それ以外の事業も含

めまして、それぞれの公民館で事業展開をやって

いるところでございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） いずれにしろ、今は、先ほ

ど申し上げましたように、地域の文化遺産継承事

業ということで補助金が出る事業でもあります。

勉強していただいて、これは、いずれにしろ子ど
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もたちが対象になっていると思います。生け花に

ついては、30人前後の方が通っていたと伺ってお

ります。そういった中において、国のほうの事業

をもっともっと活用してみるのも、今後、検討し

ていただきたいと思います。 

  この那須野が原博物館に関しては、最後の質問

になりますけれども、井上教育長にお伺いしたい

と思います。 

  文化芸術というものは、子どもたちの情操教育

に役立つということはご存じのことと思います。

また、文化芸術は人と人とを結びつける力もある

と。また、21世紀においては、心の時代とも言わ

れております。しかし、心の時代というものは、

心の豊かさ、あるいは反面では貧しさもあると思

います。例えば、今、親と子の問題についても、

親が子どもを殺したり、子どもが親を殺したり、

また、いじめ、虐待等々もあります。また、人を

殺すのも簡単な理由で人を殺すというような非常

に貧しい、また人の心がすさんでいる、また冷た

くも感じる時代でもないかなと思います。 

  そういった中において、話は変わりますけれど

も、来週から卒業式が始まります。そういった中

において、スポーツ的な部分で、小学校、子ども

たちの将来の夢ということに関しては、聞いてい

ますと、スポーツマン、サッカー選手になってワ

ールドカップに出たい、また女の子であれば、今

だったら、やはり女子サッカー、なでしこジャパ

ンでしょう。そういった形でなりたいという夢も、

当然、聞いております。そういった中において、

なかなか、この文化芸術の部分で、私は絵かきに

なりたい、日本の今はすばらしい文化としてもな

りつつあるアニメ、そういった中において、そう

いう世界に行きたいという、そういった文化芸術

の部分についてのやはり夢も語ってもらってもい

いのではないかな。それが心の豊かさにつながっ

ていく部分ではないかなと思います。 

  そういった中において、この情操教育について、

市としても、もっともっとかかわっていっていた

だきたいと思います。そういった中において、今

まで博物館との中で、連携事業も含めまして、ど

う生かしてきたのか、これからどう生かしていこ

うとするのか、そこのところの所見を伺いたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 大変、難しい質問でござ

いますが、今、子どもたち、児童生徒はスポーツ

離れというふうなものが進行しておりまして、部

活動入部率も非常に低下している状況でございま

す。その反面、文化の活動に興味を持ち、例えば

簡単なものですと合唱とか、それから日本文化の

琴クラブとか、そういうふうなのもありますが、

美術、そのほかオーケストラ、さまざまな面で文

化活動の要求も高まってきております。 

  ですから、学校現場では、スポーツと、それか

ら文化活動の両方の要求が出てきているところで

ございます。 

  また、那須野が原と博物館との関連というとこ

ろでございますが、本市で、副読教本としまして、

「わたしたちの那須塩原」ということで、歴史、

それから環境その他、自分たちが生活している那

須塩原を小学校のうちからきちんと知らしめると

いうことで、副読本を利用しながら活動している

ところでございますが、先ほど部長のほうの答弁

の中でも、やはり小学生が社会体験とか、それか

ら体験学習等で那須野が原博物館を利用している

というところの土台づくりとして、その副読教本

も利用しているところでございます。 

  また、情操面を育てるということと同時に、心

身の健康な発達を見きわめて、昨年度から人づく
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り教育の中の理念として、楽しさいっぱい夢いっ

ぱい、ふるさと大好き那須塩原っ子というこのス

ローガンというふうなものを改めてつくりまして、

各学校でそれを実践していただいているところで

ございますので、今後、鈴木議員が言われました

ような心を育てていくというふうな面で、那須野

が原博物館との連携はさらに進めていきたいと、

こんなふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 大変にありがとうございま

した。よろしくお願いしたいと思います。 

  いずれにしましても、本当に心の温かさ、そう

いった時代をつくっていきたいと、そのように思

っております。 

  次に、那須野が原ハーモニーについての再質問

をさせていただきますけれども、この項について

は、１から４をまとめて、あわせて再質問を進め

たいと思います。 

  先ほどの中で、かかわり方ということで、パイ

プオルガンですね、先日の新聞に報道されました

けれども、これは、２月28日ですね、パイプオル

ガン、価格が１億3,400万円、設置費を含めて１

億4,000万円ということが４月に発注契約を結ぶ

ということみたいです。来年の10月31日の完成を

目指し、12月にはこけら落としとしてクリスマス

コンサートの開催も計画しているということであ

ります。大変にすばらしいことだと思います。本

当に行って、自分も実際に聞いてみたいと、そう

いうふうに思うわけでありますけれども、このパ

イプオルガン、全国で何カ所ぐらいあるのか、掌

握していませんか。してないですか、そうですか。 

  それと、これは、設置費を含めて１億4,000万

円ということですから、年間の運営費といいます

か、管理費のほうがちょっと心配する向きもある

んですが、どの程度かかるのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） パイプオルガンを設置

いたしますと、定期的に演奏といいますか、オル

ガニストが必要になります。その演奏していただ

くオルガニストが必要になります。それから、メ

ンテナンス等も必要になります。 

  オルガニストにつきましては、今、財団のほう

で、地元にパイプオルガンのオルガニストがいら

っしゃるというふうなことで、そちらの方と交渉

をしているのではないかというふうに思っており

ます。 

  それから、メンテナンス等につきましては、こ

れから設置していってからの問題になると思いま

すけれども、それからあとは、今、アドバイザー、

パイプオルガン設置するに当たって、これは、外

国の方なんですが、その方を財団のほうでお願い

しております。 

  それらの経費、アドバイザーのほうはそれほど

高くはないんですが、オルガニストも、地元の方

をお願いするということで、まとまって、まだ固

まっておりませんので、どの程度になるかという

のは、ちょっと金額的にははっきりいたしません

が、そう高い金額で年間維持するのに相当な金額

がかかるというようなことでは、今のところは聞

いておりません。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 年間経費がそれほどかから

ないということであれば、本市も、こう言っては

なんですけれども、出資している部分もあります

から、そこら辺とちょっと心配する向きもあるん

です。 

  ただ、いずれにしろ、多分、バロック音楽なの
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かなと思う向きもありますけれども、聞いてみた

いと思います。 

  そういった中において、先ほどのいろいろな各

コンサート、昨年だけでも、今月３月22日までに

も約48事業ということでありますけれども、22年

度で結構ですけれども、平均の入場者率といいま

すか、たしかあそこは1,200前後入ると思うんで

すが、その中でどのくらいの率で入っているのか、

ひとつお伺いしたいと思います。 

  また、あの中においては、当然、ギャラリーが

あるわけですから、そういった中において、ギャ

ラリー的な中で、先ほどありました養成講座とい

う部分がありますけれども、新人発掘という部分

においては、またこれは事業を見てみると、入っ

て、ギャラリーの中で使用されている向きもちょ

っとないのかなと思うんですが、そういったこと

も含めて、具体的にやっているのかどうか、新人

発掘とは言いませんけれども、含めてお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） ハーモニーホールの入

場者数といいますか、入場の割合というんですか、

１回当たりのということでございますが、これは

全部のは計算しておりませんので、全体のはちょ

っと平均的にどれくらいかと言えませんが、22年

度の入場者数、全入場者数が11万4,277人になっ

ております。ホールといいますか、全体の利用率

というのがあるんですが、それでいいますと58.2

という、利用日数に対するものでもございますが、

そのような利用率になっております。 

  クラシック関係がメーンにやっておりますので、

クラシックのときの入場者数といいますか、座席

数に対するあれは、50％をちょっと切っているぐ

らいかなと、前後だとは思っております。 

  それから、育成事業の関係、文化団体の育成事

業というのがありますが、オーケストラの養成講

座、それから合唱団の育成講座、これは一般の少

年少女と２つにわけてやっております。それから、

演劇講座、それに舞台操作の技術者の養成講座と

いうことで、これは照明と音響というふうにわけ

てやっております。 

  オーケストラ養成講座につきましては、53回や

りまして、78人の方が受けている。それから、合

唱団の育成講座につきましては、これは、一般で

すが、42回やっておりますが、67人の方が受けて

いる。それから、少年少女のほうの合唱団の育成

は、42回開催しておりまして、受講している方は

41人の方が受けていると。舞台装置の関係は、回

数も少なく、受講者数も少なく、照明の関係が13

回で、１回当たり３名の方が受けている、音響に

つきましては、22回で５人の方が受講している。

演劇講座につきましては、37回開催しておりまし

て、17人の方が受けているというような状況でご

ざいます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

お諮りいたします。 

  那須塩原市議会会議規則第９条の規定によって、

会議時間は午前10時から午後５時までとなってお

りますが、本日の議事が全部終了するまで会議時

間を延長したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の議事が全部終了するまで会議時

間を延長いたします。 

  ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） ハーモニーホールは、先ほ

ど申し上げましたように、音楽だけではなくて、

やはりギャラリーがあるわけです。そういった中
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において、この自主事業計画の中で見ると、ギャ

ラリー的に使っているのが、３回、４回ほどなの

かなと。そういった部分においては、確かに音楽

的な部分においては、広報ではいろいろなところ

で見ます。しかし、このギャラリー的に那須塩原

市の博物館に関連している作者さんは、本当にす

ばらしい人がいると、また雑誌では失礼ですけれ

ども、写真で見せてもらったことがありますけれ

ども、本当にすばらしい芸術家がいるわけです。

そういった中において、もっともっと広報的な部

分でもしっかりしてやるのが必要ではないかなと。

実際に、あそこでやっているのを気がつかないと

いう部分が、私も含めてかなりの人がいるのでは

ないかなと、そういった部分においては、もっと

もっとギャラリーのほうの絵画、彫刻、いろいろ

あると思います。そういった中での広報をよろし

くお願いしたいと思います。 

  それと、育成、アマチュア芸術の育成なんです

けれども、文化協会連絡協議会ということですけ

れども、那須塩原市の中では、従来、各市町、３

つの市町がありましたけれども、分かれているの

か、それとも那須塩原市一本であるのか、まずそ

このところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 文化協会でございます

が、当時の３市町になっておりますけれども、全

部が、一体の文化協会、那須塩原市の文化協会と

いうことでなっているわけではございませんで、

分かれております。現在は、文化協会の連絡協議

会という形でつくっていただいて活動していただ

いているというような状況でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 参考までに、お聞かせ願い

たいと思うんですが、アマチュアの芸術家が、助

成というか、補助金をいただきたいと言った場合

において、申請の手順といいますか、そういった

部分においては、どういうふうな形で進めるのか、

参考程度で結構ですからお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） アマチュアの芸術家の

方に対する助成の手続の方法はということでござ

いますが、現在、アマチュアの芸術家に対します

個別の助成といったものは行っておりません。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 団体について、一緒に聞け

ばよかったんですが、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 先ほどお答えしました

ように、個別の助成というのは行っておりません

ので、文化協会の連絡協議会に対しまして、年間

150万円の助成を行っているということでござい

ます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 了解しました。各文化協会

に問い合せということですね。 

  最後に、市長に伺いたいと思うんですが、文化

芸術活動の振興について、私が、今回、取りあげ

たのは、先ほど申し上げましたように、非常に今

は心がすさんでいるというふうに思えてならない

んです。温かみが感じられない、そういった中に

おいて、ほとんどの人が、こう言ってはなんです

けれども、自分のことで精いっぱいで、ゆとりが

ないのかなというふうにもとれます。そういった

中において、阿久津市長は、県議６期という長い

県議生活の中で、各市町村、県内のことをしっか
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りと認識していると思っております。そういった

中において、那須塩原市が今までの文化芸術にお

いてどういうふうに感じられていたのか、また今

後この文化芸術に対してどう取り組んでいくのか、

その点について見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 最後に、質問をふられま

したので、私、よくあいさつの冒頭でも使うこと

があるんですが、究極のまちづくりは、文化づく

り、文化のないところに、まちづくりは進展しな

いと、こういような言葉を何回も何回も使った記

憶がございます。今回、鈴木議員の質問の中で、

ハーモニーホールとか、いろいろありました。こ

れらについても、市長に就任すると、間もなく、

その会の副代表みたいなどんどん役職がついてき

て、でも行くのを実際に楽しみにして、今度のパ

イプオルガン等についても、耳を傾けて、報告を

聞いていたという状況であります。 

  もともとは、夢を語ってはいけないんですけれ

ども、学校時代に、ある先生に紹介をされて、東

京の佐藤ハルオさんというところに16のときから

６年ほど物書きになりたくて通った時代もあって、

これは土曜日だけなんですけれども、そんなこと

も経験の中にあって、多くの文人との交流等もそ

の後できていたということですが、一口で言うと、

残念なことに、栃木県北文化不毛の地なんて、よ

くこれは20年ぐらい前に盛んに使われた言葉です

から、こういうものを脱却して、やっぱりここは、

地域活力もあるし、よそから見ると、観光のメッ

カでもあるし、農業のメッカでもある、あるいは

工業についても、ＢＳを中心に、3,200億円以上

の出荷高を誇る税収も多い、こういうとてもいい

可能性を秘めた地域、そして人柄もいいんですよ。

私、人柄が悪いように、さんざん悪口を言われる

立場におりますけれども、本当にみんな、私はも

う県議会にいて知っているんですけれども、この

県北の人ほど人が、こんなことを言ってはまずい

のかな、いいんですよ、本当に。そのことだけは、

誇りに思って、これからも市政運営にも当たって

いきたいと思っていますし、それから文化の向上

にも折に触れて寄与したいと、こういう気持ちで

おります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 市長の文化づくりのないと

ころに、まちづくりはないという、そこの大体に

は、やはり人の触れ合い、そういうものがあるの

だと思います。 

  また、今言われましたけれども、県北、黒磯の

ほうは、人がいいと、それは、本当、私もそうい

うふうに感じております。 

  そういった中において、文化づくり、まちづく

り、ともどもにいいまちづくりをよろしくお願い

したいと思います。 

  次に、移ります。社会資本の老朽化について。 

  社会資本の老朽化が深刻な問題として浮上して

おります。道路や橋、上下水道などの社会資本は、

年平均10％超の経済成長を続けた1950年代からの

高度成長期に集中して建設されたため、一斉に維

持管理や更新の問題に直面しているからと言われ

ています。 

  社会資本の老朽化は、緩やかに忍び寄る危機と

も言われ、老朽化は避けて通れないだけに、いか

に早期に対処するかが課題になります。 

  また、昨年、東日本大震災が発生し、社会資本

が果たす役割の重要さを再確認した人も少なくな

いと思います。 

  公明党は、防災減災ニューディールを掲げ、社

会資本の老朽化対策を求めた、災害に強いまちづ
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くりを提案しています。また、本市の厳しい財政

状況も理解できます。以上の観点からお伺いいた

します。 

  初めに、道路、橋等の整備は今後どう取り組ん

でいかれるのか。次に、上下水道の老朽化対策の

展望について、次に教育施設の耐震、老朽化対策

の進捗状況について、最後に市有公共施設の老朽

化対策について、以上、よろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 鈴木議員の質問に改めて

お答えを申し上げます。 

  道路、橋梁等の整備は、今後どう取り組んでい

かれるのかという質問にまずお答えいたします。 

  道路は、経年劣化や交通量の影響により、アス

ファルト表面にひび割れやわだちが生じ、安全性

や円滑な走行に支障を来しております。このため、

道路の状態が悪化しないよう、予防的な修繕を恒

常的に行っていきたいと思います。 

  また、修繕箇所が長い区間に及ぶ路線について

は、通常の修繕では対応が困難であることから、

交通量等を勘案し、国庫補助事業等の導入により、

順次、修繕工事を行って今もおります。 

  今後とも適正な修繕に努めてまいりたいと思っ

ています。 

  次に、橋の老朽化に対する取り組みについては、

１、２級市道にかかる53橋及び橋長が15メートル

以上の35橋の合計88橋について、今年度、安全点

検を実施いたしました。この点検結果をもとに、

橋梁長寿命化修繕計画を平成24年度に作成したい

と考えております。 

  この計画は、これまでの事後的管理ではなく、

予防保全的管理へ転換することにより、橋梁の長

寿命化はもとより、修繕工事費の平準化とコスト

縮減も図ることを目的として進めるものでありま

す。 

  ２番目の上下水道の老朽化対策の展望について

もお答えいたします。 

  水道事業で保有している施設は、鳥野目浄水場

など５カ所、配水池が41カ所、そして配水管が

1,200㎞に及んでおります。老朽化対策としては、

地域水道ビジョンに基づき、平成19年度から平成

28年度までを目標に、石綿セメント管及び老朽鋳

鉄管の更新事業を重点的に進めております。 

  また、上水施設や排水施設につきましては、維

持管理コストの縮減を図るため、施設の統廃合を

集中的に行い、老朽施設の廃止、更新事業を進め

るとともに、日常点検の中で適切な管理を行って、

維持管理を行っております。 

  次に、下水道事業で保有している施設といたし

ましては、２カ所の水処理センターと約460㎞の

管路があります。水管理センターにおける機械、

電気設備の劣化が進んでいることから、平成23年

度より、長寿命化対策の一環として、水処理セン

ターの点検、劣化診断調査に、一部、着手してお

ります。平成24年度の計画の策定をこれについて

も予定しております。 

  また、管路については、日常点検及びテレビカ

メラ調査等、予防保全を目的とした適切な維持管

理も行うとともに、下水道中期ビジョンに基づい

た施設の長寿命化を計画的に実施し、下水道機能

を維持していきたいと考えております。 

  ３番目の教育施設の耐震化、老朽化対策の進捗

状況についてもお答えいたします。 

  教育施設については、基本的には小中学校の耐

震化を最優先に実施していることから、それ以外

の施設の耐震化や老朽化対策については、小中学

校の耐震化事業が終了してから進めることとして

おります。小学校の耐震化の進捗については、耐
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震化工事が必要な44棟のうち、Is値が0.3未満の

危険な建物10棟の改修が今年度末ですべて完了い

たします。したがいまして、校舎、体育館等、全

126棟のうち、昭和57年以降建築の新耐震基準建

物と平成23年度までに改修工事、補強工事が完了

できるもの、合わせて86棟あり、耐震化率で言い

ますと68.3％になります。 

  ４番目の市有公共施設の老朽化対策についても

お答えいたします。 

  現在、市が保有している施設、土地などの市有

財産の中には、老朽化の進んでいる施設、設置目

的が重複する施設、施設の廃止により将来的に使

用する予定がない土地などなど、さまざまな課題

を抱えた財産が存在すると思われます。これらの

課題を解決するためには、全市的な公共施設の検

討が必要であると考えております。 

  なお、本件については、行財政改革推進計画に

掲載しており、今後、市有財産の資産評価調査を

実施し、リストアップした上で、施設の存続や土

地の処分の検討を行うとともに、市有財産の有効

活用を図っていきたいと考えております。 

  以上が第１回の答弁になります。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） それでは、順次再質問をさ

せていただきます。 

  道路、橋の整備については、道路については、

適正な修繕に努めていくということです。要望も

含めてということでしょうけれども、そういった

中において、道路については、市道、那須塩原市

道として、全体の総距離数は、いかほどのキロ数

になるのか。また、路線数については、いかほど

になるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） それでは、市道の総延

長、それから路線数ということでございますので、

市道の総延長につきましては約1,254㎞になりま

す。路線数につきましては2,459になります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 道路について、もう一点お

尋ねをしたいんですけれども、今、水道のほうの

布設管工事、敷設がえ工事、進めていると思うん

ですが、やはり水道はやりました、それからしば

らく過ぎてから道路をまたきれいにするんだとい

うような二重の手間が今まではあったと思うんで

すけれども、水道工事が終わった段階で、その路

線は、一遍にきれいにするといいますか、そうい

った連携しながら進めているのかどうか、その点

についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 議員の考えのとおりで

ございまして、当然、上下水道部局と連携をとり

ながら進めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 次に、橋についてでありま

すけれども、先ほど答弁の中に、１、２級市道に

かかる橋というものが53、15ｍ以上の橋が35、合

計88といことでありますけれども、この１、２級

の市道にかかる橋はどういう橋なのか、まずお尋

ねをしたいと思います。 

  もう一点は、那須塩原市全体の橋は幾つになる

のか、また88橋についての、先ほど安全点検をし

たと言いましたけれども、早々に修繕、補修しな

ければならない橋があるのかどうか、お尋ねをし

たいと思います。以上、３点お願いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 
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○建設部長（君島 淳君） まず、１、２級の橋と

いいますか、かかっている橋というふうなご質問

でございますが、簡単に言いますと、通行量の多

い集落を結んでいるというふうな形でご理解いた

だければよろしいかと思います。 

  次に、全体では何橋あるのかということでござ

いますが、全体では205橋になります。もう一つ、

88橋の診断結果でございますが、まずかけかえ等

の検討を要するものが１橋でございます。次に、

早急に補修等が必要であるという橋が２橋でござ

います。次に、計画的に補修が必要であるという

ものが10橋ございます。差し引き、継続的に補修

するものが75橋ということで、これにつきまして

は、継続的に点検を行うと、５年に一回というふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） １、２級の市道にかかる橋

ということで、通行量の多い集落ということで、

どこら辺なのか、イメージがわかないんですが、

ちょっと言っていただけるとわかるのかなと思い

ますので、その１点、よろしくお願いしたいと思

います。 

  それと、安全点検の中で、かけかえが早急に必

要だというものが、先ほど１橋と、また補修が２

橋ということですけれども、ちなみに今、建設中

の橋が、たしか、油井橋というか、小結橋という

んですかね、たしか市長の自宅の近くの橋ではな

いかと思うんですけれども、この橋１つかけるの

に、経費というか、建設費といいますか、どのく

らいかかるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 非常に表現がわかりに

くい表現でございまして申しわけございませんで

した。簡単に言いますと、１級というのは、おお

むね50軒程度、それから２級というのが30軒程度、

そういった集落と集落を結ぶというんですけれど

も、具体的にといいますと、当然、住宅が張りつ

いているといいますか、人間が集中しているとい

いますか、世帯が集中しているといいますか、そ

ういったところをつなぐ橋ということで、先ほど、

当然、交通量のそれなりに多いというふうに表現

をさせていただいたところでございます。 

  次に、油井の橋といいますか、そこの経費はど

のくらいかといようなご質問だったかと思います

けれども、これも、河川等の状況によりまして一

概には申し上げられませんが、先ほど議員の例に

挙げた油井の橋ということになりますと、おおむ

ね４億5,000万円程度になろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） おおむね４億5,000万円と

いうことになりますと、88橋点検した中で、すべ

てするというわけではないでしょうけれども、半

分見積もって40としたって、20億円、18億円です

か、そのくらいかかるということですね。100億

円か。失礼いたしました。100億円ということに

かんがみますと、なかなかそう簡単にほいこらと

いうわけにいかないと思うんですね。当然、計画

を練って進めていくと思うんですけれども、そこ

のところもよろしく、厳しい財政だとは思います。 

  福祉のほうにいやがおうでも必要なわけですか

ら、そっちのほうにいくということになると、な

かなか橋のほうの補修、建てかえといいますか、

かけかえというか、そういうのは難しいと思うん

ですけれども、いずれにしろ橋の場合ですと、僕

が思うには、震災のときに４号線の新幹線の下東

那須のですね、新幹線の橋が通行どめになったと

いう中において、相当な迂回路をしながら、やは
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り向かった経緯があります。そういった中におい

て、橋は、やはり生活道路の中で、非常に重要な

ところにも位置すると思います。厳しいとは思い

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、上下水道の老朽化対策でありますけれど

も、建物等につきましては、長寿命化計画という

ことで、昨年、一般質問の中でも触れましたけれ

ども、そういった中で進めていくということであ

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  ただ、下水道に関しては、やはり傾斜で流して

いくんだと思うんですけれども、なかなか、先ほ

どテレビ調査でしていくということですけれども、

実際、どういったものなのかなというものがちょ

っとイメージできないので、再度そこの点につい

てお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（岡﨑 修君） 先ほど申し上げま

したテレビカメラ調査、下水道の管渠の調査とい

うことでありますが、布設した年度の古い管渠、

これが多くある地域を限定的にとらえまして、そ

れの一定のブロックを割って、順次調査をしてい

ると。調査の方法としますと、大体、管の直径が

60㎝以下のもの、それ以上のものは人間が調査で

きるということで、対象となるのは、直径60㎝の

管渠以下のものということであります。 

  それで、調査につきましては、管渠の劣化の状

況または管渠のたるみ、あとは、堆積物による流

れの阻害、さらには地下水等の侵入水、これらを

重点的に調査します。 

  具体的にどういう形でやるかということなんで

すが、一つの単位が、マンホール管、おおむね70

ｍ弱の管渠を一つの単位としまして、まず最初に

高圧洗浄しまして、管の中をきれいにします。そ

の次に、自走式のテレビカメラを操作しながら、

管の上流側のマンホールから下流側のマンホール

に移動させながら状況を記録していきます。 

  そして、その記録したもの、それらを最終的に

整理しながら分析して、報告書という形で提出し

ていただきます。その報告書に基づきまして、早

急に修繕するもの、今後、計画的に修繕していく

もの、そういう資料にして、そのデータを蓄積し

ながら、今後の維持管理に役立てていくというよ

うな作業が主なものでございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 丁寧な説明をありがとうご

ざいました。 

  次に、教育施設の耐震老朽化対策について再質

問したいと思いますけれども、先ほどの中で、教

育施設の総数が126ということで、23年度までに

86棟がすべて完了するということですけれども、

残りの40棟に関しては、どういった施設が残って

いるのか、お尋ねをしたいと思いますけれども、

あとは28年度までに目標90％というような数字が

出ていると思います。現在が68.9％と言いました

ね、達成できると思うんですが、そこのところの

進捗といいますか、可能性についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 先ほど申し上げました

126棟につきましては、小中学校の建物の数でご

ざいます。教育施設全体でいきますと、もっと公

民館等もございますが、先ほど言いましたように、

まず小中学校の耐震化を優先的にやっていくとい

うことで、小中学校の建物の数のうち86棟、これ

は、昭和57年以降の新しい建築基準法で建てたも

のも含めますと86棟あるということで、68.3％と

申し上げたところでございます。 

  それで、0.3未満、先ほど言いましたが、0.3未
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満の校舎等、体育館も含めまして、それにつきま

しては、もう今年度ですべて終了、今、稲村小学

校が完成いたしましたので、それで全部終了とい

うことでございます。 

  ３月補正で、24年度の前倒しということでお願

いをいたしました0.3から0.7の間の校舎あるいは

体育館の補強と改築工事、それらもあわせまして、

今のところの計画でいきますと平成27年度末まで

には全部の補強と改築を終了する予定でおります。 

  ただ、一部この中には、126棟の中には、小中

学校の適正配置の関係で対象になっている学校の

校舎等も入っておりますので、最終的には、その

棟の数が、違ってくるという形になるかと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 了解しました。 

  最後の質問になります。 

  市有の公共施設の老朽化対策であります。先ほ

ど答弁の中に、たしか全市的に市有財産の資産評

価を実施し、施設の存続、廃止の検討をしていく

ということがありましたけれども、これは、いつ

までに実施して、廃止、存続の検討をするのか、

まず１点目、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 全体的なところでござ

いますので、先ほど市長、行財政推進計画のほう

でお答えしましたので、私のほうでお答えいたし

ます。 

  ２年間、24年度、来年度は、市有財産の調書づ

くりをやりまして、２年間評価しまして、27年に

は活用方法等の検討をして、28年度、５年過ぎに

なってしまうんですが、その辺を目安にして、全

体的な有効活用を図るのか、それとも財政負担の

軽減を図るために、例えば売却するとか廃止する

とか等々を決定していくというふうに思っていま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 了解しました。 

  次に、たしか答弁の中で、老朽化の進んでいる

施設というものがあったと思うんですが、当然そ

の中においては、耐震診断を進めなければならな

い、老朽化対策する前に耐震診断をしなくてはな

らないと思うんですけれども、学校以外の公共施

設において、防災上、重要な建物というものは、

種類別に分けてどのくらいの数があるのか、お聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 全体の物件数はおおむ

ね350物件ございますが、例えば保育園とか、個

別に耐震等の診断をしているところなんですが、

総合的にこれを分析したものがございません。先

ほど言いましたように、調書をつくりまして、再

度25年あたりに評価し、今おっしゃられたような

リストアップをしていきたいというふうに考えて

います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 耐震診断にこだわるわけで

はないんですけれども、いずれにしろ公共施設の

中には市営住宅等々も含まれると思うんです。保

育園も公民館もそうかもしれません。そういった

中において、先ほど教育関係においてはほとんど

27年度までに済むというようなお話もありました。

そういった中において、この老朽化においては、

人が住むという観点から考えますと、やはり市営

住宅等についても、当然、耐震診断を進めていか
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なければならないと思うんですけれども、この市

営住宅についての耐震診断についてはどのように

進めているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） 市営住宅の耐震化の診

断についてということでございますが、先ほど市

長からも答弁がございましたように、防災上、重

要な建築物の耐震化につきましては、学校等の耐

震化の状況を見きわめるというか踏まえまして、

耐震改修の実施計画を策定いたしまして、耐震化

を進めていきたいと、そのように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 教育施設が終わった後、進

めていくということで理解してよろしいんだと思

います。 

  いずれにしましても、社会資本整備はこれから

進めていかなければならない大きな課題であると

思うわけであります。特に、住居、橋、道路は生

活に欠かせない施設もありますし、また学校等に

ついても防災拠点という大きな役割もあるわけで

あります。 

  先ほど申し上げましたように、福祉予算がふえ

ていく中で、厳しい財政状況ではあると思うんで

すけれども、４年以内もしくは30年以内に、東京

に直下型地震が発生するというような予測もされ

ております。そういった中において、防災、減災

をしていくためにも早急な社会資本整備が必要だ

と思われます。そこで、最後になりますけれども、

市長にお聞かせ願いたいと思います。この社会資

本整備は、どういうふうに向き合い、どう取り組

んでいくのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 今、鈴木議員の質問にお

答えをいたします。 

  社会資本の整備、きょう質問の中に課題がほと

んど入っていたと思います。この財政が逼迫する

中で、無尽蔵に道路あるいはこういう構築物、こ

ういうものにお金を出していけない時代がもう来

ておりますので、きょう議員が質問になったよう

な、私が先ほどお答えしたような、できるだけ長

もちする施設として使えるよう、調査してテコ入

れをしてやっていきたいと、そういう方針でまい

りたいと思います。 

  なお、これは那須塩原市に限ったことではなり

ませんで、この道路をつくる、道路関係の建設予

算と計上されていても、多分、県も50％ぐらい、

もう維持管理で、だから道路がなかなか伸びない

んですよ。そういう時代を迎えて、この那須塩原

市にしても、できるだけきょうの質問でお答えし

たような方向で今後とも頑張っていきたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎君） ９番、鈴木紀君。 

○９番（鈴木 紀君） 以上で、私の質問は終わり

ますけれども、市政運営、市民の目線に立ったそ

ういった市政運営をこれからもよろしくお願いし

たいと思います。 

  以上で終わります。大変にありがとうございま

した。 

○議長（君島一郎君） 以上で、９番、鈴木紀君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で本日の議事日程は全

部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 
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  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時３４分 

 

 

 




